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平成30年10月２日（火曜日）

午後１時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第19号 平成29年度宮崎県歳入歳出決算

の認定について

○報告事項

・平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び

資金不足比率について

出席委員（７人）

主 査 松 村 悟 郎

副 主 査 田 口 雄 二

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 右 松 隆 央

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 武 田 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総務部

総 務 部 長 畑 山 栄 介

危機管理統括監 田 中 保 通

総 務 部 次 長
村 久 人

（総務･市町村担当）

総 務 部 次 長
大 西 祐 二

（ 財 務 担 当 ）

危 機 管 理 局 長
髙 林 宏 一

兼危機管理課長

部参事兼総務課長 丸 田 勉

人 事 課 長 河 野 譲 二

行政改革推進室長 田 村 伸 夫

財 政 課 長 吉 村 達 也

財産総合管理課長 横 山 直 樹

防災拠点庁舎整備室長 楠 田 孝 蔵

税 務 課 長 棧 亮 介

市 町 村 課 長 日 高 幹 夫

総務事務センター課長 佐 藤 領 子

消 防 保 安 課 長 室 屋 利 春

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 弓 削 知 宏

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○松村主査 ただいまから、決算特別委員会総

務政策分科会を開会いたします。

まず、分科会の日程についてであります。

分科会の日程につきましては、お手元に配付

の日程案のとおりでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それではそのように決定いたしま

す。

次に、本日開催されました主査会における協

議内容について御報告いたします。

まず、審査の際の執行部説明についてであり

ます。お手元の分科会審査説明要領によります

が、決算事項別の説明は、目の執行残が100万円

以上のもの及び執行率が90％未満のものについ

て、また主要施策の成果は主なものについて説

明があると思いますので、審査に当たり、よろ

しくお願いいたします。

また、監査委員へ説明を求める必要が生じた

場合についてですが、他の分科会との時間調整

を行った上で、質疑の場を設けることとする旨、

確認がなされましたのでよろしくお願いいたし

ます。

最後に、審査の進め方についてですが、総合

政策部のみ６課と５課の２班編成とし、班ごと
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に説明及び委員質疑を行い、最後に部全体の総

括質疑を行いたいと存じます。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午後１時３分休憩

午後１時４分再開

○松村主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成29年度決算について執行部の

説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○畑山総務部長 それでは、今回、御審議いた

だきます平成29年度決算につきまして、お手元

に配付しております主要施策の成果に関する報

告書及び平成29年度決算特別委員会資料に基づ

きまして、御説明を申し上げます。

まず、平成29年度一般会計決算の概要につい

てであります。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の１

ページをお開きください。

平成29年度の決算額は、歳入が5,867億854

万5,000円、歳出が5,744億2,812万8,000円となっ

ており、歳入歳出ともに前年度を上回っており

ます。歳入総額から歳出総額を差し引いた形式

収支は、122億8,041万7,000円となっております。

また、この形式収支から平成30年度へ繰り越

すべき財源56億8,000万9,000円を差し引いた実

質収支は、66億40万8,000円の黒字となっており

ます。

なお、前年度の実質収支との差である単年度

収支につきましては、11億517万6,000円の赤字

となっております。

次に、お手元の平成29年度決算特別委員会資

料の10ページをお開きください。

総合計画に基づく総務部の施策体系につきま

して、その概要を御説明いたします。

まず、施策の柱のところにあります連携・協

働による魅力ある地域づくりと戦略的な移住等

の促進についてであります。

みやざき円陣（Ｅｎｇｉｎｅ）27プロジェク

トでは、知事と市町村長との意見交換の場であ

る宮崎県・市町村連携推進会議や円卓トークを

開催するなど、県と市町村及び市町村間の連携

を推進したところであります。

次に、多様化する危機事象に的確に対応でき

る体制づくりについてであります。

上から２つ目の防災拠点庁舎整備では、十分

な耐震性能を有し、災害応急対策などを円滑に

実施できる防災拠点庁舎を整備するため、県庁

５号館移転工事を進めるとともに、防災拠点庁

舎建設工事に着手したところであります。

次に、その４つ下の改善事業「南海トラフ地

震応急対策体制構築支援」では、国が策定した

南海トラフ地震における具体的な応急対策活動

に関する計画を実効性のあるものにするため、

国等からの支援物資を集積する広域物資輸送拠

点の機能充実を図りました。また、これらの拠

点の運営に従事する人材を育成するとともに、

国や九州各県等の防災関係機関との情報交換や

講演会などを行ったところであります。

次に、その５つ下の防災行政無線管理では、

無線設備を計画的に更新するとともに、無線局

に落雷対策を行うなど、総合防災情報ネットワ

ークの信頼の向上や機能強化に努めたところで

あります。

最後に一番下の柱の安全で安心な県土づくり

についてであります。

新規事業「県有施設評価システム整備」では、

県有建物等の総合的かつ計画的な管理を推進す
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るため、全庁横断的に施設情報を一元化し、個

々の施設評価や維持・更新等の将来経費を予測

する公共施設マネジメントシステムを構築した

ところであります。

次に、11ページをごらんください。

総務部の平成29年度歳出決算の状況について

であります。

この一番下の段の総務部合計の欄になります

が、一般会計と特別会計を合わせまして予算

額2,773億3,625万8,669円、支出済額2,757

億4,995万6,073円、翌年度への繰越額は４

億7,911万1,512円、不用額11億719万1,084円と

なりまして、執行率は99.4％、翌年度への繰越

額を含めた執行率は99.6％であります。

次に、監査における指摘事項等についてであ

ります。

資料の一番最後の33ページをお開きください。

平成29年度総務部に係る監査での指摘状況を

一覧にしたものでございます。契約事務につき

ましては、１件の注意事項、収入事務につきま

しては、２件の指摘事項がありました。今後は

このような注意を受けることのないよう、規則

に基づく適正な事務処理に努めてまいりたいと

考えております。

また、お手元の29年度宮崎県歳入歳出決算審

査意見書において、県税収入の確保について意

見・要望がありました。

これにつきましては、後ほど税務課長から御

説明をさせていただきます。

以上、概略を御説明いたしましたが、各課ご

との決算内容、主要施策の成果に関する報告等

につきましては、危機管理局長及び担当課長か

ら御説明いたしますので、御審議のほどよろし

くお願いいたします。

私からは、以上でございます。

○吉村財政課長 それでは、平成29年度決算の

概要について、御説明をいたします。

まず、お手元の平成29年度決算特別委員会資

料の１ページをお願いいたします。

平成29年度一般会計歳入決算の状況について、

主なものを御説明いたします。

まず、県税の29年度決算額は990億8,051

万9,000円で、前年度に比べ３億4,000万円余、0.3

％の増となっております。

また、次の地方消費税清算金の決算額は413

億832万9,000円で、前年度に比べ21億8,000万円

余、5.6％の増となっております。いずれも詳細

につきましては、後ほど税務課長が御説明いた

します。

次に、２ページをお開きください。

１番上の地方譲与税ですが、決算額が180

億1,051万4,000円で、前年度に比べ４億8,000万

円余、2.8％の増となっており、これは地方法人

特別譲与税の増によるものであります。

一つ飛びまして、地方交付税ですが、決算額

が1,850億6,467万6,000円で、前年度に比べ16

億1,000万円余、0.9％の減となっており、これ

は普通交付税及び特別交付税の減によるもので

あります。

一つ飛びまして、分担金及び負担金ですが、

決算額が24億1,441万5,000円で、前年度に比

べ3,000万円余、1.4％の増となっており、これ

は土木費負担金の増等によるものであります。

次の、使用料及び手数料ですが、決算額が99

億9,669万9,000円で、前年度に比べ３億5,000万

円余、3.4％の減となっており、教育使用料の減

等によるものであります。

次に、３ページをごらんください。

一番上の国庫支出金ですが、決算額が908

億3,459万5,000円で、前年度に比べ111億3,000



- 4 -

平成30年10月２日(火)

万円余、14.0％の増となっており、これは増減

理由の上から３段目、災害復旧費国庫負担金や、

その４段下になりますが、農林水産業費国庫補

助金の増等によるものであります。

次の財産収入は、決算額が11億2,414万6,000

円で、前年度に比べ11億円余、49.6％の減となっ

ており、これは財産売り払い収入の減等による

ものであります。

次の寄附金は、決算額が２億1,710万円で、前

年度に比べ１億1,000万円余、34.4％の減となっ

ており、これは農林水産業費寄附金の減等によ

るものであります。

４ページをお願いいたします。

一番上の繰入金は、決算額が224億4,600

万4,000円で、前年度に比べ23億円余、9.3％の

減となっており、これは基金からの繰入金の減

によるものであります。

次の繰越金は、決算額が124億250万3,000円で、

前年度に比べ２億円余、1.6％の減となっており、

これは平成28年度形式収支の減によるものであ

ります。

次の諸収入は、決算額が391億7,093万9,000円

で、前年度に比べ27億8,000万円余、6.6％の減

となっており、これは貸付金元利収入の減等に

よるものであります。

次の県債は、決算額が637億2,011万円で、前

年度に比べ20億5,000万円余、3.3％の増となっ

ており、これは土木債や災害復旧債の増等によ

るものであります。

５ページをお願いいたします。

収入未済額の状況についてであります。表の

一番下の計の欄をごらんください。

29年度の収入未済額は、県税や諸収入など合

計で16億9,000万円余であり、県税の滞納処分な

どに努めました結果、前年度と比べ１億1,000万

円余、6.4％の減となっております。収入未済額

につきましては、今後も圧縮を図っていくこと

としております。

次に、６ページをお願いいたします。

県債及び財政関係２基金の残高等の状況につ

きまして、グラフでお示しをしております。

まず、一番上のグラフですが、折れ線グラフ

の上のラインが県債残高の総額、下のラインが

償還財源が担保されております臨時財政対策債

等を除いた実質的な県債残高を示しており、い

ずれも減少しております。

次に、真ん中のグラフの折れ線グラフが財政

関係２基金の残高を示しておりますが、ここ数

年450億円程度を維持しているところでありま

す。

また、下のグラフは経常収支比率の推移にな

ります。比率が高いほど財政構造が硬直化して

いることを示しており、ここ数年社会保障関係

費の増などによりまして、増加傾向にあり、平

成29年度は92.7％となっておりますが、総務省

が公表しております速報値の全国平均94.2％は

下回っている状況にあります。

各グラフの説明は以上でありますが、今後も

年々増加します社会保障関係費に加え、公共施

設の老朽化対策や国体開催に伴う施設整備等に

多額の財政負担が見込まれ、引き続き厳しい財

政状況が続く見通しではありますが、本県が抱

える課題解決に向けた施策を今後とも積極的に

進めていくために、財政改革の取り組みを継続

しつつ、予算の効率的かつ効果的な執行を図っ

ていかなければならないと考えております。

次に、ページ飛びまして、８ページをお願い

します。

地方公共団体財政健全化法に基づく報告にな

ります。
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この資料は、監査委員の審査意見書の抜粋等

により作成をしております。

まず、１の平成29年度決算に基づく健全化判

断比率について御説明いたします。（１）の総合

意見をごらんください。

健全化判断比率の４つの指標を、表に示して

おります。

①の実質赤字比率は、本県の経常的な一般財

源の規模を示します標準財政規模に対する一般

会計と特別会計を合わせました赤字額の割合に

なりますが、赤字はございませんので、該当す

る数値はありません。

②の連結実質赤字比率は、標準財政規模に対

する一般会計等と公営企業会計を合わせた全会

計の赤字額の割合になりますが、こちらも赤字

額はありませんので、該当する数値はございま

せん。

③の実質公債費比率は、標準財政規模等に対

する実質的な公債費の割合で、12.9％となって

おり、前年度と比べ県債残高の減による元利償

還金の減等によりまして、1.3ポイント改善をし

ております。

④の将来負担比率は、標準財政規模等に対し

ます県が将来負担する必要がある実質的な負債

の割合で、113.6％となっており、前年度と比べ

県債残高の減少等によりまして、9.3ポイント改

善しております。

これらの４つの指標は、いずれも表の右側に

参考として記載しております早期健全化基準、

これは自主的かつ計画的な財政健全化の取り組

みが求められます基準でありますが、この数値

を大きく下回っておりまして、監査委員の審査

意見は（３）是正改善を要する事項にあります

とおり、特に指摘すべき事項はないとなってお

ります。

次に、２の資金不足比率についてであります。

同じく８ページの下の（１）総合意見をごらん

ください。

資金不足比率は、各公営企業会計における営

業収益等の事業規模に対する資金不足額の割合

になります。いずれの会計も資金不足が発生し

ていないので該当する数値はございません。こ

のため、監査委員の審査意見は９ページになり

ますが、（３）是正改善を要する事項にあります

とおり、特に指摘すべき事項はないとなってお

ります。

次に３、参考として指標の推移を掲げており

ますのでごらんください。

実質公債費比率及び将来負担比率ともに年々

改善している状況にあります。

次に、資料が変わりまして、平成29年度主要

施策の成果に関する報告書の２ページをお願い

いたします。

２の歳入決算の概要になりますが、歳入の状

況につきましては、先ほど委員会資料で説明を

いたしましたので省略をさせていただきます。

３ページをごらんください。歳出決算の概要

になります。

まず、（１）款別の歳出決算であります。表の

対前年度増減の欄において、増減率の大きいも

のについて御説明いたします。

下の特徴にも記載しておりますが、まず労働

費につきましては、緊急雇用創出事業臨時特例

基金償還金等の減によりまして、前年度比22.1

％の減となっております。

次に、農林水産業費につきましては、畜産競

争力強化整備事業費等の増によりまして、前年

度比18.0％の増となっております。

次に、商工費につきましては、中小企業融資

制度貸付金等の減によりまして、前年度比12.7
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％の減となっております。

次に、災害復旧費につきましては、土木施設

災害復旧費等の増によりまして、前年度比65.6

％の増となっております。

４ページをお願いいたします。

（２）性質別の歳出状況であります。下の特

徴の欄にも記載しておりますとおり、まず義務

的経費につきましては、公債費が元利償還金の

減によりまして、前年度比減となったことから、

全体で前年度比0.9％の減となっております。

次に、投資的経費については、普通建設事業

費が農林水産業費等の補助事業費の増、災害復

旧事業費が土木施設災害復旧費等の増によりま

して、前年度比増となったことから、全体で前

年度比16.4％の増となっております。

次に、その他の経費につきましては、貸付金

が中小企業融資制度貸付金等の減によりまして、

前年度比減となったこと等から全体で前年度

比2.4％の減となっております。

決算の概要については以上であります。

○棧税務課長 それでは、県税及び地方消費税

清算金の決算につきまして、御説明させていた

だきます。

決算特別委員会資料の７ページをお開きくだ

さい。

平成29年度の県税歳入決算は、表の一番上の

県税計の欄にありますように、最終予算額983

億1,000万円に対しまして、調定額が1,005

億4,376万8,000円、収入済額が990億8,052万円

となっております。収入済額の前年度比は100.3

％となっており、その右のＣマイナスＡの欄に

ありますように、最終予算額に対しまして、７

億7,052万円の増となっております。その右の欄

になりますが、不納欠損額は１億8,030万円、還

付未済額が２万1,000円でした。収入未済額につ

きましては、12億8,296万9,000円となっており、

昨年度より7,693万3,000円ほど圧縮しておりま

す。

徴収率につきましては、98.5％でほぼ前年並

みとなっております。

次に、各税目ごとの増減について御説明いた

します。

資料の１ページにお戻りください。

県税収入全体では、この表の一番上の段の中

ほど、増減の欄にありますように、昨年度と比

較しまして金額で３億4,327万1,000円、率にし

て0.3％の増となっております。

それでは、主な税目の増減理由について御説

明いたします。

まず、一番上の県民税のうち、その下の個人

県民税につきましては、市町村が市町村民税と

一緒に賦課徴収しております均等割・所得割、

県が課税します株式会社等からの配当に課税す

る配当割、株式の譲渡所得に課税します株式等

譲渡所得割の３つがございます。29年度は28年

度と比較しますと、10億3,116万1,000円の増と

なっております。これにつきましては、配当割

及び株式等譲渡所得割につきまして、株式市場

が堅調に推移した影響により、合わせて４

億7,000万円の増。

均等割・所得割につきまして、景況の改善に

伴う給与所得の増に加え、特別徴収の推進及び

徴収努力によりまして５億6,000万円の増となっ

たことによるものであります。

次に、その下の法人県民税についてでありま

すが、１億1,603万9,000円の減となっておりま

す。これは、企業業績の伸び悩みによるもので

ありまして、製造業、金融・保険業、運輸・通

信業において減収となったことから減となった

ものであります。次に中ほどの事業税のうち、



- 7 -

平成30年10月２日(火)

法人事業税につきましては３億2,955万3,000円

の減となっております。これにつきましても、

法人県民税と同様に企業業績の伸び悩みによる

ものでありまして、製造業、金融・保険業、運

輸・通信業において減収となったことから、減

となったものであります。

次に、その下の地方消費税につきましては、

８億6,816万8,000円の減となっております。こ

れは、納付額は前年並みであったものの、還付

額が増大した影響により減となったものであり

ます。

次に、その３つ下の自動車取得税につきまし

ては、３億7,313万9,000円の増となっておりま

す。これは、エコカー減税や中古車特例の見直

しの影響、つまり基準が変わりましたこと等に

より、増となったものであります。その他の税

目につきましては、記載のとおりであります。

最後に、地方消費税清算金についてでありま

す。一番下の欄をごらんください。

これは、全国で納付されました消費税のうち、

地方消費税分を最終消費地へ帰属させるために、

都道府県間で清算を行うものであります。平成29

年度の清算金収入は413億832万9,000円と、平

成28年度に比べ金額にして21億8,649万4,000円、

率にして5.6％の増となっております。これは、

清算に用いる指標のうち、人口と従業員数の構

成比率及び通信販売やインターネット販売分を

除くなどの指標の中身の見直しが行われたこと

によりまして、本県のシェア率が上昇し、その

ことに伴い増となったものであります。

説明は以上でございます。

○丸田総務課長 総務課の歳出決算状況につい

て御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページをお開きくだ

さい。

一番上の総務課の欄になりますが、総務課の

決算額は予算額２億5,836万4,000円に対しまし

て、支出済額は２億5,110万9,384円、不用額は725

万4,616円となっており、執行率は97.2％でござ

います。

次に、不用額の内容について御説明をいたし

ます。

12ページをお開きください。

ページ中ほど（目）文書費の不用額668万9,149

円であります。主なものは、まず中ほど需用費

の236万3,707円につきましては、総務課が所管

しております印刷室のコピー用紙等の事務経費

などの執行残でございます。

次に、その２つ下、委託料の199万8,732円に

つきましては、印刷機器類の保守管理などに伴

う経費の執行残でございます。

続きまして、監査における指摘事項について

御説明をいたします。同じく委員会資料の33ペ

ージをお開きください。

（２）の収入事務で、日南県税・総務事務所

におきまして、自動販売機電気料について、調

定の時期が大幅におくれていたとの指摘であり

ます。これは、事務処理の遅延によるものでご

ざいますが、今後の再発防止、適切な事務処理

に努めるため、進捗管理表を作成いたしまして、

複数の職員で進捗状況を確認するよう、内部

チェック体制を強化したところでございます。

総務課の説明は以上でございます。

○河野人事課長 人事課の歳出決算の状況につ

いて御説明いたします。

委員会資料の11ページに一度お戻りいただき

たいと思います。

平成29年度歳出決算課別集計表でございます

けれども、人事課は表の上から２番目になりま

す。予算額49億1,244万5,000円、支出済額46
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億3,780万7,451円、不用額２億7,463万7,549円、

執行率は94.4％となっております。

次に、主な不用額について御説明いたしま

す。13ページをお願いいたします。

表の上から３番目のところになるんですが、

（目）の一般管理費であります。不用額は右側

ですが、4,183万329円で執行率は96.8％となっ

ております。その主なものとしましては、節の

欄の上から３つ目の職員手当等の不用額3,173

万8,974円であります。この職員手当等は、主に

時間外勤務手当でありますが、知事部局の各課

で予算計上しております時間外勤務手当が当該

年度の業務の都合により不足する事態となった

場合の調整のための予算を人事課で一括計上し

ているものでありまして、その執行残でありま

す。

次に、表の中ほどの（目）人事管理費の不用

額でございますが、２億3,280万7,220円で、執

行率93.5％となっております。その主なものと

しましては、節の欄の上から２つ目の職員手当

等の不用額でありまして、２億1,419万5,833円

であります。これは、主に退職手当の執行残で

ありますが、昨年度中に国に準じて支給率の引

き下げ改定を行ったことによるものであります。

また、節の欄の下から４つ目になりますが、

委託料の不用額1,473万4,800円であります。こ

れは人事給与管理システムの保守管理や給与制

度の改定等に対応するための経費でありますが、

システム改修が少なかったことによる執行残で

あります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

説明は以上であります。

○吉村財政課長 財政課の歳出決算の状況につ

いて御説明をいたします。

委員会資料の17ページをお願いいたします。

一般会計及び公債管理特別会計を合計しまし

た財政課の決算は、表の一番下の欄になります

が、予算額が2,217億5,466万4,465円に対しまし

て、支出済額は2,213億93万250円であり、不用

額は４億5,373万4,215円、執行率は99.8％となっ

ております。

資料を戻っていただきまして、14ページをお

願いいたします。

主な不用額について、御説明をいたします。

まず、一般会計であります。14ページの上か

ら３段目の（目）一般管理費の欄になりますが、

不用額が２億3,145万7,255円となっております。

財政課の一般管理費には、財政課の事務費のほ

かに各部局で突発的に必要となった経費などを

賄うための共通経費を計上しております。各課

でその都度予算措置をするのではなく、あらか

じめ財政課で予算を一括計上し、必要に応じ財

政課から担当課に予算を分任しているものであ

ります。

これらの経費につきましては、予算編成時に

所要額を正確に見込むことが困難なものである

こと、また不測の事態が起こった場合に備え、

年度末まで予算を確保しておく必要があること

から、不用額のほとんどがこの共通経費の執行

残となっております。

次に、15ページをお願いいたします。

一番上の（目）財政管理費、２番目の（目）

財産管理費、その下の（款）公債費の（目）元

金につきましては100万円以上の不用額、及び執

行率90％未満のものはありませんので説明は省

略をさせていただきます。

次に、その下の（目）利子の不用額の欄にな

りますが、１億5,947万5,792円となっており、

これは銀行等引き受け債について利子の支払い
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等が少なくなったこと等から不用額が生じたも

のでございます。

次に、その下の（目）公債諸費につきまして

は、100万円以上の不用額及び執行率90％未満の

ものはございませんので、説明は省略させてい

ただきます。

次に、16ページをお願いいたします。

予備費になります。予備費は年度途中におい

て予定外の支出の必要が生じた場合などに対処

する経費であります。予備費は当初予算額で１

億円を計上しておりましたが、このうち平成29

年度中に3,749万5,535円を他の予算科目に充用

をいたしました。その結果、予算現額は6,250

万4,465円となり、その全額が不用額となってお

ります。

予備費を充用しました内訳につきましては、

右の説明欄に記載しておりますとおり、①の第48

回衆議院議員総選挙、及び②の宮崎県議会串間

市選出議員補欠選挙の執行に要する経費、③の

福岡県、大分県に対する九州北部豪雨の災害見

舞金、④の訴訟に伴う弁護士に対する着手金及

び謝金、⑤の管理運営瑕疵事故等の損害賠償金

であり、合わせて17件となっております。

17ページをお願いいたします。

県債の償還管理を行います、公債管理特別会

計になります。

いずれの目につきましても、100万円以上の不

用額及び執行率90％未満のものがありませんの

で、説明は省略をさせていただきます。なお、

歳入歳出決算審査意見書における指摘要望事項

はございませんでした。

財政課からの説明は以上になります。

○横山財産総合管理課長 財産総合管理課の歳

出決算状況について御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページにお戻りくだ

さい。

上から４段目、財産総合管理課の決算額は、

予算額22億4,912万円に対しまして、支出済額

は17億1,857万2,586円、翌年度繰越額は４

億7,911万1,512円、不用額は5,143万5,902円と

なっております。執行率は76.4％、翌年度繰越

額を含めますと97.7％でございます。

次に、不用額の内容について御説明いたしま

す。18ページをお開きください。

ページ中ほど（目）財産管理費の不用額4,692

万5,743円であります。主なものとしまして、ま

ず中ほどの需用費1,953万134円は、本庁舎、各

総合庁舎、特別公舎の光熱水費等の執行残でご

ざいます。

また、下から３段目の工事請負費2,407万9,380

円は、防災拠点庁舎建設に伴う５号館移転工事

の執行残等であります。

次に、19ページをごらんください。

（目）県有施設災害復旧費の不用額403万2,298

円は、災害等によって被害を受けた県有施設の

補修・復旧経費の執行残でございます。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書、67

ページをお開きください。

２、安全な暮らしが確保される社会の（１）

多様化する危機事象に的確に対応できる体制づ

くりについてであります。

県庁舎ＢＣＰ対策につきましては、宮崎県業

務継続計画に基づく常在危機への対策としまし

て、県庁舎の受電設備などの改修を実施いたし

ました。

また、防災拠点庁舎整備につきましては、県

庁５号館移転工事を進めるとともに、防災拠点

庁舎建設に着手いたしました。
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69ページをごらんください。

（２）安全で安心な県土づくりについてであ

ります。新規事業、県有施設評価システム整備

では、全庁横断的に県有建物等の施設情報を一

元化し、個々の施設評価や維持・更新等の将来

経費を予測する公共施設マネジメントシステム

を構築しました。

最後に監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

財産総合管理課の説明は以上でございます。

○棧税務課長 それでは、税務課の歳出決算の

状況について御説明させていただきます。

決算特別委員会資料の11ページにお戻りくだ

さい。

税務課の計は、表の上から５段目にあります

とおり、予算額441億9,742万1,000円、支出済

額440億1,667万9,920円、不用額１億8,074

万1,080円で、執行率は99.6％となっております。

このうち、目の執行残が100万円以上のものが

４件と、執行率が90％未満のものが１件ござい

ます。

それでは、概要について御説明させていただ

きます。

20ページをお開きください。

上から３行目の最初の（目）税務総務費でご

ざいます。不用額は１億6,035万6,469円、執行

率は93.2％となっております。これは主に過年

度に納められた県税を還付するための経費であ

る県税還付金の執行額が見込みを下回ったこと

による執行残でございます。

次に、中ほど２つ目の（目）賦課徴収費でご

ざいます。不用額は1,059万7,718円、執行率

は99.5％となっております。これは県税・総務

事務所及び税務課において執行しております県

税の賦課徴収に要する納税通知書等を印刷する

ための需用費や郵送料等の役務費などの執行残

でございます。

次に、21ページをごらんください。

一番上の（目）利子割交付金でございます。

不用額は722万3,000円、執行率は95.4％となっ

ております。

これは、交付金の算定基礎となります利子割

県民税の収入額につきまして、見込みよりも収

入実績が少なかったことによるものでございま

す。

次に、下から３つ目の（目）ゴルフ場利用税

交付金でございます。不用額は250万4,800円、

執行率は99.2％となっております。これも先ほ

どの利子割交付金と同様に交付金の算定基礎と

なりますゴルフ場利用税の収入額につきまして、

見込みよりも収入実績が少なかったことによる

ものでございます。

最後に、一番下の（目）利子割精算金でござ

います。不用額は858円でございます。執行率

は14.2％となっております。これは、予算は1,000

円単位でありますので、最小の1,000円で計上い

たしましたが、執行額が142円と少額であったた

め、執行率が14.2％となったものであります。

歳出決算の状況に関する説明は以上でござい

ます。

次に、監査における指摘事項についてであり

ます。資料の一番最後、33ページをお開きくだ

さい。

（２）収入事務の一番目でありますが、税務

課において「自動車税の課税について、税制改

正に伴う課税額の軽減を行わずに課税を行った

ものが散見された」との指摘であります。

これは、平成30年度の自動車税の定期課税に

おきまして、平成29年度税制改正に伴う自動車

のグリーン化税制の見直しに基づき、軽課、す
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なわち燃費基準に基づいて新車新規登録した翌

年度の自動車税を軽減するというものの対象と

なるべき一部の改造自動車について、軽課を行

わずに納税通知書を送付したものであります。

今後は、同様の事例が再発しないよう制度改

正による影響の有無などを十分精査し、適切な

課税に努めてまいります。

次に、歳入歳出決算審査意見書で審査の意見

がありましたので、御説明いたします。

資料変わりまして、平成29年度宮崎県歳入歳

出決算審査意見書の５ページをお開きください。

５、収入の確保についての（１）県税収入の

確保についてであります。

本文の上から５行目の県税の収入未済額のと

ころになります。読み上げさせていただきます

と、「県税の収入未済額12億8,200万円余のうち、

個人県民税は９億1,400万円余となっており、今

後とも賦課徴収を行う市町村との連携をさらに

密にして、特別徴収制度の徹底を図る等、効果

的な徴収対策を講じられるよう要望する」との

御意見でありました。

個人県民税につきましては、県税の収入額の

うち約３割を占めておりますが、収入未済額で

は県税全体の約71％となっております。このた

め、賦課徴収権を持つ市町村の徴収業務を支援

するため、各県税・総務事務所におきまして、

徴収担当職員の併任人事交流や市町村からの徴

収引き継ぎ、管内市町村との合同の徴収対策会

議等を実施するとともに、特別徴収制度の適正

化の推進を図るなど、収入未済額圧縮に取り組

んでいるところであります。

今後とも市町村とより一層の連携を図りなが

ら、収入未済額の圧縮に努めてまいります。

税務課の説明は以上であります。

○日高市町村課長 それでは、市町村課の歳出

決算の状況について御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページにお戻りいた

だきたいと思います。

市町村課につきましては、表の中ほどであり

ますが、予算額20億848万8,204円、支出済額19

億8,670万8,070円、不用額2,178万134円で、執

行率は98.9％となっております。

次に、主な不用額について御説明をいたしま

す。

この資料の25ページをお願いいたします。

ページ中ほどの（目）衆議院議員選挙費の不

用額1,880万7,746円についてであります。主な

ものは、左から３番目、節の欄の一番下の段、

負担金・補助及び交付金1,861万7,918円であり

ますが、これは投票所の設置などにかかる経費

として、各市町村に交付する市町村交付金の不

用額によるものであります。

なお、衆議院議員選挙費は全額国費でありま

す。次に、主要施策の成果について御説明をい

たします。

お手元の平成29年度主要施策の成果に関する

報告書、65ページをお開きください。

暮らしづくりの１、安心して生活できる社会

の（１）連携・協働による魅力ある地域づくり

と戦略的な移住等の促進についてであります。

主な事業について御説明いたします。

まず、みやざき円陣（Ｅｎｇｉｎｅ）27プロ

ジェクトでありますが、県と市町村との連携・

協働を推進するため、知事と市町村長が一堂に

会する宮崎県・市町村連携推進会議や、知事と

市町村長が地域の抱える課題等について意見交

換を行う円卓トークを、県内４ブロックにおい

て実施いたしました。

また、知事と市町村の若手職員との意見交換

の場である役場でくるまthe談義を10市町村で
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行ったほか、県職員が市町村に出向き、市町村

の担当者と当面する課題等について協議や助言

を行う市町村サポート事業を、７市町村で実施

したところであります。

次に、市町村地域づくり支援資金貸付であり

ます。

これは、市町村が行う防災・減災事業や行財

政の健全化に向けた事業等に対して、無利子貸

付を行うものでありまして、昨年度は７団体に

対し17件、５億9,986万7,000円の貸し付けを行

いました。

最後に監査委員の決算審査意見書に関しては、

特に報告すべき事項はありません。

市町村課の説明は以上であります。

○佐藤総務事務センター課長 総務事務センタ

ーの歳出決算の状況について御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページをごらんくだ

さい。

総務事務センターは、表の中ほどに記載して

ありますように、予算額が７億762万5,000円、

支出済額は７億357万1,266円、不用額は405

万3,734円、執行率は99.4％となっております。

次に、主な不用額について御説明いたします。

26ページをお開きください。

上から３段目の（目）一般管理費の不用額が157

万7,913円、執行率は99.7％となっております。

これは本庁及び各地区の総務事務センターの需

用費等の事務費が、支出見込み額を下回ったこ

とによる執行残でございます。

次に、その下の段、（目）人事管理費の不用額

が131万8,207円、執行率は98.4％となっており

ます。これは、職員の安全・安心に関する事業

の健康管理医委託料等が支出見込み額を下回っ

たことによる執行残でございます。

続きまして、27ページをごらんください。

一段目の（目）恩給及び退職年金費の不用額

が85万9,833円、執行率は89.0％となっておりま

す。

これは、扶助料、遺族年金が支出見込み額を

下回ったことによるものでございます。

監査委員の決算審査意見書につきましては、

特に報告すべき事項はございません。

総務事務センターは以上でございます。

○髙林危機管理局長 危機管理課の歳出決算状

況について御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページをごらんくだ

さい。

危機管理課は一般会計の下から２段目でござ

いますが、予算額６億1,734万2,000円、支出済

額５億2,055万5,182円、不用額9,678万6,818円、

執行率は84.3％となっております。

主な不用額について御説明いたします。

28ページをお開きください。

表の中ほどの（目）防災総務費は不用額が1,141

万5,509円、執行率が97.7％となっております。

不用額の主な理由でございますが、まず下か

ら６行目の委託の不用額446万2,824円は、防災

関連啓発業務委託料などの執行残でございます。

次に、下から３行目の負担金・補助及び交付

金の不用額285万9,300円は、減災力強化推進事

業において、市町村が行う避難路、避難場所等

の整備に対する補助金の事業費確定等に伴う執

行残でございます。

次に、29ページをごらんください。

上の段の（目）消防連絡調整費は、不用額が23

万1,476円、執行率が63.2％となっておりますが、

これは林野火災発生時にヘリコプターで使用す

る空中消火用バケットの修繕経費の執行残でご

ざいます。

その下の（目）救助費は、不用額が8,513
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万8,893円、執行率が※１94.4％となっております。

この救助費は災害救助法が適用となる災害が発

生した場合に備えて、避難所や応急仮設住宅の

設置など、市町村が実施する災害救助事務に対

する県の負担金や、県が支弁した救助費に応じ

て定められている国庫負担分を災害救助基金へ

積み立てるための積立金を計上しておりました

が、対象となる災害が発生しなかったことから

執行残となったものでございます。

続きまして、主要施策の成果について御説明

いたします。

主要施策の成果に関する報告書の70ページを

お開きください。

危機管理課では、２、安全な暮らしが確保さ

れる社会を目標といたしまして、（１）多様化す

る危機事象に的確に対応できる体制づくりに取

り組んだところであります。

施策の推進のための主な事業及び実績につい

て主なものを御説明いたします。

まず、改善事業「総合防災訓練強化」につき

ましては、伝達参集訓練や図上訓練を実施する

とともに、11月に宮崎市、都城市、新富町にお

いて、国土交通省主催の大規模津波総合訓練等

の同時開催による実践的な総合防災訓練を実施

いたしました。

続きまして減災力強化推進につきましては、

南海トラフ地震から県民の生命を守るために、

沿岸市町が行う津波避難タワーや避難場所、避

難経路等の整備、避難訓練に対する支援を行っ

たところでございます。

次に、71ページをごらんください。

一番上の改善事業、南海トラフ地震応急対策

体制構築支援につきましては、広域物資輸送拠

点にエアテント及び投光機を配備するとともに、

宮崎県津波対策推進協議会を開催したところで

ございます。

次の、自助・共助による減災力強化総合啓発

につきましては、県防災の日フェアや災害への

備え啓発、県民一斉防災行動訓練（みやざきシェ

イクアウト）、テレビ、ラジオＣＭを活用した減

災行動集中啓発を実施したほか、病院関係者を

対象といたしましたＢＣＰ策定セミナーの実施

など、県民の防災に関する意識啓発や研修を行っ

たところでございます。

次の、災害対策本部運用体制等強化につきま

しては、大規模災害時における災害対策本部の

機能強化を図るため、衛星携帯電話の整備を行

うとともに、ＢＣＰの事前の備えとして防災倉

庫の設置や災害時に県庁舎内で一時避難所とな

る場所で、必要となる物品の調達や市町村担当

者を対象としたＢＣＰ策定研修会を開催したと

ころでございます。

72ページをお開きください。

上の段の※２改善事業「みんなの力で地域を守

る！地域防災力向上推進」につきましては、県

内各地域で防災士養成研修や防災士スキルアッ

プ研修を開催し、防災士の養成、能力向上を図

るとともに、自主防災組織長等研修会、防災士

出前講座など、防災士の活動支援や自主防災組

織の資機材の整備に対する助成を実施したとこ

ろでございます。

次の改善事業「霧島山警戒避難体制整備」に

つきましては、火山防災対策として本県、鹿児

島県及び関係市町で霧島山火山防災協議会を開

催し、噴火警戒レベルの見直しやレベルに応じ

た防災対応表の作成など、霧島山の警戒避難体

制の整備を推進するとともに、定期的に硫黄山

周辺の火山ガス濃度を測定、公表し、観光客等

※１ 15ページに訂正発言あり

※２ 17ページに訂正発言あり
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の安全を図ったところでございます。

73ページをごらんください。

施策の進捗状況でございますが、平成29年度

の災害に対する備えをしている人の割合は、45.5

％と前年度より若干低下しておりますが、自主

防災組織活動カバー率は83.9％、県内防災士の

数は4,196人と前年度より増加をしております。

次に、施策の成果等につきましては、先ほど

事業の説明と同様でございますので、説明は省

略させていただきます。

なお、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項はございません。

危機管理課からは以上でございます。

○室屋消防保安課長 消防保安課の歳出決算の

状況について御説明いたします。

決算特別委員会資料の11ページをごらんくだ

さい。

消防保安課の計は、表の一般会計、一番下の

欄にありますとおり、予算額６億3,078万9,000

円、支出済額６億1,402万1,964円、不用額1,676

万7,036円、執行率97.3％であります。

次に、主な不用額について御説明いたします。

同じ資料の30ページをごらんください。

表の上から３行目の（目）防災総務費につき

ましては、不用額が1,028万4,903円、執行率

が98.0％となっております。

不用額の主な理由としましては、節の欄の委

託料の653万9,583円でありますが、これは無線

設備及び水防、気象等の情報処理システムの保

守委託の入札残等によるものであります。また、

節の欄の負担金・補助及び交付金の176万5,119

円でありますが、これは消防体制強化支援事業

における消防団施設の環境整備に対する補助金

につきまして、市町村の整備計画の見込み減と

なったことによる執行残等であります。

中ほどの（目）消防連絡調整費につきまして

は、不用額が565万3,578円、執行率が94.5％と

なっております。

不用額の主な理由としましては、節の欄の委

託料の200万3,989円でありますが、これは危険

物取扱者、消防設備士交付委託料の執行残、及

び消防学校の設備改修工事設計業務委託料の入

札残等によるものであります。また、節の欄の

工事請負費の236万4,037円でありますが、これ

は消防学校の設備改修工事の入札残によるもの

であります。

続いて、31ページをごらんください。

（目）銃砲火薬ガス等取締費につきましては、

不用額が82万8,555円、執行率が87.4％となって

おります。

執行率87.4％の主な理由としましては、臨時

職員の任用期間の減に伴う賃金の執行残及び火

薬類の立入検査や高圧ガス保安法関係の許認可

・届け出などの件数の見込み減に伴う旅費につ

いて、執行残を生じたことによるものでありま

す。

続きまして、主要施策の成果につきまして主

なものを御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書に移っていた

だきまして、74ページをごらんください。

２、安全な暮らしが確保される社会を目標と

しまして、（１）多様化する危機事象に的確に対

応できる体制づくりに取り組んだところであり

ます。

具体的には、施策推進のための主な事業及び

実績に示しております。

まず、防災行政無線管理につきましては、防

災行政無線設備の維持管理及び保守を行うとと

もに、総合防災情報ネットワーク設備更新とし

て、局舎整備工事を実施いたしました。また、
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防災行政無線の２中継局におきまして、落雷対

策を実施したところであります。

次に、その下の航空消防防災管理運営につき

ましては、山岳海難事故者の救出や救急患者の

搬送等、県民の安心な暮らしを確保するため、

防災救急ヘリ「あおぞら」を運航しております

が、29年度中の緊急運航出動件数は合計で165件

でありました。なお、出動回数の広域応援につ

きましては、熊本県、大分県、鹿児島県との相

互応援によるものであります。

75ページをごらんください。

一番上の※改善事業「消防体制強化支援」につ

きましては、県内23の市町村、組合が実施しま

した消防防災活動のための資機材の整備等に対

して助成を実施したところであります。

次に、その下の新規事業「消防広域化・常備

化支援」につきましては、入郷３町村の常備化

を推進するため、日向市を助言者として発足し

た入郷３町村消防常備化検討協議会に対して、

運営補助を行ったところであります。

次の、予防指導につきましては、消防設備士

及び危険物取扱者の資格者への免状の交付等を

行うとともに、火災や危険物の事故の未然防止

を図るため、知識や技能の習得のための保安講

習を行いました。

次に、施策の進捗状況につきましてでござい

ます。次のページをごらんください。

人口1,000人当たりの消防団員数は、平成29年

度で13.5人を維持しているところでございます。

施策の成果等につきまして、主なものを御説

明いたします。

①の防災行政無線管理については、総合防災

情報ネットワークを適正かつ円滑に管理運営、

計画的な更新を行い、非常災害時における通信

体制の確保に努めたところであります。また、

平成29年度は大森山中継局通信設備整備工事を

実施したほか、大森山とえびの中継局の落雷対

策工事を実施いたしました。

③の消防団員の確保対策として、消防団員の

研修や啓発による人材育成を行うとともに、女

性消防団員活性化大会を開催いたしました。ま

た、広報誌及び加入促進チラシを作成し、チラ

シは県内全ての高校生に配付したところであり、

平成30年４月１日時点での消防団員数は県全体

で１万4,533名と、前年より減少はしております

が、女性消防団員数が390名、また学生消防団加

入が45名と着実に増加するなど、一定の成果が

出てきているところであります。

最後に、決算審査意見書に関しましては、特

に報告すべき事項はございません。

消防保安課は以上でございます。よろしくお

願いいたします。

○髙林危機管理局長 先ほど御説明した内容に

間違いがありましたので訂正をさせていただき

ます。

決算特別委員会資料の29ページをお開きいた

だきたいと思います。

ここで、中ほどの救助費のところで、一番右

側の執行率のところ、94.4％と申しましたが、

正しくはここに記載のとおり24.4％でございま

したので、訂正をいたします。どうも失礼いた

しました。

○室屋消防保安課長 先ほどの説明につきまし

て１点訂正をさせていただきたいと思います。

主要施策の成果に関する報告書の75ページを

お開きいただきまして、消防体制強化支援事業

のところで、改善事業と申し上げましたが、改

善事業ではないということでございますので、

訂正をいたします。申しわけございませんでし

※このページ右段に訂正発言あり
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た。

○松村主査 執行部の説明が終了いたしました

が、委員の皆様から質疑はございませんか。

○右松委員 決算特別委員会資料の１ページで

すが、県税の状況を拝見して、決算の中身とは

ちょっと違うかもしれませんが、本県の景況感

といいましょうか、例えば法人企業景気予測調

査でいきますと、直近の数字でいけば大企業が

プラス3.8、そして中小企業がマイナス10.0とい

う数字が出ております。

景況感は、さまざまな経済指数がありますの

で、例えば個人の消費動向でありますとか、さ

まざまな形で見ていくと思うんですけれども、

ちょっと教えてもらいたいんですが、県民税と

事業税の相関関係です。今回、県税が若干プラ

スになっていると。そしてそれは県民税のとり

わけ個人県民税─給与所得増による増、これ

が非常に後押しをしているというふうに考えて

います。

そういった中で、一方で事業税に関していえ

ば、法人事業税─地方自治体から法人事業を

営んでいる方に応分の負担をお願いをする税金

でありますけども、これがやはり３億2,955万減

になっていると。

この見方といいましょうか、景況感も含めて

どういうふうに分析されているのか、ちょっと

教えてもらえるとありがたいと思います。

○棧税務課長 景況感と県税という話につきま

しては、県税のこの決算に出てくる指標という

か、数字というのが、要は各企業様が決算をさ

れて、その２カ月後に申告納入をされた数字で

ございまして、今回の平成29年度の決算につき

ましては、その多くが平成29年の３月に決算を

迎えられて、29年の５月、６月、７月あたりに

申告納税をされたというものが大宗を占めてお

ります。したがいまして、その景況感と、今私

どもが感じる景況感とは、かなりのタイムラグ

があるという感じになります。

振り返って２年前ぐらいを考えてみますと、

マイナス金利の政策が導入されたり、円高が進

んでおりましたり、個人消費がそんなに伸びて

なかったり、そういう状況であったかと思って

おります。そのような状況の中で、29年度につ

きましては、法人の業績が、そんなに伸びてい

なかったと。

ですから、繰り返しになりますが、今私ども

が感じる景況感と比べて若干前のほうの景況感

になるというのが１点でございます。

２点目の、個人県民税と法人との相関関係と

いうことになりますが、相関関係はある一定程

度はあるかとは思うんですが、一方で、要は個

人県民税の対象が給与所得者になります。給与

所得が伸びるということは、企業様にとっては

要はコストが増になる面もございまして、業績

がそんなに給与の伸びほど伸びない中で、一方

で人手不足で、給与を上げざるを得ない状況が

くれば、要は利益を圧迫して、個人県民税─

給与は伸びるけれども、最終的な企業としての

収益はそんなに伸びないという状況はあり得る

と思っております。

今回がそういうことではなかったのかなと。

つぶさに一つ一つを分析したわけではございま

せんが、一般的にいえばそういうことになろう

かと考えております。

○右松委員 わかりました。もう一つ、企業の

内部留保をどう適正に見ていくかという中で、

事業税と県民税の相関がそこに見えてくるとす

れば、企業はやっぱりある程度、健全性を保っ

ていくためには、内部留保が必要だと、また一

方でやはり従業員にしっかり還元していくこと
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も必要であります。そのあたりの企業の内部留

保の部分と絡めた質問という意味もちょっと

あったものですから、その辺をどういうふうに

分析されているのか。

○棧税務課長 ただいま委員が言われました内

部留保との関係ですが、これも一般的な話にな

りますけれども、県税、もしくは税金というの

は所得に、収益に対して一応かかってくるのが

ほとんどでございますので、どちらかというと

フローのほうに近くなります。毎年の収益に対

して課税をして、その残りを企業様方は内部留

保として積み立てていかれるわけですので、現

在のところは国も県も含めて内部留保に多大な

課税をする仕組みにはなっておりませんので、

県税の法人関係の税金と内部留保との相関関係

は、そこまでは強くないというふうに思ってお

ります。

○右松委員 わかりました。ありがとうござい

ます。

○髙林危機管理局長 たびたびの訂正で申しわ

けございません。

先ほどの主要施策の成果に関する報告書の72

ページでございます。

一番上の段の、みんなの力で地域を守る地域

防災力向上推進事業につきまして、改善事業と

発言いたしました。改善事業ではなかったので、

訂正をさせていただきます。

○松村主査 ほかに質疑はございませんか。

○緒嶋委員 71ページの広域物資輸送拠点、こ

れは２カ所となっていますが、拠点の数は何カ

所あるんですか。

○髙林危機管理局長 ５カ所でございます。

○緒嶋委員 具体的には。

○髙林危機管理局長 ５カ所でございますが、

都城市におきましては都城トラック団地協同組

合、高千穂町におきましては高千穂家畜市場、

宮崎市におきましては九州西濃運輸宮崎支店、

それと日向市で宮崎経済連椎茸流通センター、

日南市で南郷くろしおドーム、この５カ所でご

ざいます。

○緒嶋委員 この２カ所は、テントとか書いて

ありますが、具体的にかなり拠点の整備は進ん

でおるわけですかね。

○髙林危機管理局長 これについては、国から

輸送されてきます支援物資を受け入れて仕分け、

市町村物資集積場所へ輸送するための物資の集

積場所として、整備はされているところでござ

います。

○緒嶋委員 具体的な整備はされておるわけで

すね。私は本当に整備されているのかと。私は

高千穂ですが、高千穂の家畜市場やらを見ると

そういうものが余り目につかんわけですけれど

も、もう整備されておるわけですね。

○髙林危機管理局長 例えば、高千穂町の高千

穂家畜市場につきましては、それぞれ物資、資

機材のほうも整備されておりまして、28年度で

したら、投光機の整備であるとか、大型テント

の整備、こういったものを整備をしているとこ

ろでございます。

○緒嶋委員 これの管理はどなたがされるわけ

ですか。

○髙林危機管理局長 通常時については、それ

ぞれの所有者のほうが管理することになってお

ります。

○緒嶋委員 家畜市場の場合は、家畜市場が管

理するということになるわけですか。

○髙林危機管理局長 そういった資機材等につ

きましては、保管をしていただいて、定期的な

点検は県のほうでしているところでございます。

○緒嶋委員 わかりました。ちょっとまた調べ
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てみます。

それと、意見書の中にある県税の未済額であ

りますが、これは市町村との連携を密にして効

果的な徴収対策を講じることと記載してあるわ

けですが、具体的にそのあたりはどういうふう

に考えておられるわけですか。

○棧税務課長 先ほども御説明をいたしました

が、現在、市町村と併任人事交流というものに

も取り組んでおりまして、29年度でいきます

と、23の市町村と122名ほどの交流を行わせてい

ただいております。

また、徴収引き継ぎにつきましては、29年度

では16の市町村から337件、税額にしまして5,100

万余の税額を引き継いで、2,700万余の徴収をさ

せていただきました。徴収率にしますと52.9％

ほどになります。あと、特別徴収の推進という

のも21年度から取り組んできておりまして、29

年度では当初の課税ベースですと、78.9％ほど

が特別徴収で徴収しております。決算ベースに

なりますと、76.8％というふうに若干率は落ち

ますが、当初目標にしておりました75％を超え

る割合で、特別徴収をさせていただいておりま

す。

また、今後につきましては、現在取り組んで

おりますのが、県も当然なんですが、市町村同

士で人事交流というか、協同していただきまし

て、徴収を協同的にやっていただく仕組みとい

うか、そういうものをつくろうということで、

一生懸命やらせていただいております。県内で

いきますと、児湯地区と西諸地区、それと委員

の西臼杵地区で今そういう動きで、実際協同的

に徴収活動をさせていただいているところでご

ざいます。

○緒嶋委員 具体的に人事交流というのは、ど

ういう形でやられるわけですか。

○棧税務課長 その多くが、県税事務所の職員

が市町村の職員としての任命を受けて、協同で

徴収活動にあたったり、もしくは指導、助言を

させていただくようなことを主にやらせていた

だいております。

○緒嶋委員 人事交流について、県職の人がそ

の市町村と完全に交流するとかいうことじゃな

くね。

○棧税務課長 交流というか、協同して困難事

案にあたっていくというイメージを持っていた

だいたほうがよかろうかと思います。

○緒嶋委員 交流とあるから、完全に立場をか

えてやられるのかと思ったけど、そういうこと

じゃないわけね。

○棧税務課長 はい。

○緒嶋委員 それと、不納欠損の根拠というか。

今度の場合は、どういうことで不納欠損になっ

たか、その理由ですね。

○棧税務課長 不納欠損につきましては、29年

度におきましては全体で１万5,660件ほどござい

ます。税額にしまして、１億8,000万円ほどあり

ます。そのうち、１万5,192件、88.6％は個人県

民税を市町村の方が不納欠損を行ったものでご

ざいます。不納欠損の理由でございますが、市

町村ごとにいろいろあろうかと思いますが、一

般的な話でお話をさせていただきますと、まず

徴収困難─納めていただくのが困難というこ

とが判明した場合、徴収の執行停止をさせてい

ただきます。執行停止をした後に、一定期間を

経過しますともうこれは完全に徴収できないと。

調査を続けながら様子を見守っていって、執行

停止期間を３年間経過した段階で不納欠損をや

るのがほとんどでございます。

あと、特に法人等でございますけれども、既

に破産されて整理までされた、法人も既になく
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なったというものがございまして、それは即時

欠損ということで、それが判明した段階で即欠

損とすることもございます。

県税ですと、468件、2,000万ほど不納欠損を29

年度はさせていただいておりますが、その73％

が先ほど言いました執行停止期間を過ぎたもの、

残りの8.5％ほどが即欠損でございまして、執行

期間中に時効が完成したもの等が18.5％という

ことになっております。

○緒嶋委員 不納欠損は、やむを得ずするわけ

ですけれども、平等性ということからは実際問

題があるわけです。倒産でやむを得んという、

結果はそうですけれども、県以上に市町村のほ

うが悩ましいのかもしれません。

いろいろな意味で、隣の人とのバランスを考

えても、何であそこが不納欠損で税を納めんで

いいのかというような感じが出てくるところも

あるわけです。そうでありますので、これはで

きるだけ不納欠損にならんように、徴収するの

が大前提でなければならんわけですので。

市町村ともそういう意味で連携をいかに高め

ていくか、深めていくかというか、そういうも

のが出てこんとなかなか難しいのかなと思うわ

けで。

これは、やむを得ずということでありますが、

本当は、税の平等性からいったら絶対こういう

ことがあってはいかんわけです。しかし、これ

はやむを得ずやるわけですから、法的に間違い

ではないわけだから、それはそれで仕方がない

と思うけれど、その点は市町村との連携を十分

やってほしいなということは強く要望しておき

ます。

○棧税務課長 今、委員御指摘のとおり、不納

欠損につきましてはやむを得ずやっているもの

でございまして、あくまでも課税の公平性と徴

収についても公平というのを心しながら、丁寧

に対応し、執行に努めてまいりたいと思います。

○緒嶋委員 また元に戻るんですが、災害対策

のときの衛星携帯電話の整備は市町村との連携

がうまくいかないといかんわけですが、各市町

村はそれなりに完備しておるわけですか。

○髙林危機管理局長 衛星携帯につきまして

は、29年度で10台購入しておりまして、委員御

指摘のとおり、通常の携帯電話とかで連絡がつ

かない場合に衛星携帯でしたらどこの場所でも

通じるということで整備しているところでござ

います。

衛星携帯電話につきましては、県は県で購入

して、市町村のほうも整備しているところなん

ですが、ただいまのところ、26市町村中、17市

町村が所有しているということでございます。

○緒嶋委員 県が持っていても相手が持たなけ

れば話にならんわけですよね。

それから、それぞれ26市町村が、数はいろい

ろあるだろうけれど、完備させなければ、有機

的なというか、合理的な通信はできないという

ことになるんじゃないですか。

○髙林危機管理局長 まだ所有していないとこ

ろについては、必要性について話をしていきた

いと思っております。

○緒嶋委員 当然、必要性はあるわけだから、

できるだけ早くせんと、将来、南海トラフとか、

いろいろな危機が。特に中山間地の奥のほうに

なると、携帯なんかも、天気の悪いときなどは

なかなか難しい場所があると思うんです。

だから、ぜひ各市町村、台数は別にして、完

備させないと、私は南海トラフとか水害とか台

風対策においても十分とは言えんのじゃないか

なという気がするんです。

○髙林危機管理局長 まだ未所有のところにつ
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いては、減災力強化事業とかで購入できる制度

もございますので、購入の働きかけをしてまい

りたいと考えております。

○緒嶋委員 そういう整備がおくれていない市

町村はどうですか。中山間地のほうが逆に多い

んじゃないかと思ったんですけれど、どうです

か。

○髙林危機管理局長 一概に中山間地域ではな

く、いろんなところに分散しているところでご

ざいます。

○緒嶋委員 いずれにしても、整備が進むとい

うことが防災対策の上で一番重要なことだから、

いろいろな意味で通信が途絶えたら何も対策が

立てられんわけです。そういう意味では、ぜひ

早く、何年度とか言わずに早く整備が全市町村

で終わるように、当然、危機管理の立場から強

く首長さんたちにもお願いして整備を進めるべ

きじゃないですか。それは積極的にやっておら

れるんですか。

○髙林危機管理局長 危機管理のほうでは、予

算関係やいろんな面で早く整備していただくよ

うにお願いしているところですが、特に今回の

台風でもいろんなところで水害とかがございま

したので、これにつきましては早急に整備する

ように働きかけていきたいと考えております。

○緒嶋委員 頑張ってください。

○松村主査 ほかに質疑はございませんか。

○井本委員 28ページの防災費の委託料の残っ

た中身は何だったんですか。もう一回、詳しく。

○髙林危機管理局長 28ページの委託料の中身

でございますが、これにつきましては、啓発の

ために５月に防災の日フェアをやっておりまし

たり、あと、いろんな災害への備えの啓発、も

しくは、例えば地震対策であるとか、いろんな

啓発の資料関係の委託事業であるとか、硫黄山

における火山ガスの測定委託においての入札残

とか、そういったもろもろの執行残がまとめて

この金額になっているところでございます。

○井本委員 こんな委託するぐらいがそんなに

難しいの。えらい残っとるな。

○髙林危機管理局長 これにつきましては、大

分残っているのが防災の日フェアとか、いろん

な啓発業務委託料、これについて200万ほど入札

によって執行残が出ているところでございます

し、あと、もろもろのそういった委託料関係が

集まりまして。

○井本委員 そのもろもろがわからない。その

委託をするのは、そんな難しいもんね。そんな、

執行残、執行残といって。あんたのところは、

今、大切な部署なんだから、執行残を余り残す

のは本当いかんよ。

○髙林危機管理局長 あとは、大きいものとし

て硫黄山の火山ガス測定については自動測定機

を設置しているところなんですが、追加測定の

回数が見込みよりちょっと少なかったというも

のもございます。

○井本委員 わかりました。一つ、できるだけ、

一番大切なところだから、頑張ってお願いしま

す。

それから、税の徴収の件なんだけれど、民間

に委託してやっているような地方自治体なんか

はあるの、ないの。

○棧税務課長 税の徴収につきましては、さす

がにこれは権力的な面がかなりありますので、

要はコールセンターとかで納めてくださいとい

うお願いをする活動を民間に委託している例は、

県外にも県内にもございますが、※徴収そのもの

を民間に委託するということはどちらの自治体

もやっていないというふうに思っております。

※次ページに訂正発言あり
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○井本委員 わかりました。もう一つ、みやざ

き円陣（Ｅｎｇｉｎｅ）プロジェクトはなかな

かおもしろい企画だと思うんだけれど、目的は

単に交流するだけなのですか。

○日高市町村課長 交流といいますか、県と市

町村が連携を図っていく、あるいは、市町村同

士の連携を図っていく上で、地域の課題ですと

か問題意識ですとか、そういったものを共有し

て、同じ認識のもとにいろんな施策の展開なり

を図っていく必要があると。

そういったことを進めていく機会としてこう

いったものをやっていくわけですけれども、こ

の中で、例えば県に対する要望などがありまし

たならば、短期的にできるもの、中長期的にか

かるもの、そういったもので各担当部署のほう

へ情報をフィードバックして、翌年度以降、ま

た施策に生かせるものは生かしていくと。そう

いったことで進めているところであります。

○棧税務課長 済みません。先ほどの徴収の委

託の件でございますが、私、滞納の件が頭にあっ

たもんですから、今のような説明をさせていた

だきましたが、通常、普通に納期以内に納めて

いただくものにつきましては、私どものほうで

は、自動車税をカードを使って納めていただけ

るような仕組みであるとかを整えておりまして、

そういうものにつきましては民間に徴収委託を

している形にはなります。

○井本委員 確かに市町村と話すときにいろん

な問題が共有できるのはいいんだけれど、これ

で終わりとするともったいないような気がする

もんだから、後のフォローというか、そういう

ものは何もしていないわけですか。

○日高市町村課長 こういった場で出てまいり

ました市町村の意見につきましては、毎年度、

担当部署のほうに市町村課から必ず伝えまして、

それに対して、今どのような体制にあるのか、

どういったことができる考えなのか、そういっ

たものについてはこちらのほうで取りまとめを

して、翌年以降の同じような機会のときに、前

回出てきた話題については、今こういった取り

組み状況ですといったようなことを、また市町

村に対して御説明していると、そういう状況で

あります。

○井本委員 それを一つのプラットフォームみ

たいな感じにすると、もう一つ、いいもんがで

きそうな気がするんだけれど、そういう取り組

みというのは全くないわけだね。

○日高市町村課長 例えば、首長同士でお話し

するとなりますと、例えば人口減少対策ですと

か担い手不足対策ですとか、なかなか一朝一夕

にその場で１時間２時間話して何かが出てくる

といったようなところがなかなか難しいような

テーマが多くなっております。

そのような中でも、県の補助金の運用の緩和

ですとか、そういう短期的にできるようなもの

は取り組んでおりますし、例えば平成28年度の

首長さんとの円卓トークの中では、東臼杵地区

で、毎年、林業の振興が話題になりますが、28

年度のときに、環境森林部で行っている林業青

年アカデミーの事業継続、そして、なろうこと

なら林業大学校をぜひ設置してもらいたいと、

そういったお話がそこで出てきたところです。

もちろんこの場で出てきたからこういう流れ

ができたわけじゃないでしょうけれども、いろ

んな積み重ねの中で、県としては、平成29年度

にいわゆる林業大学校の設置といったようなこ

とを、こういうふうにして、林業青年アカデミ

ーを継続、さらに拡充・発展させていこうと。

そういうことで、いわゆる林業大学校の設置と

いうようなものを打ち出していったと。
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何年かかかって、そういったものに成果が結

びついていくと。そういったようなケースは実

際にあっているところであります。

○井本委員 首長との話はわかるんだけれど、

市町村職員との意見交換とあるでしょう。この

辺に期待するわけです。もうちょっと、せっか

く若い職員と話して、何かいいアイデアやら、

あるいは、いい取り組みなんかが出てくるんじゃ

ないのか。こういう後のアンケートとか、そん

なのはとっているの。

○日高市町村課長 おっしゃるように、市町村

の若い人たちと知事とが意見交換をする、こち

らはそういう機会でありまして、私どもの深い

ところでの狙いとしては、市町村職員の資質の

向上─いろんな企画力ですとかプレゼンの能

力ですとか、自分が考えていることを伝えてい

くような、そういう姿勢みたいなものの育成。

人材育成的な意味を込めて行っておるところで

あります。

ただ、実際に集まってこられる職員一人一人

は物事の決定権とかそういうものを持っている

わけではありませんので、そこで知事から助言

なり考えを伝えた上で、引き続きそれぞれの団

体の中で企画立案あるいは進めていってもらう。

そういうふうな流れが想定されるところであり

ます。

一人一人から、いわゆるペーパーでアンケー

ト的なものはいただいていないところですけれ

ども、こういう会の後には、いわゆる懇親会と

いう機会を設けまして、場所を別に移して、そ

の地域地域のおいしいものを介しながら意見交

換を改めて行うといった試みを行っているとこ

ろであります。

○井本委員 私が思うのと少し違うんだけれど、

もうちょっといいもんが若い人たちとなら生ま

れそうな感じがするんだけれど。その集まった

人たちをもう一回別に集めてやってみたら何か

生まれるんじゃないのかなという気がするんだ

けれど。せっかく知事と話したのを刺激剤にし

て。

恐らく、大概、これはこれで一回で終わりで

しょう。一遍話し合って知事から刺激を受けた

若い人たちがまたもう一回集まる機会か何かを

設けてもらって、何らかの新しいものをつくり

出していくきっかけにしてもらうといいかなと

いう感じがするんだけれど、無理かな。

○前屋敷委員 防災のところでお願いします。70

ページの津波避難タワーの整備ですけれど、29

年度に５市町で７基ということですが、具体的

にはどこに設置されたのか。

○髙林危機管理局長 津波避難タワーにつきま

しては、延岡市で１基、日南市で１基、日向市

で２基、高鍋町で２基、新富町で１基について

交付金によって整備を進めているところでござ

います。

○前屋敷委員 結局、今、全体では何基になっ

たんですか。

○髙林危機管理局長 29年度末で、もう完成し

たので申しますと15基でございます。

○前屋敷委員 それと、あわせて71ページの津

波対策推進協議会というのが、県と沿岸の10市

町で開催されて。これは年に１回、もう何年前

からやられているんですか。

○髙林危機管理局長 ちょっと調べます。

○前屋敷委員 共通した課題を抱えての大事な

会議になるので、それぞれの自治体でそれぞれ

いろんな対策をやっていらっしゃるんだろうと

思うんですけれど、共有し合うところも必要で

すので、ぜひ、中身も充実させて、具体的な施

策につながるような方向が必要かなというふう
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に思いました。

続けていいですか。税の徴収の件なんですけ

れど、なかなか滞納があったりとか厳しい状況

も今あるところは報告もいただいたんですが、

徴収の仕方の中で差し押さえの部分があろうか

と思うんです。その状況を教えていただけると。

○棧税務課長 県税の差し押さえにつきまして

は、平成29年度の実績で1,402件。滞納税額でい

いますと１億7,218万円余分の税について差し押

さえを行いました。そのうち換価、取り立てが

できましたのは1,227件で、額としましては6,040

万円余でございます。

差し押さえましたもののうちで多いものは預

金や給与等の債権でございまして、1,285件、税

額にすると１億5,807万円分で、全体の約９割程

度をその分で差し押さえしている状況でござい

ます。

○前屋敷委員 差し押さえということになると、

これまでも言われてきたように、納められるの

に納めていない方であるとか、いわゆる悪質な

方について、言葉が悪いかもしれませんが、そ

ういう強権的な形で税を徴収するということな

んですが、特に給与とかになると生活そのもの

にかかわってくることもあったりするので、家

族も抱えた中でのそういうことですから、そう

いうところは十分考慮した上で執行に至ったん

だろうとは思うんですけれども、その辺のとこ

ろを非常に危惧するところもあるもんですから、

徴収に当たっては、細心の注意も払っていただ

きたいなと思うところです。

○棧税務課長 差し押さえに当たりましては、

十分調査検討の上、行うように指導しておりま

して、特に給与につきましては差し押さえ可能

額というのがございます。先ほど委員御指摘の

ように生活に関連するものでございますので、

生活に必要な額、扶養親族等の数に応じて額は

変動してまいりますが、その分は差し押さえで

きないことになっておりますので、その残りの

部分について差し押さえを実施することになっ

ております。

○前屋敷委員 その辺は、十分、考慮、配慮も

していただきたいと思います。

続けていいですか。委員会資料の２ページの

使用料、手数料のところなんですけれど、看護

大学の法人化に伴って授業料の減ということが

言われていますが、これは法人化になって独自

性が発揮されて授業料を安くした結果なのか、

その辺を教えてください。

○吉村財政課長 看護大学につきましては、法

人化いたしましたので、授業料、あと入学試験

に関する手数料は県が徴収するのではなく、法

人として徴収していただくようになりました結

果、県の使用料、手数料からの歳入は落ちてい

るという状況にございます。

○前屋敷委員 わかりました。

それと、その一段下の運転免許証の更新手数

料の減ですが、これは、今、高齢者の皆さん方

が免許証を返納されることが進んでいる状況な

んですけれど、その関係でしょうか。

○吉村財政課長 済みません、そこまで詳しく

調査しているわけではないんですけれど、運転

免許更新手数料、更新時の講習手数料、いずれ

も減となっておりますので、委員がおっしゃっ

たようなことも一つの要因にはなっているので

はないかとは思います。

○前屋敷委員 それだけではないということで

すね。結構です。

○武田委員 委員会資料の７ページですが、私

は初めてなものですから、わからないところを

聞かせてください。
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貨物割地方消費税がこの中でも一番大きく前

年から減になっているわけですけれど、この貨

物割地方消費税がどういうもので、この減の要

因は何かをまず教えてください。

○棧税務課長 地方消費税につきましては、譲

渡割地方消費税と貨物割地方消費税がございま

す。

まず、譲渡割といいますのは、国内で流通し

たときに、私どもが一般的に消費税として払う

ものをイメージしていただければよろしいかと

思います。一方、貨物割といいますのは、輸入

したものについて、国内で流通するには消費税

がついて回りますので、そのときにかかってく

る消費税でございます。

○武田委員 下がった要因は。

○棧税務課長 これは、予算に対する増減額と

いう欄なんでございますが、要は輸入が見込み

よりも少なかったのがマイナスになっている原

因でございます。

実際の減少としましては、貨物割・譲渡割と

もに昨年度よりは減っておりまして、どちらか

というと貨物割よりも譲渡割の影響のほうが決

算上は大きくはなっておりますので、その原因

は、先ほども若干御説明いたしましたが、納付

額が減ったというよりも、どちらかというと還

付額が1.8倍ほど28年度に比べてふえております

ので、そちらのほうが大きく影響している状況

でございます。

○武田委員 わかりました。

続いて、資料の16ページの訴訟に伴う弁護士

に対する着手金及び謝金ですが、10件となって

おりまして、こういう県の訴訟問題が、私は初

めてですので、例年、どれくらいあって、昨年

が10件なのかというのと、どんな内容の訴訟が

あったのか、教えていただけるとありがたいの

ですが。

○吉村財政課長 県がかかわった訴訟件数につ

いては把握しておりませんので、主に、今回、

予備費から払いました内容について申しますと、

例えば御存じかと思いますが、高校の暴力事件

に関しまして被害者のほうから弁護士を通して

訴訟の訴えをされて、それに対して県も弁護士

を立てて訴訟に臨んだというようなケースとか、

あと青島参道にお土産屋さんがあるんですけれ

ど、そこの土地の賃貸借権に関します訴訟、そ

ういうようなものが上がっております。

○武田委員 ありがとうございます。

それと、主要施策に関する報告書の中の73ペ

ージの自主防災組織活動カバー率なんですが、26

年、27年、28年、29年と目標値の85％に近づい

ていていいことだと思うんですけれど、27年、28

年が下がっている。年々少しずつ上がっている

という感覚だったんですが、途中で下がったと

いうのはどういう要因があったんでしょうか。

○髙林危機管理局長 ちょっと調べさせてもら

います。手元に資料がありませんので、済みま

せん。

○武田委員 大体、同じようなところで推移し

ているんですけれど、82.7、82.3、80.0から83.9

で、29年度は上がっているので、途中、防災組

織のカバー率はどういうふうになっているのか

なと思ったので、後でも結構です、教えてくだ

さい。

それと、76ページの人口1,000人当たりの消防

団員数ですが、これは1,000人当たりですの

で、13.5％という目標に対してほぼ維持されて

いる状況ですけれども、実際は人口減の中で消

防団員数も減少していると。

特に串間市あたりの高齢化率の高いところに

なると消防団員自体の年齢も上がっていき、昔
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は農家であるとか個人事業主の方々がそれぞれ

地元にいらっしゃった状況なんですが、お店も

ほとんどなくなり、若い方は勤めに出ていらっ

しゃって、昼間の消火活動であるとか高齢化に

伴うものもあって、今後、県としては市町村と

話をされながら今までどおりのやり方で行くの

か。

再編を含めた形で実際に来られる方々を中心

にもう少し、ボランティアですので、報酬とい

う形も。今までの考えではボランティアだとい

う意識の中だったと思うんですが、これからは、

ずっと私たちも串間市の中で話しているのが、

もうちょっと報酬を上げて、毎月毎月というか、

訓練もやって、ある程度、本当にそのときに来

れる方々を中心に消防団組織を編成したほうが

いいんじゃないかという話もあるんです。そこ

らあたりはこれからどのような方向性なんで

しょうか。

○室屋消防保安課長 御指摘のとおり、消防団

員数は年々減少しております。昨年は前年比155

人の減ということでございまして、1,000人当た

りの人数については13.5人ということで維持は

できておるんですけれども、御指摘のとおり実

際の人数は減っている状況にございます。

県といたしましては、これまでやってきた施

策については継続していきながら、消防団ＯＢ

によります機能別消防団の編成でありますとか、

女性と学生についてはふえておりますので、女

性や学生、若者に入っていただくような施策と

して、今後、いろんな施策、例えば女性消防団

の活性化を実施しますとか消防団の活動の紹介、

啓発、装備の充実等につきまして取り組んでま

いりたいと考えております。

○武田委員 ありがとうございます。串間市の

場合も女性消防団はふえてはいるんですが、学

生団員というと、短大とか大学があるところは

いいでしょうけれど、年齢制限もあるでしょう

から高校生をそういう場に持っていくわけには

なかなかいかないでしょう。今後、ますます人

口減少になかなか歯どめがかからない状況でど

うやって、宮崎県であったり、市町村を維持し

ていく中で、消防団員が地域に根差すというか。

今、市木の移住者の方が消防団に入られたりと

かしている状況があるので、新しい形を模索し、

市町村と相談されながら行っていただきたいと

思いますので、よろしくお願いしておきます。

○井本委員 ちょっと関連して。消防団の人に

対して私たちはもうちょっと感謝しなきゃいか

んと思うんです。自衛隊の人たちがああやって

東日本大震災のときに出て行って、初めて自衛

隊の人はこちらでこんなにやっているんだと

思って、それこそ全然意識が変わりましたけれ

ど。

市民が本当に消防団の人たちに感謝している

ということを何らかの形であらわすような機会

を、県のほうでもいいから、もちろん市町村に

やってもらえばいいんだけれども、何かそうい

うものをもっと私はやるべきじゃないのかなと

いう気がするんですけれど、どう思いますか。

○室屋消防保安課長 委員御指摘のとおり、消

防団の活動内容ですとか「こういう活動をして

います。入ってください」というようなＰＲ活

動は積極的に実施しておりまして、ＣＭ等も打っ

ているところでございます。

消防団員に対する感謝という点につきまして

どのような施策ができるか、今後、検討してま

いりたいと思います。

○井本委員 ぜひとも考えてください。お願い

します。

○前屋敷委員 消防団の方たちの出動手当とい
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うのがあるんですけれど、あれは県からの助成

だとかそういうものはないんですか。

○室屋消防保安課長 これは市町村の支出にな

りまして、交付税で手当がされております。

○前屋敷委員 じゃあ、県は全く関与していな

いということですね。

○室屋消防保安課長 県といたしましては、消

防団の装備関係の補助等が中心となります。

○緒嶋委員 消防団の報酬は市町村で差がある

わけですよね。これは市町村で差がないほうが

私はいいと思うんです。これについては、県の

消防連絡の団長さんたちの会やらいろいろある

わけですが、これが交付税で認められておると

いうことならば、平等で差がなくてもいいと思

うけれど、交付税との絡みはどうなるわけです

か。

○室屋消防保安課長 まさに御指摘のとおりで

ございまして、26市町村ございますけれども、

団員の報酬が一番少ないところで年間２万7,000

円、一番高いところで６万円という開きがあり

ます。

これにつきましては、地方交付税の単価が３

万6,500円でありますので、そこを割り込んでお

る市町村が16あるという状況でございまして、

さまざまな会合でこれについては是正していた

だきたいということで協力の要請をしておりま

すが、これは、市町村の条例で決まっておりま

すので、その条例を改正していただくことの働

きかけをしているところです。

昨年度から本年度にかけまして、３町におい

て、増額がなされたという報告を受けておりま

す。

○緒嶋委員 これは、市町村の首長さんたちの

姿勢にもよると思うんですけれど、言われたと

おり、消防団員に感謝の気持ちがあれば、報酬

は、当然、ある程度、県も何とか団員の立場を

考えて。

これは、ボランティアでも、家庭を犠牲にし、

家族を犠牲にして、私も消防団に21年入ってい

たけれど、本当みんなの協力がないとできんわ

けです。その中で報酬を上げたからどうこうと

いうことじゃないかもしれんけれど、感謝の気

持ちがあれば、それは報酬であらわさんと。感

謝の気持ちは「口で言うだけが感謝です」では

ないと。

私は、そういう立場の人たちの出動手当とか

を含めて、ある程度、できるだけ県下統一的な。

それは財政力によってとかいろいろあるだろう

けれど、少なくとも倍ぐらいの格差があること

自体が私は問題じゃないかなと。

これは、県が積極的に、首長さんたちに対す

る関係を密にして、できるだけ「あなたのとこ

ろは報酬が最低ですよ」とはっきり言ったほう

がいいんじゃないですか。首長さんは隣の市町

村がどれだけというのがわからないんじゃない

かな。そのあたりはどうですか。これは危機管

理統括監が頑張らないといかんのじゃないかな。

○田中危機管理統括監 私も消防団の活躍は本

当にありがたく思っております。今回の台風災

害でも献身的に御努力いただいておるところで

ありまして、いろんな意味で感謝を示していか

なければならないと思っております。

その中で、報酬の問題ですが、これは、先ほ

ど御説明しましたけれども、交付税で措置され

ているとはいえ、各市町村で条例で定められて

おります。格差があるというのは、現実、そう

なっております。

ただ、この格差というのは、市町村長さんに、

こんなふうに差があることはちゃんとお示しし

て、できるだけ平等になるようにしていただけ
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ればと思っています。これからも機会あるごと

にお話ししていきたいと思っております。

○緒嶋委員 ぜひお願いします。

それと、ことしは操法のポンプ車が出動する

全国大会が富山であるわけです。今までは東京

とか横浜だったのが今度は富山。そうすると、

高千穂の自動車ポンプが優勝したりしたときは、

行くために、600万か700万、町は補正予算を組

まないといかんわけです。その財源は町が見な

いといかんわけ。

県は、これについては、県代表で行くから、

ある程度、全額見てもいいと思うけれど、その

あたりは財政課長がおるから何も言えんとかな。

○室屋消防保安課長 市町村にお支払いいただ

いておりますけれども、県としての補助金とか

は購入物品等にしかございませんで、旅費等に

ついては出せない状況でございます。

それと、特別交付税で措置されるということ

でございますので、それで対応できるようです。

○緒嶋委員 その特別交付税は市町村課になる

のかな、そこあたりは間違いないわけかな。全

額、交付税で見られるわけ。

○日高市町村課長 ただいま私の頭の中に制度

自体全て詳細まで入っているわけではありませ

んけれども、特別交付金の中に消防操法大会と

いうふうな項目は実際にあります。措置率何％

か、100％というのはまず余りないと思っており

ますけれども、今そういう資料を手元に持って

いないものですから御容赦いただければと思い

ます。

○緒嶋委員 これは２年交代で、消防車と小型

ポンプが２年に１回あるわけです。そういうこ

とで、行かれる人は半年以上も訓練して県大会

で優勝して行くという、その努力だけでも大し

たものなんです。

それから、これは交付税で100％見るように

─交付税で見らんところは県で差額を補助す

るぐらいの制度をやっていいと思うけれど、ど

うですか。

○畑山総務部長 国のほうでも、まさしく特別

交付税ということで、その時その時の状況でそ

れに該当する市町村に一定の手当をするという

ようなところで消防操法大会の項目があるとこ

ろでございます。市町村のほうがそこはメイン

で、バックアップするところに特別交付税で支

援していくということでございますので、基本

は市町村の中でしっかりとしていただいて、特

別交付税もつけていくということです。

先ほど市町村課長も申し上げましたけれども、

国なり県のほうで100％全部措置するのはなかな

か難しいところもございますので、市町村、そ

れからそれぞれの地域の方々が熱い志を持って

送り出すところも含めて、地域全体で、また国

も含めてバックアップを全体としてしていけれ

ばと思っております。今後、消防団の活動支援

について、きょういろいろお話しいただいたと

ころも含めて市町村長とも密に連絡をとって高

めていければと思っております。

○緒嶋委員 ことしは、特別交付税も、北海道

の地震とか西日本水害でいろいろあるから、特

交そのものの配分が宮崎県に余りないんじゃな

いかなと。その心配はないですか。

○日高市町村課長 特別交付税については、ど

ういったものに、どのような特殊事情に対して

幾らの負担がかかったと。こういったものにつ

いては、これからまた国のほうにも報告して査

定が行われて配分が行われることになりますが、

おっしゃるとおり各地で相当大きな災害も発生

しておりますので、そういった部分に当然それ

なりの部分が割かれざるを得ないと。
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これは、総務省のほうも事務的にはそういう

ふうなことをおっしゃっておりますので、そう

いう中で宮崎県の事情をできる限り詳細にアピ

ールしてまいりたいとは思っております。

○緒嶋委員 これは、全国の大会に出るんだか

ら、宮崎県だけ優遇するということは考えられ

ない。ある程度、県が─それはどこが出るか

はわからんわけだが、２年に１回はそういう財

政的な支援をやるという姿勢をもうちょっと強

めるべきじゃないかなと。県の代表として行く

わけだから。それと、特交を当てにしとったら、

これは50％も来ないかもしれん。

○田中危機管理統括監 今回の操法大会に関し

て直接的に手当をするのはなかなか難しいとこ

ろでありますけれども、今後、いろんな意味で、

資機材の整備とかそういったのも含めて支援し

ていきたいと思っております。

○右松委員 関連です。私は現役の消防団員で

ございますので、１点だけお願いといいましょ

うか、ゼロ予算でできるお願いなんですけれど

も、私は中央分団に所属している中で、高齢化

と、それから人数が減っていっています。なか

なか新しい人が入ってこない状況で、先ほど武

田委員が言われたように、名簿上の数と、それ

から実働の数には実はかなり乖離があります。

私たちは、今年度からかなり厳しくそこを見

ていこうと、実際に動ける人の数をしっかり出

していこうという話になっていますので、今後、

どういうふうな形で人数を把握していかれるの

かわかりませんけれども、実働でしっかり動く、

幽霊部員という言い方は変かもしれませんけれ

ども、名簿上だけじゃなくて実際に動ける人を

しっかりと把握してもらいたいということ。

それから、団員確保については、私たちの今

のやり方としては、自分たちがつてで、一人一

人、一本釣りといいましょうか、そういう形で

やっています。それから、宮崎市は、入札に関

して、その会社の中で一人でも二人でもふやし

ていければ点数が付与されるとかそういう制度

もありますけれど、なかなか現実は難しいと。

そういった中で、これは市町村にぜひお願い

したいんですが、自治会との連携といいましょ

うか、自治会は自治会で自主防災組織をしっか

り整備していかなければなりませんけれども、

そこですごい力になれるのは消防団でございま

す。

そういった意味では、今回、先ほど統括監が

言われたように、台風で車庫待機があって、実

際に地域巡回をしていく、場合によっては冠水

したところをしっかり見回っていくという作業

をしていますので、ぜひともこういう活動をし

ているということを、先ほどの井本委員のよう

にイメージ向上として自治会からそういった情

報をおろしていってもらうとか。ペーパー代は

かかるかもしれませんけれども、自治会での理

解の差にものすごく乖離がありますので。消防

団に、献金といいましょうか、助成金を出して

いるところもあれば、消防団に対して、ある意

味、ちょっと偏見的な見方をしているところも

ありますので、自治会を通してそういった実際

の消防団活動の生の実情をおろしてもらうとよ

りいいのかなと思っていますので、市町村にそ

れを伝えてもらうといいかなと思っています。

お願いします。

○田中危機管理統括監 今、右松委員からいた

だきましたけれども、本当に消防団の方々は自

分の家族も顧みずに危険な中で、いざというと

きに活動していただいております。まだまだこ

れに対する評価がなかなか一般的には低いとこ

ろがありまして、もっともっと頑張っている姿
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を我々としてもＰＲしていかなければならない

と思っております。

また、おっしゃったように、自治会との連携、

こういったものも、今後、市町村と連携しなが

らもっともっと働きかけていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

○緒嶋委員 高千穂町、西臼杵なんかは、町役

場の採用面接で、消防団に入りますかというこ

とを言って、入らないということであれば、そ

れで２次試験はだめというぐらいにはっきりし

ている。結果として、そういう面接のときに入

りますとみんな言うわけです。それで、ほとん

ど入っている。それは、当然、約束事になるか

ら。

それから、県職員でも消防団員に入っている

人もおるけれど、これは実数はわかっておりま

すか。消防団員に県職員で何人が入っているの

か。

○田中危機管理統括監 昨年の４月１日現在で

すけれども、43名となっております。

○緒嶋委員 条件が整うというか、その人の自

主的な判断というか、気持ちで入られるわけだ

けれど、これは県職員でも市町村職員でも地域

に貢献するという気持ちは当然必要なわけだか

ら、可能な限りその地域に、特に西臼杵の場合

は西臼杵支庁の方で入っている人もおるわけで

す。そういうことができる人は、県職員であろ

うとも県民であるわけだから、全体的な奉仕の

気持ちは必要だと思っている。

そういう意味で、今後、県職員も今から若い

人が採用されたときにそういう思いを。強制で

はなくても、消防団員に入りますという気持ち

を起こさせることも必要じゃないかなと思うん

です。

そういうことで、県民全体で県全体を守ると

いう気持ちの中での消防精神というか、それを

醸成することが大変重要だと思っているんです。

そのあたりの努力も、当然、危機管理局はやる

べきと思っているんですが、どうですか。総務

部長の所管にもなるかなと思うんですけれど。

○田中危機管理統括監 消防団員の確保は本県

だけじゃなくて、全国的に大変苦労していると

ころであります。

今後、いろんな手だてで消防団員の確保を図っ

ていきたいと思っておりますけれども、県職員

に対しましても庁内でいろんなＰＲをして、消

防団員の活躍についてお知らせして自主的に

入っていただくような取り組みも必要かなと

思っております。今後、いろんな方策を考えて

いきたいと思っております。

○髙林危機管理局長 先ほど御質問のあった件

について回答したいと思います。

まず、前屋敷委員のほうから、宮崎県津波対

策推進協議会の発足がいつからかという御質問

がございましたが、平成24年12月20日でござい

ます。

続きまして、武田委員からの、平成27、28年

で自主防災組織のカバー率が低下している件で

ございます。自主防災組織のカバー率は自主防

災組織が組織されている地域の世帯数を管内の

世帯数で割ったものでございますけれども、27

と28は、組織されている地域の世帯数は増加し

ております。

一方で、管内の世帯数も増加している関係で、

分母のほうも大きくなっているもんですから、

一時的に低下しているのが原因でございます。

それと、もう一つは緒嶋委員からお話のあり

ました衛星携帯電話の件でございますが、例え

ば県と市町村の庁舎間につきましては、ＮＴＴ

などの電話がもし使えなくなったときでも防災
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行政無線が使用できる状況でございますので、

これは補足だけさせていただきます。

○松村主査 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それでは、以上をもって総務部を

終了いたします。執行部の皆様、お疲れさまで

した。

暫時休憩いたします。

午後３時29分休憩

午後３時46分再開

○松村主査 分科会を再開いたします。

それでは、あしたの分科会は午前10時に再開

し、総合政策部の審査から行うことといたしま

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 何もないようですので、以上をもっ

て本日の分科会を終了いたします。

午後３時46分散会
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午前10時０分再開

出席委員（７人）

主 査 松 村 悟 郎

副 主 査 田 口 雄 二

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 右 松 隆 央

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 武 田 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

総合政策部

総 合 政 策 部 長 日 隈 俊 郎

総合政策部次長
松 浦 直 康

（政策推進担当）

総合政策部次長
鶴 田 安 彦

（県民生活担当）

総 合 政 策 課 長 重黒木 清

部参事兼秘書広報課長 横 山 浩 文

広 報 戦 略 室 長 渡久山 武 志

統計調査課長補佐 松 下 直 樹

総 合 交 通 課 長 小 倉 佳 彦

中山間･地域政策課長 日 髙 正 勝

産 業 政 策 課 長 米 良 勝 也

生 活 ・ 協 働 ・
小 川 雅 彦

男 女 参 画 課 長

交通･地域安全対策監 最上川 周 一

みやざき文化振興課長 川 口 泰 夫

記紀編さん記念事業
坂 元 修 一

推 進 室 長

人権同和対策課長 磯 崎 史 郎

情 報 政 策 課 長 斎 藤 孝 二

国 体 準 備 課 長 岩 切 喜 郎

会計管理局

会 計 管 理 者 福 嶋 幸 徳

会計管理局次長 大田原 節 郎

会 計 課 長 福 嶋 正 一

物品管理調達課長 川 上 清

人事委員会事務局

事 務 局 長 原 田 幸 二

総 務 課 長 佐 野 由 藏

職 員 課 長 原 拓 実

監査事務局

事 務 局 長 郡 司 宗 則

監 査 第 一 課 長 和 田 括 伸

監 査 第 二 課 長 松 原 哲 也

議会事務局

事 務 局 長 片 寄 元 道

事 務 局 次 長 上 山 伸 二

総 務 課 長 谷 口 浩太郎

議 事 課 長 齊 藤 安 彦

政 策 調 査 課 長 日 髙 民 子

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 弓 削 知 宏

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○松村主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成29年度決算について、部長の

概要説明を求めます。

○日隈総合政策部長 おはようございます。本

日は、総合政策部の決算について審査をどうぞ

平成30年10月３日(水)
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よろしくお願いいたします。座って説明いたし

ます。

それでは、平成29年度の決算につきまして、

お手元の決算特別委員会資料に基づきまして御

説明させていただきます。

委員会資料を２枚めくっていただきまして、

１ページをお開きください。

これは、県総合計画未来みやざき創造プラン

のうち、総合政策部に関連します主要施策につ

いて、体系表にしたものでございます。この体

系表に基づきまして、まず、御説明させていた

だきたいと思います。

左側の施策の柱ごとに概要を御説明していき

たいと思います。

まず、人づくりの分野でございますけれども、

右のほうに行きまして、魅力ある教育を支える

体制や環境の整備・充実の項目でございます。

宮崎で学び、宮崎で働き、世界へ挑戦するひ

とづくり事業により、産業人財育成プラットフォ

ームを基盤としたインターンシップの実施やグ

ローバル産業人財の育成に取り組みました。

そのほか、昨年末には、産業人財育成・確保

のための取り組み指針を策定いたしまして、産

学金労官が一体となりまして、宮崎の将来を担

う産業人財の確保に努めているところでありま

す。

次に、文化の振興でございますが、宮崎国際

音楽祭や若山牧水賞など、多くの県民がさまざ

まな文化に親しむことのできる環境の整備に努

めましたほか、2020年に本県で開催されます国

民文化祭に向け、大会基本構想の策定やロゴマ

ークの公募など、開催準備を進めたところであ

ります。

また、川崎市との連携協定によりまして、音

楽文化を通じた交流拡大を図りました。

次に、スポーツの振興であります。

2026年に本県で開催いたします第81回国民体

育大会の諸準備に万全を期すため、宮崎県準備

委員会を設立しまして、総会等を開催し、市町

村、競技団体等とのヒアリングや意見交換等を

実施いたしました。

常任委員会でも御説明いたしましたように、

昨年度、県有主要体育施設につきまして、各施

設の基本計画の策定を開始し、取り組んできた

ところであります。

次に、男女共同参画社会の推進であります。

男女共同参画センターにおきまして、各種講

座の開催や、女性の多様な働き方に向けた講演

会等を実施したところでございます。

次に、ＮＰＯや企業、ボランティア等多様な

主体による社会貢献活動の促進であります。

ＮＰＯ、企業、県など、多様な主体が協働し

て行う提案公募型事業や、みやざきＮＰＯ・協

働支援センターにおいて、相談や研修等を実施

するなど、ＮＰＯ活動や協働の促進を図ってま

いりました。

次の人権意識の高揚と差別意識の解消の項目

でございますが、県民や企業、団体等を対象と

した研修会の開催、あるいは大学やＮＰＯ、企

業等と連携した人権啓発に取り組むなど、さま

ざまな人権問題に関する啓発事業等を実施いた

しまして、人権意識の高揚を図ったところであ

ります。

次に、分野の２つ目になりますが、くらしづ

くりの関係でございます。

２ページに移りますけれども、まず、安心で

快適な生活環境の確保についてでありますが、

これは、国の交付金を活用しまして、消費者啓

発の強化、あるいは市町村の消費生活相談体制

の充実に努めるとともに、消費生活センターに
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消費生活相談員等を配置しまして、消費者被害

の未然防止、あるいは問題解決支援に努めたと

ころであります。

次に、快適で人にやさしい生活・空間づくり

でございますが、これは、ユニバーサルデザイ

ンの普及啓発を推進するため、体験型参加イベ

ントや講演会を実施いたしました。

次に、地域交通の確保でございます。

日常生活に必要なバス路線の維持・確保に努

めますとともに、地域公共交通の活性化に取り

組む事業者等への支援に取り組んだところであ

ります。

その次でございますが、情報通信基盤の充実

及び利活用の促進の項目です。

携帯電話等エリア整備事業によりまして、サ

ービス未提供地域の解消に努めたところであり

ます。

その次の中山間地域の維持・活性化では、中

山間地域振興計画に基づいた全庁的な施策の推

進を図るとともに、県民運動の推進や地域資源

を活用した商品開発等をテーマとしたセミナー

の開催など、中山間地域の活性化に向けた取り

組みを行ったところであります。

次に、連携・協働による魅力ある地域づくり

と戦略的な移住等の促進の項目でございますが、

これは、市町村と地域住民が一体となった地域

づくりを支援しますとともに、持続可能な地域

づくりのため、市町村が連携して取り組む事業

に対しまして支援を行ったところでございます。

また、移住促進のため、東京と宮崎に開設し

ております宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセン

ターを運営いたしまして、住まいや仕事等の情

報発信、相談対応を行うとともに、市町村の受

入体制充実の取り組みに対する支援を行ったと

ころであります。

次に、安全で安心なまちづくりでございます

が、これは、幼稚園、保育所等へのアドバイザ

ーの派遣や、地域安全に関する情報発信や啓発

を行うなど、犯罪のない安全で安心なまちづく

りの推進に努めますとともに、次の交通安全対

策の推進として、マスメディアを活用した効果

的な広報・啓発を行い、シートベルトやチャイ

ルドシートの着用推進、あるいは交通安全の考

え方について普及と交通事故の防止に取り組ん

だところであります。

３つ目の産業づくりについてでございます。

３ページをお開きください。

分野、産業づくりでございますが、まず、一

番上の産業間・産学金官連携による新事業・新

産業の展開でございますけれども、みやざきフ

ードビジネス振興構想を推進するため、関係機

関が連携いたしまして、「拡大」、「挑戦」、「イ

ノベーション」及び「東京2020オリンピック・

パラリンピック」の４つのプロジェクト展開を

図ったところであります。

また、フードビジネス分野のほか、情報通信、

学術研究等の分野におきましても、雇用拡大に

取り組む県内企業の支援を行ったところであり

ます。

次に、観光の振興の中では、当部といたしま

しては、神話のふるさと県民大学リレー講座を

実施しましたほか、首都圏や関西、福岡の大学

との連携講座や、国立能楽堂等での神楽公演の

開催など、神話の源流みやざきのブランドイメ

ージの定着を図ったところであります。

次に、県境を越えた交流・連携の推進の項目

でございますが、全国また九州地方知事会等を

通じまして、各県と広域的な連携強化を図り、

共通する課題や具体的施策について検討等を

行ったところであります。
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また、県境地域の市町村連携によりまして、

昨年６月には、祖母・傾・大崩山系のユネスコ

エコパークの登録決定がなされたほか、地域資

源ブランドの活用に向けた取り組みへの支援を

行ったところでございます。

その次の産業を支える人財の育成・確保につ

いてであります。

若者の県内定着を推進・促進するため、県内

企業と連携しまして、当該企業に就職した若者

に対する奨学金返還支援に取り組んだところで

あります。

次に、交通・物流ネットワークの整備・充実

の項目でございますが、各公共交通機関の利用

促進を図るとともに、国及び関係機関への要望

活動を行うなど、陸・海・空の輸送機能の維持

・充実に努めたところであります。

また、日豊本線高速化を検討するための整備

費用等に関する調査を実施しましたほか、長距

離フェリー航路を長期的・安定的に維持するた

め、県が地元経済界などと連携して出資した新

会社が航路を担い、ことし３月から運航開始に

なったところでございます。

また、ことし３月に実施されたＪＲ九州のダ

イヤ改正に対しましては、減便の影響を調査す

るとともに、県議会を初め、各市町村などとも

連携いたしまして見直しの要請等を繰り返し

行ってきたところであります。

次に、４ページをごらんください。

その他の分野でございます。

まず、重要施策の総合企画と総合調整の項目

でございますが、県総合計画を展開するための

県民意識調査等を実施するとともに、政策評価

により検証を行い、課題のある分野を予算の重

点施策に位置づけるなど、対応を図ったところ

であります。

また、新たに神戸市との連携協定を締結いた

しまして、地方創生フォーラムを実施するなど、

交流拡大を図りました。

次の県民目線による行政サービスの向上の項

目では、広報紙やテレビ番組等の各種媒体を活

用した広報活動により、広く県民に県政に関す

る情報提供を行いました。

また、知事とのふれあいフォーラムや出前講

座等の広聴活動によりまして、県民の意見を直

接、より幅広く伺い、対話と協働による県政の

推進を図ったところであります。

最後に、各種統計調査の実施でございますが、

これは、統計セミナーや親子統計グラフ教室等

を開催いたしまして、統計の普及啓発を図ると

ともに、就業構造基本調査など、各種統計調査

を実施しまして、本県の施策立案に資する基礎

資料の収集に努めたところでございます。

以上、時間がかかりましたけれども、昨年度

に取り組みました内容等について御説明いたし

ました。

次に、５ページをお開きください。

平成29年度の総合政策部関連の決算の状況で

ございます。

全体といたしましては、一般会計、特別会計

を合わせて、この表の一番下の欄でございます

けれども、昨年度の最終予算額128億3,400

万4,560円に対しまして支出済額125億5,450

万1,478円、翌年度繰越額が8,239万1,000円、不

用額が１億9,711万2,082円となりまして、執行

率は97.8％であり、翌年度への繰越分を含めま

すと98.5％となっております。

続きまして、一番最後の34ページをお開きく

ださい。

平成29年度の総合政策部の監査の結果でござ

います。
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注意事項が４件ございましたので、これにつ

きましては、直ちに改善に努めたところでござ

います。

また、監査委員の決算審査意見書に関しまし

ては、特に報告すべき事項は当部についてはご

ざいません。

なお、本日は、統計調査課長の長倉健一が忌

引きのため、本委員会を欠席させていただいて

おります。代理といたしまして、統計調査課課

長補佐の松下直樹が出席しておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

冒頭、私からの説明は以上でございます。よ

ろしくお願いいたします。

○松村主査 部長の説明が終了いたしました。

これより、総合政策課、秘書広報課、統計調

査課、総合交通課、中山間・地域政策課、産業

政策課の審査を行います。

平成29年度決算について、各課の説明を求め

ます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○重黒木総合政策課長 それでは、総合政策課

の平成29年度予算に係る決算状況につきまして

御説明いたします。

お手元の平成29年度決算特別委員会資料の５

ページをお開きください。

総合政策課につきましては、一般会計と開発

事業特別資金特別会計の２つの会計がございま

す。

まず、一般会計につきましては、表の一番上

の段、総合政策課のところでございますけれど

も、最終予算額７億2,756万4,000円に対しまし

て、支出済額が７億1,736万9,248円、不用額

は1,019万4,752円、執行率は98.6％となってお

ります。

次に、開発事業特別資金特別会計でございま

す。

表の下から２番目でございますけれども、予

算額1,765万7,000円に対しまして、支出済額

が1,737万8,393円、不用額が27万8,607円、執行

率は98.4％となっております。

次に、６ページをごらんください。

当課の決算事項別の明細でございますけれど

も、６ページから８ページに記載しております。

このうち、目の不用額が100万円以上のもの、

または執行率が90％未満のものにつきまして御

説明いたします。

まず、一般会計からでございますけれども、

６ページの上から３行目でございます。（目）企

画総務費の不用額666万5,616円でございます。

この不用額の主なものは、中ほどの旅費223

万459円、それから、下から４段目ですけれども、

使用料及び賃借料119万5,535円等でございます

が、これらは主に当課とそれから県外の３事務

所がございますので、それらの活動経費ですと

か、事務費の執行残でございます。

次に、その次の７ページをお開きください。

上から１行目の（目）計画調査費の不用額352

万9,136円でございます。

この不用額の主なものは、中ほどの需用費100

万8,774円、それから、委託料139万5,145円であ

りますけれども、これらは総合計画推進のため

の管理事務費の節減ですとか、重点施策等推進

に係る委託業務の執行残でございます。

次に、特別会計の関係でございます。

歳入について御説明いたします。

資料をかえていただきまして、平成29年度宮

崎県歳入歳出決算書をごらんください。この冊

子は、前のほうが一般会計で、後ろのほうが特

別会計になっております。
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後ろのほうの特別会計の10ページをお開きく

ださい。

当課で所管しております開発事業特別資金特

別会計でございます。

上の表が歳入でございます。歳入の表の一番

下、歳入の合計欄でございますけれども、調定

額が1,765万8,195円に対し、同額が収入済みで

ございまして、収入未済額はゼロとなっており

ます。

特別会計の歳入決算は、以上でございます。

また資料がかわりますが、続きまして、平成29

年度の主要施策の成果について御説明いたしま

す。

分厚い冊子でございますけれども、お手元の

主要施策の成果に関する報告書をごらんくださ

い。

まず、11ページの人づくりの（２）ＮＰＯや

企業、ボランティア等多様な主体による社会貢

献活動の促進についてでございます。

表にあります東日本大震災復興活動支援事業

でございますけれども、主な実績の内容は、表

の一番右に記載しておりますけれども、復興活

動を行っております民間団体、３団体に対しま

して、その活動の支援を行ったというものでご

ざいます。

この取り組みによりまして、表の下の施策の

成果等と書いてあるところにございますけれど

も、東日本大震災発生から７年が経過いたしま

して、被災者や被災地の状況が変化する中で、

被災者等のニーズに即した活動への支援を行う

ことができたと考えております。

次に、12ページをお開きください。

くらしづくりでございます。（２）の快適で人

にやさしい生活・空間づくりといたしまして、

表にございますけれども、ユニバーサルデザイ

ンの普及啓発に取り組んだところでございます。

下の施策の成果等にございますように、ユニ

バーサルデザインの認知度、理解度を高めるた

めに、県内の観光施設ですとかスポーツ施設、

それから公共施設の職員等を対象に、講演会と、

体験型参加イベントといたしまして、車椅子の

方ですとか高齢者の方々と一緒に町の中を散策

して、いろんな問題点とか気づきをしていただ

くフィールドリサーチ、こういったものを実施

したところでございます。

次に、13ページをごらんください。

産業づくりでございます。

（２）の県境を越えた交流・連携の推進とい

たしまして、表にあります２つの事業に取り組

んだところでございます。

このうち、上のほうの総合企画調整につきま

しては、全国知事会や九州地方知事会におきま

して、国への提言等を行ったものでございます。

下の施策の成果等にありますとおり、全国知事

会では、真の地方分権改革等の実現に向けまし

て、地域の実情を踏まえた提言等を行ったとこ

ろであります。また、九州地方知事会では、「九

州はひとつ」の理念のもと、官民が一体となっ

て九州独自の発展戦略の研究ですとか施策の推

進、それから災害への対応などを行ったところ

でございます。

次に、14ページをお開きください。

その他といたしまして、（１）の重要施策の総

合企画と総合調整でございます。

15ページにかけての表にありますとおり、総

合計画等管理運営事業から、新規事業「水素エ

ネルギー利活用促進モデル事業」まで、５つの

事業に取り組んだところでございます。

15ページのほうに施策の成果等を記載してお

りますので、そちらのほうで主なものを御説明
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いたします。

まず、施策の成果等の②でございますけれど

も、オリンピック・パラリンピック競技大会を

契機とした地域の活性化を図るために、ことし

の３月ですけれども、オリンピックのフラッグ

ツアーの歓迎イベントを開催するとともに、市

町村と連携いたしまして、ホストタウンの登録

にも取り組み、昨年度は、新たに日向市がアメ

リカのホストタウンとして登録されたところで

ございます。

次に、③でございますけれども、広い意味で

の地産地消につきまして、ホームページでの情

報発信ですとか企画展の実施など、その普及啓

発を図ったところでございます。

次に、④でございますけれども、新たに神戸

市と県との間で連携協定を締結いたしまして、

その締結の記念として、地方創生フォーラムを

実施したほか、児童生徒の交流事業等を行って

おります。

また、平成26年度に連携協定を結んでおりま

す川崎市とは、イベントで本県の物産観光のＰ

Ｒなどを実施いたしまして、都市部との連携・

交流による地域の活性化を図ったところでござ

います。

最後に、⑤でございますけれども、水素エネ

ルギーの利活用につきまして、関係企業や産業

界、それから宮崎大学などで構成する研究会に

おきまして検討を行ったところでございます。

ことしの１月にみやざき水素スマートコミュニ

ティ構想を策定いたしまして、水素を活用した

社会の実現に向け、中長期的な取り組みの方向

性を示したところでございます。

主要施策の成果につきましては、以上でござ

います。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、当課につきましては特に報告すべきこと

はございません。

総合政策課は、以上でございます。

○横山秘書広報課長 決算特別委員会資料の５

ページをお願いいたします。

上から２段目でございますけれども、秘書広

報課の決算は、予算額４億7,691万6,000円に対

しまして、支出済額４億7,580万2,564円、不用

額111万3,436円、執行率99.8％となってござい

ます。

次に、９ページ、10ページでございますが、

こちらが決算事項別の明細でございますけれど

も、目の執行残100万円以上、執行率90％未満の

ものはございません。

続きまして、主要施策の成果についてでござ

います。

報告書の16ページをお願いいたします。

その他（県政一般）の県民目線による行政サ

ービスの向上といたしまして、表にございます

とおり、まず、広報活動事業の主な実績として、

印刷広報事業により、県広報みやざきを年６回

発行、新聞広報事業により、県政のお知らせで

あります県政けいじばんを年24回掲載、テレビ

・ラジオ放送事業により、おしえて！みやざき

などの県政番組を放送、このほか、県ホームペ

ージでのさまざまな情報発信を行ったところで

ございます。

これらの事業によりまして、施策の成果等の

ほうにも記載しておりますけれども、広く県民

の皆様に県政の情報をタイムリーに、わかりや

すく提供できたものと考えており、今後とも、

県政に対する理解を深めていただけるよう積極

的な広報活動を行ってまいりたいと考えており

ます。

次の欄の広聴活動事業でございますけれども、



- 38 -

平成30年10月３日(水)

まず、県民との対話事業によりまして、知事と

のふれあいフォーラムを10回開催し、知事が県

内各地に出向くなどして、県民の方々との意見

交換を行っております。

また、出前講座を87回開催しまして、県民の

方々からの希望に応じて県職員が直接出向き、

さまざまなテーマで県が取り組む事業等の説明

を行っております。

さらに、県民の声事業では、電話やメールな

ど、195件の御意見をいただいております。

これらの事業によりまして、県民の皆様のさ

まざまな御意見を幅広く伺うよう努めたところ

でありまして、今後とも、対話と協働による県

政の推進を図ってまいりたいと考えております。

主要施策の成果の説明につきましては、以上

でございます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

しては、特に報告すべき事項はございません。

秘書広報課は、以上でございます。

○松下統計調査課長補佐 統計調査課の平成29

年度予算に係る決算状況等について御説明いた

します。

お手元の平成29年度決算特別委員会資料の５

ページをお開きください。

統計調査課は、上から３番目でございます。

一般会計の決算額は、予算額２億9,903万1,000

円に対しまして、支出済額２億9,543万9,178円、

不用額359万1,822円で、執行率98.8％となって

おります。

次に、12ページをお願いいたします。

当課の決算事項別明細のうち、目の不用額

が100万円以上のもの、執行率が90％未満のもの

について御説明いたします。

（目）委託統計費でありますが、不用額295

万607円、執行率97.5％でございます。

この不用額のうち、主なものといたしまして

は、節の上から４つ目の賃金50万3,338円ですが、

これは、各種統計調査に係る審査などの事務に

おける臨時的任用職員の任用が見込みを下回っ

たことによる執行残であります。

次に、その２つ下の旅費56万7,854円ですが、

これは、各種統計調査における統計調査員に係

る旅費や職員の統計研修等に係る旅費の執行残

であります。

最後に、一番下の負担金・補助及び交付金75

万6,811円ですが、これは、市町村を経由して行

う統計調査に係る市町村交付金の返還分であり

まして、主に就業構造基本調査の調査員報酬や

事務費に執行残が生じたことによるものであり

ます。

続きまして、平成29年度の主要施策の成果に

ついて御説明をいたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書、18

ページをお開きください。

その他の（３）各種統計調査の実施について

であります。

施策推進のための主な事業及び実績の表をご

らんください。

まず、県民共有・確かな統計基盤づくり推進

につきましては、統計データフェアや統計セミ

ナーの開催を初め、親子を対象とした統計グラ

フ教室や統計グラフコンクールを実施しており

ます。これらの事業を幅広く県民を対象として

行うことにより、統計の普及啓発を図ったとこ

ろであります。

次に、就業構造基本調査につきましては、国

民の就業構造に関する基礎資料を得るため、平

成29年10月１日を調査日として、県内に居住す

る約１万世帯を対象に実施したところでありま

す。



- 39 -

平成30年10月３日(水)

この調査結果につきましては、総務省から、

ことしの７月に国の確報が公表されたことから、

本県関係分の統計資料を整備し、行政施策等の

基礎資料として活用してまいりたいと考えてお

ります。

次に、統計データ地域分析につきましては、

一般財団法人みやぎん経済研究所に委託して、

県内企業の動向についてアンケート調査を年４

回実施し、結果を分析して関係各課へ情報提供

及び県庁ホームページに掲載したところであり

ます。また、職員のデータ分析能力の向上等を

目的に、研究テーマの分析等にも取り組んでお

ります。

主要施策の成果についての説明は、以上であ

ります。

最後になりますが、監査委員の決算審査意見

書については、当課については報告すべき事項

はございません。

統計調査課は、以上であります。

○小倉総合交通課長 総合交通課の平成29年度

予算に係る決算状況等について御説明をさせて

いただきます。

お手元の平成29年度決算特別委員会資料、５

ページをお開きください。

上から４段目、総合交通課の欄ですが、予算

額10億2,751万円に対しまして、支出済額が10

億822万8,732円、不用額が1,928万1,268円とな

り、執行率が98.1％であります。

次に、当課の決算事項別の明細でございます

が、14ページから15ページとなっております。

このうち、目の執行残が100万円以上のもの、執

行率が90％未満のものについて御説明をいたし

ます。

15ページをお開きください。

（目）計画調査費でありますけれども、不用

額が1,912万1,426円で、執行率が97.9％となっ

ております。

この不用額の主な内容でございますが、下か

ら３段目、負担金・補助及び交付金の1,647

万7,651円でありますが、これは、主に高千穂線

鉄道施設整理基金補助事業などにおきまして、

補助事業者の実績が計画を下回ったことなどに

よるものであります。

決算事項の説明は、以上であります。

続きまして、平成29年度主要施策の成果につ

いて御説明いたしますので、お手元の主要施策

の成果に関する報告書の20ページをお開きくだ

さい。

まず、くらしづくりの１、安心して生活でき

る社会の（３）地域交通の確保についてであり

ます。

表の上段にあります地方バス路線等運行維持

対策によりまして、広域的・幹線的なバス路線

であります地域間幹線系統の維持のため、バス

事業者に対しまして、国と協調して運行費等へ

の補助を行っております。

また、バス路線廃止後に、代替バスを運行す

る市町村に対して補助を行うなど、地域の交通

手段の確保に努めたところであります。

次に、地域公共交通ネットワーク活性化であ

りますけれども、これは、地域の生活を支える

バス路線の維持を図るため、市町村等が行うバ

ス乗り方教室などの利用促進活動や、コミュニ

ティバスなどへの転換等の支援を行ったところ

であります。

今後も、引き続きバス路線の維持・確保に努

めまして、地域公共交通の見直しや利用促進に

取り組む市町村等を支援するとともに、新たに

車両の小型化などによる運行効率化を促進する

ことで、将来にわたって持続可能な地域公共交
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通ネットワークの確立を図ってまいりたいと考

えております。

続きまして、22ページをお開きください。

産業づくりの３、経済・交流を支える基盤が

整った社会の（２）交通・物流ネットワークの

整備・充実についてであります。

表の上段にあります鉄道活性化対策推進でご

ざいますが、日豊本線を初めとする県内鉄道の

維持・充実に向け、利便性の向上などの課題に

ついて、宮崎県鉄道整備促進期成同盟会などと

連携を図りながら、国やＪＲ九州に対して、機

会あるごとに要望活動を行っているところであ

ります。

また、昨年度は、ＪＲ九州が発足以来最大の

減便等を発表・実施したことから、県議会の皆

様を初め、沿線自治体、九州各県とも連携しな

がら、ＪＲ九州に対して減便等の見直し、国に

対してＪＲ九州への指導を求めるという要望活

動を継続的に行っているところであります。

続きまして、地域鉄道維持・活性化支援です

けれども、日南線と吉都線の利用促進を図り、

沿線地域の活性化に資することを目的としまし

て、イベント列車の実施、駅周辺の花の植栽な

どに取り組む利用促進協議会や、平日臨時運行

の海幸山幸を利用する団体等に対して補助を

行ったところであります。

今後とも、域内の利用に加えまして、域外か

らの利用も伸ばしていくなど、地域鉄道の活性

化や利用促進について、地元市町村などと一体

となって取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

次に、日豊本線高速化調査ですけれども、日

豊本線の将来の高速化を検討するために必要な

整備手法、それから整備費用について調査を行っ

たところであります。

当該調査結果については、将来の高速鉄道網

のあり方を検討する際の基礎データとして活用

することとしております。

次に、宮崎県物流競争力強化ですけれども、

県内の港、貨物駅への荷寄せを支援することで、

県外港から県内港へのシフト、また、トラック

輸送から海上・鉄道輸送へのモーダルシフトを

促進するなど、物流効率化への取り組みを進め

たところであります。

次に、長距離フェリー航路につきましては、

本県にとって大量輸送が可能な海上物流を支え

る重要な航路でありますことから、宮崎県長距

離フェリー航路利用活性化支援によりまして、

団体客の利用促進支援や旅行関係者のモニター

ツアーによるＰＲ支援を行いまして、航路の利

用促進に努めたところであります。

今後とも、引き続き官民が連携して設立した

宮崎県長距離フェリー航路利用促進協議会を通

じて、利用促進を図ってまいりたいと考えてお

ります。

次に、23ページをごらんください。

表の上段にあります長距離フェリー再生連携

推進ですけれども、こちらは、長距離フェリー

航路を長期的かつ安定的に維持するため、県や

地元経済界などと連携した「オール宮崎」によ

る新会社への出資を行いまして、平成30年３月

から新会社による運航を開始したところであり

ます。

今後は、新会社や関係機関と連携しまして、

旅客、貨物のニーズに合致し、燃費性能にすぐ

れた新船建造に向けた検討を行ってまいりたい

と考えております。

次に、みやざきの空航空ネットワーク活性化

でございますが、こちらは、宮崎空港発着の航

空路線の維持・充実を図るため、航空会社に対
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する運航費支援や国内線の利用促進事業を実施

したものであります。

次に、その下の国際線安定化利用促進であり

ますけれども、こちらは、県民の国際線の利用

促進を図るため、グループ旅行やパスポートの

取得・更新などに要する費用を支援したほか、

国際線の利用促進事業や航空会社に対する要望

活動について支援を行ったものであります。

こういった事業の取り組みの結果、平成29年

度は、国内線において新たにＬＣＣ成田線が就

航しましたほか、国際線においてＬＣＣソウル

線の就航、ソウル線、台北線が増便したことな

どにより、宮崎空港の利用者数は約318万人とな

り、前年度と比べて約12万人の増加となったと

ころであります。

主要施策の成果の説明は、以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

してですけれども、特に報告すべき事項はござ

いません。

総合交通課は、以上であります。

○日髙中山間・地域政策課長 決算特別委員会

資料の５ページをお願いいたします。

当課の決算につきましては、上から５段目の

中山間・地域政策課の欄でございます。

予算額５億5,690万2,000円に対しまして、支

出済額が５億3,909万3,658円、不用額が1,780

万8,342円となりまして、執行率は96.8％でござ

います。

16ページをお願いいたします。

16ページから17ページにかけまして、当課の

決算事項別の明細を記載しております。このう

ち、目の執行残が100万円以上のもの、執行率が90

％未満のものについて御説明いたします。

17ページをごらんください。

（目）計画調査費の不用額1,758万3,195円、

執行率96.2％であります。この不用額のうち、

主なものについて御説明いたします。

表の上から６段目の欄の旅費の193万3,226円

であります。これは、移住・ＵＩＪターン強化

事業において、移住相談員の県外セミナー等へ

の参加回数が、予定よりも少なかったこと等に

よる執行残でございます。

次に、その３つ下の欄の委託料の793万5,073

円でございます。これは、ふるさと宮崎ワーキ

ングホリデー事業において、ワーキングホリデ

ー参加者に対する支援に係る経費が、見込みを

下回ったことなどによる執行残であります。

次に、その２つ下の欄の負担金・補助及び交

付金の619万1,488円であります。これは、主に

宮崎県市町村間連携支援交付金交付事業や移住

・ＵＩＪターン強化事業等の事業主体でありま

す市町村等において、事業費の確定等に伴う減

額が生じたことなどによる執行残であります。

続きまして、平成29年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の26

ページをお願いいたします。

くらしづくりの１、安心して生活できる社会

の（５）中山間地域の維持・活性化についてで

あります。

まず、地域の声を聴く！中山間地域振興計画

フォローアップ事業であります。

この事業は、中山間地域振興計画に基づき、

県内７地域に設置しております中山間地域振興

協議会におきまして、地域の実情や課題等につ

いて意見交換を行うもので、平成29年度は、多

様な主体による地域活性化等について協議を

行って、施策に反映させたところでございます。

次に、中山間地域産業支援事業でございます。

この事業は、県産業振興機構内に、中山間地
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域産業振興センターを設置し、地域資源を活用

した取り組みに対する相談対応や、都市圏等へ

向けた商品開発、販路開拓などを学ぶセミナー

等を開催したところであります。

次に、新たな集落間連携等支援事業でありま

す。

この事業は、住民主体の元気な集落づくりに

取り組む集落を「いきいき集落」として認定し、

各種支援を行うとともに、研修交流会の実施や

複数の集落が相互に連携・協力する集落間連携

の取り組みに対する支援を行ったものでありま

す。

次に、外部人財活用による集落活動支援事業

であります。

この事業は、中山間地域でボランティア活動

を行う中山間盛り上げ隊を組織し、市町村や集

落等からの依頼に応じて隊員を派遣するもので、

昨年度は合計51回、延べ380人の隊員を派遣し、

都市部住民と集落の交流拡大を図ったところで

あります。

27ページをごらんください。

はじめよう！「宮崎ひなた生活圏」づくり推

進事業であります。

この事業は、中山間地域等に安心して住み続

けられる仕組みを構築するため、県外の先駆的

な取り組み等を学ぶ地域住民向けの研修会を

計20回開催したほか、県内外の大学生と連携し

た生活環境のフィールド調査を３地域、地域資

源の活用等による新たな所得安定・向上のモデ

ルとなる３地域を支援したところであります。

29ページをお願いします。

（６）連携・協働による魅力ある地域づくり

と戦略的な移住等の促進についてであります。

まず、持続可能な地域づくり応援事業であり

ます。

この事業は、住民と一体となった地域づくり

を目指す市町村に対し、地域づくりの取り組み

に対する支援とともに、地域再生アドバイザー

を派遣し、地域が抱える課題の分析や今後進む

べき方向性について、具体的なアドバイスを行

うものであります。

アドバイザー派遣では、高原町ほか２市に、

活動支援では、木城町ほか６市町に支援を行っ

たところでございます。

次に、宮崎県市町村間連携支援交付金交付事

業であります。

この事業は、人口減少、少子高齢化等に対応

した地域づくりのために、市町村が連携して行

う取り組みに対し、交付金を交付し支援するも

ので、延岡市ほか18市町村に支援を行ったとこ

ろであります。

次に、移住・ＵＩＪターン強化事業でありま

す。

この事業は、人口減少対策の一つの柱として、

本県への移住等の促進を図るため、東京と宮崎

に開設しております宮崎ひなた暮らしＵＩＪタ

ーンセンターを運営し、情報発信や相談対応を

行うとともに、市町村の移住施策に係る取り組

みに対して支援等を行い、その結果506世帯が移

住をしたところであります。

次に、ふるさと宮崎ワーキングホリデー事業

であります。

この事業は、総務省のふるさとワーキングホ

リデー事業を受託しまして、都市部の学生等が、

働いて収入を得ながら一定期間本県に滞在する

取り組みを実施しまして、宮崎市ほか16市町村

において計83名の受け入れを行ったところであ

ります。

30ページをお願いします。

次に、地価調査であります。
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この事業は、国土利用計画法に基づきまして、

県内の標準的な土地の標準価格を295地点におい

て判定し、一般の土地取引の指標として昨年９

月に公表したところであります。

32ページをごらんください。

産業づくりの２、活発な観光・交流による活

力ある社会の（１）県境を越えた交流・連携の

推進についてであります。

まず、祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク活

用促進事業であります。

この事業は、祖母・傾・大崩山系周辺地域で

のユネスコエコパーク登録を目指す取り組みな

どを支援し、平成29年６月に登録が決定されま

したことから、記念フェスタの開催等、ＰＲ活

動等を行ったところでございます。

次に、地域資源ブランド化推進事業でありま

す。

この事業は、将来的な世界ブランドや日本ブ

ランド化を目指すため、学術調査・研究を２地

域で実施しましたほか、地域資源ブランドの活

用方法の検討、情報共有を図るため、庁内関係

機関及び有識者で構成しますみやざき地域資源

ブランド推進会議を設置しまして、今後の地域

ブランド等の活用について検討を行ったところ

であります。

主要施策の成果の説明は、以上でございます。

最後になりますが、監査委員の決算審査意見

書につきましては、報告すべき事項はございま

せん。

中山間・地域政策課は、以上であります。

○米良産業政策課長 当課の平成29年度決算に

ついて御説明をいたします。

お手元の委員会資料の５ページをお願いいた

します。

上から６段目、産業政策課の欄でございます。

予算額10億3,654万1,000円に対しまして、支

出済額９億5,438万393円、不用額は8,216万607

円、執行率は92.1％となっております。

次に、18ページをお開きください。

当課の決算事項別の明細は、18ページから19

ページに記載しております。

このうち、目の不用額が100万円以上のもの、

または執行率90％未満のものについて御説明を

いたします。

19ページをお開きください。

１段目の（目）計画調査費でございますが、

不用額が8,197万5,046円、執行率91.4％となっ

ております。これは、当課及び庁内の関係各課

で実施しておりますフードビジネスを初めとす

る成長産業の振興を図る各事業につきまして、

それぞれ事業費、事務費に執行残が生じたもの

でございます。

主なものを申し上げますと、まず、上から６

段目の旅費につきましては、当課での執行及び

関係課等に分任しました普通旅費及び特別旅費

の執行残でございます。

次に、その３つ下の委託料につきまして

は、1,100万円余の不用額となっておりますが、

これは、国の補助事業、みやざき地域活性化雇

用創造プロジェクト推進事業のうち、28年度か

らの繰越分が、国の指導によりまして、年度当

初の２カ月の間に執行することとされたことに

よるもの、また、各課に分任して実施しており

ますコーディネーターの設置などにより、販路

開拓等に取り組むための委託経費等の執行残で

ございます。

次に、その２つ下の負担金・補助及び交付金

につきましては、不用額が6,600万円余と大きく

なっております。これは、先ほどのみやざき地

域活性化雇用創造プロジェクト推進事業と、同
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じく国の補助事業、みやざき成長産業育成・雇

用創出プロジェクト推進事業におきまして、フ

ードビジネスなど成長産業分野の県内企業が、

新たに人を雇用した場合の人件費や、商談会出

展や商品開発、販路拡大などに要する経費を支

援する事業で生じました不用額でございます。

支援企業に対しましては、小まめに進捗状況

の確認を行いながら、また、昨年度は２回の追

加公募も行いながら、12月末時点の状況で補正

を行ったところでございますが、その後の１、

２、３月、３カ月間の状況で、支援企業の一部

が、結果的に計画どおり人を確保できなかった

ということで、事業内容の変更が生じ、補助金

に不用額が生じたものでございます。

続きまして、平成29年度の主要施策の成果に

ついて御説明をいたします。

平成29年度主要施策の成果に関する報告書

の34ページをお願いいたします。

人づくりの（１）魅力ある教育を支える体制

や環境の整備・充実につきまして、当課におい

ては、宮崎で学び、宮崎で働き、世界へ挑戦す

るひとづくり事業を実施しております。右側の

ページの施策の成果等にも記載しておりますと

おり、宮崎の将来を担う産業人材を育成・確保

し、地域や産業の振興を図ることを目的に、産

業人財育成プラットフォームを設置しておりま

すが、これを基盤として各種インターンシップ

事業や起業人材、グローバル人材の育成など、

若者の県内定着に資する取り組みを行ったとこ

ろであります。

本事業の実施に当たりましては、宮崎大学の

サテライトオフィスでありますまちなかキャン

パスに産業人材育成コーディネーター１名を配

置いたしまして、効果的な事業運営に努めます

とともに、学生や社会人等との交流促進も図っ

たところであります。

また、県内において、産業人材の確保が厳し

い状況が続く中、産業人財育成・確保のための

取組指針を昨年12月に策定し、産学金労官が一

体となって取り組んでいくこととしたところで

あります。

次に、36ページをお開きください。

産業づくりの産業間・産学金官連携による新

事業・新産業の展開であります。

主な事業といたしまして、まず、みやざきフ

ードビジネス推進体制構築事業でございます。

フードビジネスにつきましては、平成25年に

策定いたしましたみやざきフードビジネス振興

構想を推進するため、庁内はもとより、官民が

連携して取り組む体制を整えまして、「拡大」、

「挑戦」、「イノベーション」、「東京オリパラ」

の４つのプロジェクトに11のテーマを設定して

事業展開したところであります。

次のフードビジネスブラッシュアップ支援体

制構築事業においては、フードビジネス相談ス

テーションに寄せられました相談のうち、事業

化の可能性の高いものについて、パッケージデ

ザインや食品表示に必要な成分分析といった商

品開発に伴う取り組みに対しまして、支援を行っ

たものでございます。

次のみやざき成長産業育成・雇用創出プロ

ジェクト推進事業及び右側、37ページのみやざ

き地域活性化雇用創造プロジェクト推進事業に

つきましては、厚生労働省の国庫補助事業を活

用いたしまして、フードビジネスのほか、医療

機器、輸送機器、木材・バイオマス、情報通信

・学術研究、観光、こういった各産業分野につ

きまして、その振興を図るための事業を展開し

たところでございます。

具体的には、各事業者の人材確保や事業拡大
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等に対する支援のほか、フードビジネス相談ス

テーションの運営や商品開発、販路開拓等につ

いてのアドバイザーなど、外部専門人材の活用、

ひなたＭＢＡによる人材の育成等に取り組んだ

ところでございます。

次に、39ページをお願いいたします。

（１）産業を支える人財の育成・確保であり

ます。

みやざき産業人財確保支援基金事業につきま

しては、宮崎の将来を担う産業人財を確保し、

地域や本県産業の振興を図ることを目的といた

しまして、昨年度、基金を設置いたしまして、

県内企業と連携して、若者に対する奨学金の返

還支援に取り組んでいるところでございます。

昨年度は、返還支援の対象者として、19人を決

定したところでございます。

昨年度の取り組みは以上でございますが、こ

のような取り組みをさらに充実させていくこと

によりまして、フードビジネスを初めとする県

内産業全般の振興を図りますとともに、産業界

共通の課題であります人材の育成・確保につき

ましても、産学金労官連携のもとにさらに取り

組みを進めてまいりたいと考えております。

主要施策の成果については、以上でございま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関しま

して、特に御報告すべきことはございません。

産業政策課は、以上でございます。

○松村主査 説明が終了いたしました。委員の

皆様からの質疑となります。

暫時休憩いたします。

午前10時54分休憩

午前10時55分再開

○松村主査 分科会を再開します。

それでは、質疑に移ります。

まず初めに、総合政策課に関して質疑はござ

いませんか。

○緒嶋委員 人づくりについて、成果に関する

報告書の11ページに、３団体に対する支援とあ

るが、この３団体というのはどういう団体です

か。

○重黒木総合政策課長 大きく言いますと、１

つが被災地、東北のほうからこちらのほうに来

られた被災者の方々です。こういった方々が、

これまで宮崎県内で、どういう状況の中でどう

いう暮らしをしてきたかといったことをまとめ

ながら、心のケアとか相談者への対応を行うこ

とが１つでございます。

２つ目の団体が、被災地のほうで活動してお

りますボランティア団体がございますので、そ

こに県内の大学生とか若い女性の方、子育て中

の女性とかを連れていって、向こうで活動して

いるボランティア団体と、こちらの大学生が交

流しながら、一緒に被災地の支援活動を行うと

いう内容でございます。

３点目が、被災地の食を宮崎でアピールして

いこうといった取り組みですとか、文化を活用

して、向こうのほうで文化フォーラムみたいな

もの、あるいはトークショーみたいなものをや

るということで、被災者の方々を支援する取り

組みを行ったと。この３つの団体でございます。

○緒嶋委員 これは、支援の方法、支援金の基

準は、どういうふうに決められるんですか。

○重黒木総合政策課長 特に明確な基準は設け

ておりませんけれども、今言いましたように、

こちらに来られた被災者の心のケアですとか、

そういった支援をするというところと、こっち

のほうから向こうのほうに出向きまして、向こ

うの方々と交流していくことで、人的ネットワ
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ークをつくっていくような取り組み、さらには、

これまでやってきた中では、向こうで起こった

ことをしっかりとこちらのほうでも情報発信し

ていくということ、それから、被災者がどんな

ことで困っているかを情報発信していくとか、

そういった取り組みに対して支援しているとこ

ろでございます。

○緒嶋委員 将来、南海トラフも─これは発

生しちゃいかんわけだけれど、発生したときの

そういう、ある意味ではノウハウを蓄積するこ

ともあるんじゃないかという気がするが、その

点の感じとしてはどうですか。そういうものが

あるかどうか。

○重黒木総合政策課長 災害の発生時において

は、行政の支援ももちろんございますけれども、

こういった民間同士でしっかりと支え合う活動

も、大変重要だと思っております。そういった

ノウハウの蓄積にもなりますし、委員がおっしゃ

るように、人的なネットワークが今回できるこ

とで、いろんなボランティア団体ですとかＮＰ

Ｏが、それぞれ独自に取り組んでいるところが

ネットワーク化されて、被災時に行政だけでは

なくて、民間同士でさまざまな支援ができると

いった体制にもつながっていくものと考えてお

ります。

○右松委員 部各課にまたがるのかもしれませ

んけれども、旅費の不用額の部分なんですが、

積算どおりにはいかないというのは十分承知し

ております。

それで、例えば６ページの、総合政策課では200

万以上ということで87％、それから15ページの

総合交通課で197万で76％、それから17ページの

中山間では85％、そして19ページでは、産業政

策課で84％と。詳しいことはちょっとわからな

いので、参考までに伺いたいんですが、職員の

旅費規程といいましょうか、かつてもやっぱり

そういった質問があったかもしれませんけれど、

宿泊費がどうなっているのか、あるいは出張手

当がどうなっているのか、そこを参考までに教

えてもらうとありがたいなと思っています。

○重黒木総合政策課長 旅費につきましては、

私も直接詳しいわけではございませんけれども、

旅費規程がございまして、それに従って出すと

いう仕組みになっております。

例えば宿泊料でございましたら、甲地、乙地

といいまして、高いところであればそういう金

額になりますし、地方であれば少し安い金額に

なったりして支給する基準がございます。最近

はパックで出張に行く形が多いようでございま

すので、パック旅行の際は、パックのときの金

額を基準に支給されると。もちろんそれにプラ

スアルファして現地交通費─遠くでも一定額

という形に基本的にはなりますけれども。です

とか、あるいはそこで活動するための日当、連

絡費ですとか、そういったものも少しでござい

ますけれども、つくような形にはなっておりま

す。

従前は、そこのところに、多少余裕があった

と思いますけれども、最近は、そこはきちんと

積算されて、無駄のない形で支給されていると

ころでございます。

ただ、基準以上に必要だというところもござ

いますので、そこはいろんな特例制度がござい

ます。そこは会計当局と相談し、特例制度も使

いながらやっていくという形になると思います。

○右松委員 私たちも県議会のほうで、甲乙で

宿泊が変わるのはわかっていまして、それで、

やっぱり私たち議員でいろいろ話をすると、職

員の人たちも一緒についていただく中で、視察

に行きますよね。先ほど緒嶋委員もちょっと言
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われましたけれど、手出しがやっぱり出ている

んじゃないのかなと。細かい数字は今出されま

せんでしたけれども、宿泊費とか、それから日

当とか、宿泊手当とか、その辺が、ぜいたくす

る必要はありませんけれど、県の職員として、

県を代表して視察に行かれるわけですので、最

低限、一定レベルの待遇は必要だと思うんです。

だから、具体的な数字を言われませんので、

ちょっと私も答えようがないんですけれども、

そのあたりはきちっと配慮した形で支給されて

いるのか、そこをちょっと教えてもらうといい

かなと思います。

○重黒木総合政策課長 当然、宿泊でございま

すと、旅費の基準が県内だと9,800円とか、県外

だと１万900円とかであるようでございます。

ただ、私もそうなんですけれども、例えば知

事会あたりで、違う宿泊地に泊まることもござ

います。当然、基準となる宿泊よりも高い料金

が発生する場合がありますので、そういったと

ころは、いわゆる調整ということで、事前にそ

この差額分を調整して旅費を支給していただく

形になっております。

いわゆる手出しと、我々がよく職員間で言っ

ているところは、泊まって、そこでいろいろ御

飯を食べたりとか、現地の方々と、あるいは国

の省庁の方々といろんな情報交換で、一緒に御

飯を食べたりすることがございます。そこは旅

費の中ではなかなか手当することが難しいです

ので、そこを手出しという表現をする職員もい

るかと思いますけれども、そこはある意味、我

々の当然の活動の中でやっているところでござ

います。あらかじめ決まっている食糧費として

出せる基準がございますので、その基準に合致

するような会合でしたらお金も出せるんですけ

れども、それ以外のところについては、いろい

ろ職員で工夫しながら対応しているところだと

思っております。

○右松委員 ですから、出張手当も出てくると

すれば、本来であれば赤字になるのはいかがな

ものかなというふうに思うんです。旅費規程の

見直しがどういう頻度で行われているのかもわ

かりませんけれども、やはり一定レベルはきちっ

と維持した上で、待遇をしてもらうといいのか

なと思いますので。

○日隈総合政策部長 今の県の旅費の条例改正

は、平成２年に行ったんですけれど、そのとき

の担当主査は私でございまして。

旅費というのは、国の旅費法に準じて、地方

公共団体はやっています。国の法は財務省が持っ

ておりまして、旅費法の法律は、主計局が持っ

ております。平成２年のときも、十数年ぶりに

改正して、それから、平成30年ですから、もう28

年旅費法を改正していない、要するに金額の改

正をしていない状況です。これは、物価指数等

が大きく変動していないということで、恐らく

国のほうの判断としては、金額の引き上げ等が

なされていないということじゃないかと思いま

す。当時、大臣は橋本龍太郎という方でござい

ましたけれど、要するにかなりたっていること

を申し上げたくて言いました。

県のほうは、旅費法に準じてはおるんですが、

その後、不適正事務処理の問題が県議会でも相

当議論されまして、国のほうは定額方式で出る

んですけれども、宮崎県は独自の判断といたし

まして実費に近い旅費を支給しようということ

で、今、説明があったとおり、ホテル代と交通

費が一緒になったような、パック旅行ですとか

は、いわゆる効率的な予算執行ということで、

極めて実費に近い形になっておりますので、よ

く手出しがあるというような不満がある状況で
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ございます。

ただ、実際、最初から宿泊料金が高いところ

を使わざるを得ないとか、あるいはもともと高

い金額がかかるような場合には、増額の調整を

行うということで─これは、旅費条例の中で

規定しておりまして、あらかじめ増額で支給す

る規定はありますので、そこを使いながら何と

かカバーしようとやっているところだと思いま

す。

これは、総務部の人事課で所管しております

ので、私たち総合政策部が制度を持っているわ

けではありませんけれども、ただ、実際は全て

が増額で賄えているかどうかということについ

ては、個々のケースでやはりそういう不満も聞

かれるところかなと思います。

議員の皆様にも、非常に窮屈な思いをさせて

いるのかなと思いますが、準じて議員について

も同様の旅費の制度の中で、出張等を行ってい

ただいているところかと思います。

数年前は、私も議会事務局長でありましたの

で、いろいろ苦言はいただいておりましたけれ

ども、宮崎県の場合は、運用において若干厳し

目、かつかつかなというふうには考えておりま

す。一応、今申し上げたように、これまでの宮

崎県の取り扱いの経緯があって、国と運用が少

し違う実態でございます。

○武田委員 報告書の14ページ、15ページの、

まず、地産地消県民運動発信力倍増ですが、広

い意味での地産地消も大事だと思うんです。ま

ず、県内の経済を回す。それで、地産地消へ100

万泊、中山間地域振興の県民運動の普及啓発を

行っていただいたんですけれど、結果としてこ

れをやったことによってどのようになったのか

というのを、簡単に教えていただきたいと思い

ます。

○重黒木総合政策課長 広い意味での地産地消

につきましては、大きくは報告書の14ページに

あります県民運動の中で、実際に地産地消をやっ

ていきましょうという普及啓発、意識啓発といっ

た取り組みをまずはやっております。

これにつきましては、商工会議所連合会のほ

うに事務局を持っていただきまして、いろんな

団体の方々に入っていただき、全県的な県民運

動を展開しているところでございます。

それとあわせまして、ホームページ等で情報

発信をしながらやっているところでございます

けれども、右のほうに、施策の進捗状況で数値

がございます。地産地消を意識し、できる範囲

で利用している人の割合といった数字でござい

まして、必ずしも成果が順調に出ているという

ことは言えないと思っております。特に若い方

々の地産地消の意識が余り伸びていないと感じ

ておりまして、これは、全体で今66％ぐらいが

意識していると御回答をいただいておりますけ

れども、若い世代では４割弱ぐらいしか意識し

ていないということもございまして、こういっ

た若い方々にどういうふうに地産地消を意識し

てやっていただけるかが大きな課題だと思って

おります。そこはいろんなところで、先ほどの

県民会議等でも議論しながら、積極的なＰＲを

やっていきたいと考えております。

それから、100万泊につきましては、県内の方

々が県内の宿泊をやっていきましょうというこ

とでございます。

これは、最近の実績をとってみますと、100万

泊を少し超えている状況でございますので、一

応目標は達成できているのかなと思っておりま

す。

中山間地域につきましては、その地域をしっ

かり知っていただいて、中山間・地域政策課の
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所管でありますけれども、スタンプラリーとか

で、まず中山間地域の実情ですとか、中山間地

域に特産品とかいろんなものがあることをしっ

かりＰＲしていくのを、この県民運動の中で展

開しているところでございます。

○武田委員 ありがとうございます。地産地消

はやっぱり大事だなと、最近常々考えていまし

て、特に私の出身の串間みたいなところで、せっ

かく国、県から予算をいただいたのに、公共事

業は市外の業者が持っていく。せっかく芋とか

ブリとかで稼いでいるのに、農家の方々、私た

ちみたいな商工業者も、下手をすると地元で買

い物をせずに、ネットで買ったり、よそに出て

買い物をするような状態もあります。そこでも

う一回地産地消ということが、やっぱり地域を

愛することにつながりますので、またよろしく

お願いします。

それと、ちょっと勉強不足で申しわけないん

ですけれど、水素エネルギー利活用促進モデル、

みやざき水素スマートコミュニティ構想は、概

略をどういう形で策定されて、これからどうい

うふうに進んでいくのかを教えていただきたい

と思います。

○重黒木総合政策課長 昨年度ですけれども、

みやざき水素スマートコミュニティを考える研

究会をつくっております。それは、エネルギー

関係の事業者の方々ですとか、商工団体、それ

から県、関係市町村でやっているところなんで

すけれど、構想の目的としましては、水素を活

用いたしまして、再生可能エネルギーを最大限

利用する社会づくりをやっていこうというとこ

ろが構想の目的というふうに、目標としてまと

めたところでございます。

ただ、なかなか水素エネルギーについては、

技術的な面、それからコスト的な面で、まだま

だ高い壁がございますので、そこの構想の中

で、20年後あるいは30年後を目指して、今申し

上げましたような社会づくりを進めていこうと

していまして、まずは今年度の取り組みといた

しましては、水素エネルギーを利活用していく

推進協議会を立ち上げまして、そこで水素をしっ

かりと県内でつくっていきましょうとか、ある

いは使っていきましょうとか、それに向けての

まずは普及啓発をしっかりやっていこうという

ところで、今は取り組んでいるところでござい

ます。

○武田委員 ありがとうございます。聞くとこ

ろによりますと、バイオマス発電は、発電する

と同時に水素が副産物としてできるということ

で。ただ、現状だと、水素ステーションである

とか、ためることが今のところできず、使うと

ころも限られている。宮崎がせっかく水素スマ

ートコミュニティ構想を策定されたので、今後、

国の特区であるとか、産業界、大学等と─せっ

かくそういうバイオマス発電も県内に全部あり

ますので、これを何かうまく利用していくとお

もしろいなと思っています。どんどんやってい

ただきたいなと思っております。

○井本委員 アクションプランの新しい「ゆた

かさ」なんだけれど、どのくらい効果が出てい

るのか。「富山は日本のスウェーデン」という本

が出ているけれど、あれを見ると、富山はいわ

ゆる客観的幸福度から見ると、日本で１番目、

２番目ぐらいに行っておるんだね。ところが、

主観的な幸せは、随分下のほうに下がるという

か。宮崎なんかは、案外客観的幸せ度はそんな

に高くないんだけれども、しかし、主観的な幸

せ度は結構高いというか。私は、やっぱり幸せ

度は主観的なものだと思っているんだけれど、

本当にその辺がどのくらい上がっていっている
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のか。この政策をやって、少しは効果があって

いるのかなという話なんです。

○重黒木総合政策課長 大変難しい問題だと

思っております。新しいゆたかさ展開プログラ

ムを進めておりまして、その中で、ゆたかさ指

標を、毎年度公表しています。そこで一つの、

成果と言えるかどうかはわかりませんけれども、

県民の意識の変化は見て取れるんじゃないかと

思っています。

当然、経済的な豊かさにつきましては、いろ

んな経済指標では、なかなか厳しい状況がござ

いますけれども、人を育む力ですとか、自然が

豊かとか、安心とか子育て環境がいいとか、そ

ういったところを総合的にランキングした、我

々のほうでゆたかさ指数としてまとめたもので

いきますと、28年度が全国10位となっていまし

て、29年度が一応全国２位となりましたので、

そういう意味では、ゆたかさ指標で見る限りで

は、新しいゆたかさというところの県民の意識

は大分変わってきたのかなと感じているところ

でございます。

○前屋敷委員 今のゆたかさにも関連するかな

と思うんですけれど、12ページのユニバーサル

デザインですが、これは、やはりいろんな条件

の方が暮らしよい環境をどうつくるか。まちづ

くりにもつながることなんでしょうけれど、こ

の認知率を高めるということで、平成29年63.6

％と数値が出ていますが、これは、どういうふ

うな調査の仕方で出しているんですか。

○重黒木総合政策課長 毎年度やっております

県民意識調査の中で、このユニバーサルデザイ

ンの認知度を調査する項目がございますので、

その中で調べたものでございます。

認知度ということでございますけれども、ユ

ニバーサルデザインを知っている方から、聞い

たことがあるというところまで、さまざまなレ

ベルもあると思います。そういったことでユニ

バーサルデザインについて聞いたことがあると

いうレベルまで含めて認知率とまとめていまし

て、それでこの63.6％という数字を出している

ものでございます。

○前屋敷委員 いろんなのが横文字で出てくる

と、言葉を聞いても中身がわからないようなこ

ともあったりして。やはりこれは暮らしやすさ、

豊かさにも、客観的なものも含めてつながると

思うんですけれど、具体的に、物理的にもこれ

を実現していかんといかんわけで、その辺を大

いに普及も含めて進めていただきたいと思いま

す。

○松村主査 質疑はありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それでは、総合政策課をここまで

とし、次に、秘書広報課に移りたいと思います。

質疑はありますか。

○緒嶋委員 知事の交際費は、どこに計上して

あるわけですか。

○横山秘書広報課長 ９ページの（目）一般管

理費の中ほどに交際費という項目がございます。

支出済額で78万496円になります。

○緒嶋委員 知事の交際費を、節約することは

悪いことじゃないけれども、公的な立場の知事

として、78万で本当に必要性を確保しておるわ

けですか。

○横山秘書広報課長 交際費につきましては、

かなり厳格に運用をしておりまして、これは、

全国的に一時期公費の支出について非常に厳し

い時期がございましたけれども、それ以降、か

なり厳格な運用になってございます。実際に本

県が交際費で使っておりますのは、ほとんどが

慶弔費と申しますか、香典関係、供花とかが多
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うございます。

それからあと、知事、副知事の名刺がほとん

どを占めているところでございまして、飲食で

は、いろんな会食関係のところに、本当に限定

的で、例えば毎年の県人会の大会に参加をする

ときの負担金みたいな形でお出しするぐらいで

ございまして、本当に限定的な使用になってお

ります。

ただ、全国的に見ましても、やはり同様の状

況になってございます。

○緒嶋委員 他県の知事と余り変わらないよう

な感じの交際費ということで、我々は理解して

いいですか。

○横山秘書広報課長 九州内で申し上げると、

中位ぐらいのレベルかなと考えております。

○緒嶋委員 そうすると、どうしても会的なも

の、意見交換会なんかに出さないかんような金

は、ポケットマネーで出しておられるわけです

か。そこ辺は、どうなんですか。

○横山秘書広報課長 いろいろ各所管課、所管

部の事業に絡む懇親パーティーとかで会費があ

る場合には、公費で、食糧費という形で出すこ

とは可能になっております。

○緒嶋委員 実質的には慶弔費が中心で、それ

以外のものは、ほかの費目から出すものもある

ということですね。

○横山秘書広報課長 公務ということで整理が

つくものについては、ちゃんとお出しするよう

にしております。

○武田委員 １つだけ、広報活動ですけれど、

２億円ほど使われて、私も朝来るときに、エフ

エム宮崎を聞きながら来るので、よくお聞きし

ているんですが、将来的にはネット関係にだん

だん変わっていけば金額的には下がっていくの

かと思っているところです。今後、まだいっと

きはこういう形が続くと思うんですが、将来は、

やはりテレビとかラジオからネット関係に変

わっていくんでしょうか。これからどういうふ

うに変わっていくのか、わかれば教えていただ

きたいですけれど。

○渡久山広報戦略室長 お答えいたします。

今、県民の方々が、県政の情報についてどの

ような手段で得ているかということを、総合政

策課が行います県民意識調査で、毎年定点で観

測をいたしております。

その結果では、現在は、やはり新聞ですとか、

県の広報誌、それからテレビ、こういった従来

型の媒体が５割から７割という回答がございま

して、ホームページ、あるいは最近始まってお

りますＳＮＳ、こうしたものから県政の情報を

得ている方は１割に届かない状態でございます。

ですから、当面は、委員がおっしゃいますよ

うに、従来型の媒体を中心とした広報活動を展

開していくことになるものと思いますが、今後10

年、20年というスパンで見た場合にそこがどう

移っていくかは、県民の意識を定点で観測しな

がら対応していくときが、いつの日か来るので

はないかとは思っております。

○武田委員 ありがとうございます。今の私の

子供たちとか若い人を見ると、もう完全にテレ

ビ離れといいますか、テレビはほとんど見ない

ような状況、ラジオも聞かない状況ですので、

どこかで一気にぐるっと変わることもあると思

いますが、若い人たちにも県政を見ていただき

たいし、次の担い手になっていただきたいと思

いますので、そこらあたりもよろしくお願いし

ます。

○前屋敷委員 出前講座ですけれども、87回と

いう数字になっていますが、これは、総合政策

部関連のところから出向いて、いろんな話を聞
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くのか、全庁的に出向いていった数字なのか。

○渡久山広報戦略室長 お答えいたします。

出前講座につきましては、全庁的に、まず、

年度当初にどういったテーマで県民の方とお話

しするテーマがあるかを募集いたしまして、昨

年度でしたら140のテーマをホームページ等で県

民の方に提示いたしております。その中から申

し込みのありましたテーマについて出ていった

回数が87回でございまして、非常にリクエスト

が多いものは、防災関係、健康関係、あるいは

福祉制度に関するもの、こういったもののリク

エストが多いようでございますが、比較的満遍

なく各部が対応している状況でございます。

○前屋敷委員 地域的にはどんなですか。これ

も、満遍なく押しなべて、全てのとまではいか

なくても、いろんな自治体からの要望ですか。

○渡久山広報戦略室長 地域的には、どうして

も人口に比例していきますけれども、ＰＴＡで

ありますとか、公民館でありますとか、職域と

いったところからの要請で出かけておりまして、

ほぼ全県的にこういうリクエストがあればどこ

でも出かけていく姿勢でやっております。

○前屋敷委員 29年度は、リクエストには100％

応えられた数が87回ですか。

○渡久山広報戦略室長 基本的に、リクエスト

をいただきましたら、先方さんの日程と調整が

つく限りは応えていくという姿勢で臨んでおり

ますので、ほぼ100％に近い対応をしているもの

と考えております。

○前屋敷委員 そういう場で、いろんな県民の

皆さんからの声や意見も聞かれるので、それを

ぜひ生かせる形でつないでいただきたいと思い

ます。

○緒嶋委員 総務部市町村課がやる知事の円卓

トークとか、総合政策部のほうでやるのと、部

署がいろいろあるが、これは一体的にはできん

ものかなというような気もするとですが。これ

は、政策として２つの部署でやる必要があるの

かなと思っているけれど、どうお考えですか。

○渡久山広報戦略室長 市町村課のほうでも円

卓トーク、あるいは市町村長との意見交換とい

うことで、知事が直接役場等に出向く機会がご

ざいます。こちらは、主眼には、まず市町村長

さんと意見をいろいろ交換すると、それから、

役場の職員と意見を交換する場となっておりま

す。

私どもの室のほうで行っております知事との

ふれあいフォーラムは、基本、住民の方々と対

話をする場となっております。そこにはほとん

ど、まず役場の職員の方は、意見を述べる立場

では出席はいたしておりません。

知事がこの場に臨みまして、どういう住民の

方が、今どういう考えを持っていらっしゃるの

かというその生活感、あるいは地域の空気感、

こういったものを肌で感じる貴重な機会になっ

ているのではないかと、私どもは感じておりま

す。委員のおっしゃいますように、出かけてい

く地域とか、それから、地域が重複しないよう

に市町村課との調整はいたしておるところでご

ざいますけれども、そこの調整を図りながら、

市町村の過度な負担にならないようにやってい

くことになるのかなと考えております。

○緒嶋委員 各部で２つにまたがっておっても、

行く知事は１人なわけでしょう。知事は１人だ

から、内容は合理的に仕分けても、やっぱりそ

れらを一体的な中で、同じ部署でやるのが。知

事が２人おって分かれて行くなら別やけれど。

それならば、そこ辺は政策として一体感を持た

せて連携をうまくやるというのが。もう同じ市

町村長とやるか事務員とやるかの違いみたいな
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ことなら、どこかの部１カ所で、もうあんたの

ところでもいい。政策として２つに分かれる必

要があるのかなという気がするんです。

○渡久山広報戦略室長 前回、緒嶋委員にも五ヶ

瀬にお越しいただいて、直接現場を見ていただ

いた上での貴重な御意見でございますので、ま

た市町村課とも話をしながら、より住民や地域

ときちんと対話できる方策を、今後また考えて

いきたいと思います。ありがとうございます。

○松村主査 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それでは、秘書広報課をここまで

とし、次は統計調査課です。質疑はありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 特にないようですので、統計調査

課をここまでとし、次に、総合交通課について

質疑はありませんか。

○井本委員 日豊本線高速化調査というのは、

大体どんな結果が出たの。

○小倉総合交通課長 昨年度実施しました日豊

本線高速化調査でございますが、大まかな内容

を申し上げますと、在来線の高速化、これは、

駅とか曲線の改良、それから例えば宗太郎峠と

いうか、これをぶち抜いて短絡線をつくるとか、

そういったところを３カ所整備することも含め

まして全体で2,762億円かかるということです。

これは区間としたら大分から鹿児島までの300キ

ロ以上になりますけれども、そこで１時間短縮

できると。ようやくその短絡線を３つつくって

１時間短縮できるとの結果が出ております。

新幹線のほうは、これは２兆円近くかかって

４時間短縮という形になりますけれども、そう

いったところが比較できるようなデータとして

一応、調査を実施したところでございます。

○井本委員 じゃあ後から報告書を持ってきて。

あるんでしょう。

○小倉総合交通課長 報告書をつくっておりま

すので、また後ほどお持ちいたします。

２月議会の委員会で御説明をさせていただい

ていたということなんですけれども、皆さん、

かわっていらっしゃることですので、基本的に

はそういう2,762億円という莫大な数字が出てい

る結果が出ている。これはＪＲ九州のコンサル

タント会社に委託して、2,000万円弱使って実施

したという形でございますけれども。いろいろ

なパターンの比較ということで、また後ほど資

料もお持ちしようかと思いますけれども、例え

ば佐伯～延岡間ですとか、宮崎～鹿児島間で曲

線、駅改良だけをやる、短絡線を引かないパタ

ーンですとか、あと新型車両も─これもお金

かかりますんで、こういったこともやらないよ

うなパターンで、ただ、単に曲線ですとか、駅

の改良をするような場合で、例えば大分～宮崎

間であれば５分を短縮するのに66億円かかると

か、後は宮崎～鹿児島間であれば９分短縮する

のに58億円かかるとか、費用としては非常に数

十億円かかるという。数分短縮するだけでもそ

れだけかかるという状況になってございますの

で、いずれにしましてもこういったことを、あ

くまで基礎データとして出させていただいたと

いうところでございます。

今月末、ＪＲ九州に対して、一応調整はさせ

ていただきますけれども、調査の結果を踏まえ

て要望させていただこうと考えているところで

ございます。

○右松委員 先だってニュースで、九州知事会

を代表して福岡の小川知事がＪＲ九州の青柳社

長に要望書を手渡すシーンがありましたが、物

すごく平身低頭されて、青柳社長に要望書を手
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渡されていました。福岡は九州で一番ＪＲの恩

恵を受けているところだと思いますが、それに

しても県民の代表者がやはり民間企業に対して

─それは深く考える必要はないかもしれませ

んけれども、私は少し違和感を感じたところで

ございます。

この鉄道活性化対策推進で国・ＪＲ九州への

要望活動等ということで、先ほど課長のほうか

ら、国に対して指導を行うよう要請をされたと

いうことですけれども、感触と言いましょうか、

国のほうの動き方と言いましょうか、そこをど

う感じておられるのか、ちょっと教えてもらえ

るとありがたいと思います。

○小倉総合交通課長 国への指導を仰いだとい

うことで、県知事と県議会議長でもって、こと

しの３月に国交省の牧野副大臣のほうに要望を

させていただいたところでございます。その際、

県としての要望書といたしましては、ＪＲ九州

が今回、実際に事前の協議もなく、こういった

ことが一方的に決められたということについて

県としても非常に抗議の意思を示して、今後、

ＪＲに対しても指導していただきたいと要望さ

せていただいて、国交省としましてもそこにつ

いてはよく理解して、ＪＲにも伝えると、指導

をするというようなお答えでありました。

その後、国会のほうでも確か武井議員がＪＲ

に関して同様の趣旨で予算委員会で質問に立っ

たというところでございます。そのときも国と

してこういったところは反省していて、しっか

りＪＲに対しても指導していきたいというふう

なことを鉄道局も答えておりますので、国とし

てはそういうスタンスで臨んで、今後も何かあ

ればＪＲに物申す立場であると捉えているとこ

ろではあります。

○右松委員 わかりました。

ＪＲ九州の職員は県民の足を守っていこうと

いう使命感にあふれて仕事をされていると私は

確信をしてます。そういった中で、トップであ

る社長の姿勢というのは、どうしてもやはりそ

こから少し乖離しているのかなと感じざるを得

ないところがあります。やはりある意味、それ

は会社のトップですからわかるんですけれど、

利益第一主義にひた走るその姿というのが今後、

非常に大きな影を落としてくるのかなと懸念を

感じておるものですから。やはりああいう場面

で必要以上にへりくだる必要は全くないわけで

ありますので、こちら宮崎は宮崎の立場でしっ

かりとまた要請をしていただくとありがたいな

と思っています。

○緒嶋委員 長距離フェリー再生連携推進、こ

れはこの前、知事も建造について前向きな発言

をされておられましたが、次年度では県は当然、

建造費の予算を組むということになるわけです

か。

○小倉総合交通課長 現時点で予算を組むとい

うことまで確定させているわけではありません。

現在、フェリー会社におきましてスペック、具

体的に車両の台数ですとか個室化するにはどう

いうふうなものに、どのぐらいにするかとか、

あとエンジンの設計ですね、こういったものに

ついて検討しているところです。造船会社につ

いてもそこを踏まえて検討している段階にある

と考えております。

我々としてもそこは出資者でもありますし、

社外取締役としても派遣させていただいている

ところでございますので、日々情報共有させて

いただきながら対応を検討している段階でござ

います。そこは知事の答弁にもありましたとお

り、今後の建造費が具体的にどのぐらいになる

のか、もちろんそういうスペック等にもかかっ
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てくるかと思いますし、後は出資計画です。建

造した後15年、20年でどのぐらい回収をしっか

りできるかどうかという点も含めまして、そこ

はしっかり精査しないといけない部分かなと思

います。そこをしっかり精査させていただいた

上で、資金調達についての手当─支援につい

てもですけれど、具体的にどうするかというこ

とを決めていく段階になるのかなと考えており

ます。

○緒嶋委員 いや、私は金額のことを言っとる

んです。何かの形で31年度に予算化しなくてい

いのかということを聞いとるわけです。それも

まだ見込みが立ってないということですか。

○小倉総合交通課長 基本的に来年度に契約を

具体的に結ばないといけない段階にはあるかな

と考えております。来年度のどこかの段階で、

もしその支援を具体的にするとなれば、その段

階で予算を計上する形にはなるかなと思います。

今で何か決定をしている段階にはないところで

ございます。

○緒嶋委員 予算を来年度組むかどうかもまだ

わからないということで、我々は理解していい

わけですね。

○小倉総合交通課長 そのとおりでございます。

○前屋敷委員 23ページの一番下の国際線安定

化利用促進のところで、大いに乗客をふやそう

ということで支援をするわけですけれども、こ

の下のビジネス利用のところで59団体で69人と

いう数値になっているんですが、これはビジネ

ス利用ですから仕事で、59団体というのは企業

あたりが登録してある数字でしょうか。団体か

ら平均１人か２人ぐらいが利用することになろ

うかと思うんですけれど、この数字でいくとね。

○小倉総合交通課長 そのとおりです。おおむ

ね59の団体、会社があるというふうに申請して

きてございまして、基本的な状況を見てみます

と、特に台湾などのビジネス利用が多いところ

ではありますが、商談等で行かれる場合等で、

やはり１人、もしくは２人で行かれることがど

うも多いようでして、１人当たりであれば往復

１万円支給させていただいているんですけれど

も。そういった、大勢ではなくて、少数で行か

れる場合が多い状況でございます。

○前屋敷委員 それと、25ページの県内鉄道１

日当たりの乗車人数で29年度は非公開となって

いるんですよ。これは数字がまとまらないから

出せないというのか、もう出したくないという

非公開なのか。下のほうの路線ごとのは─こ

れ足したらこれになるわけじゃないんでしょう

が、一定は出ているんだけれど、これはどうい

うことで、非公開になっているんですかね。

○小倉総合交通課長 お答えとしては、平成29

年度から上位300駅分しか公表しなくなったとい

うことになります。ＪＲ九州管内の中で、利用

者数の多い上位300駅分の利用者数しか公表がで

きません、していないという形になります。要

するに、全部足し合わせた数字はＪＲ九州とし

て出していないことになりますので、ちょっと

計上が困難になったという形になってございま

す。ですので、我々としては下に書いておりま

すとおり、輸送密度─これはＪＲ九州が昨年

度から公表しておりますので、要するに公表し

ている数字としては平均通過人員を指標として

頼らざるを得ないような状況にはなっていると

いうことでございます。

○前屋敷委員 これは、ＪＲ九州の方針という

わけですかね、公表しないというのは。

○小倉総合交通課長 そのとおりでございます。

○前屋敷委員 どういうふうに判断をすればい

いんですかね。何か判断材料として、実際、そ
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ういう数字が出てくるのと、全くわからないの

とでは。自主的に、やっぱり少なかろうが、多

かろうが、いろいろ減便などがあったりして、

より今、交通の便が悪くなっているんだけれど

も、公共交通ですから、乗客が多いから、少な

いからということだけをもって運行が減らされ

たりでは困るわけなんですよね。どういうふう

に理解すればいいのか、ちょっと判断には困り

ますけれども。

○小倉総合交通課長 基本的に県内の駅の乗車

人員を全部足し合わせれば、この上の数字にな

るということでございます。下の輸送密度とい

うのは、基本的には鉄道の利用者数に比例して

もちろんふえたり、減ったりするものでござい

ます。平均通過人員でございますので、駅ごと

の数字であれば、上位しか出せない状況になっ

てございますけれども、要するにトレンドとい

うか、数字の傾向としては路線別で現在、いろ

んな状況が見られています。駅の廃止というか、

路線単位でＪＲ九州が見ている、あとは区間単

位で見られているという場合が多いと思います

ので、そういったところを踏まえてそういう指

標にシフトされているのかなとは推測はするん

ですけれども、いずれにしましても、利用者数

が多い、少ないという意味では、どちらの指標

であってもおおむね傾向はわかるものとは考え

ております。

○松村主査 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それでは、次に、中山間・地域政

策課に移ります。質疑はありませんか。

○緒嶋委員 27ページ、はじめよう！「宮崎ひ

なた生活圏」づくり推進の中の中山間地域にお

ける新たな所得安定・向上のためのモデルとな

る取り組みを３地域支援と。この所得の向上が

なかなか難しいわけですよね、中山間地は。こ

れの具体的なモデルの取り組みの成果としては、

所得の向上につながらないといかんわけだが、

そのあたりはどういう形になっているわけです

か。

○日髙中山間・地域政策課長 この事業は３地

域のモデル地域を選定しまして、昨年度は諸塚

村、美郷町、西米良村で行っております。

委員がおっしゃるような、大きな所得増につ

ながるということよりも、小さな取り組みをコ

ツコツとやっていくのを応援するところもござ

いまして。例えば諸塚村ですとハローワークで

はうまく対応できないような小さな仕事という

か、農家さんの収穫の手伝いであったり、店番

とかいった需要があるのと、働く側としては主

婦の方が昼間の時間は使えるとか、子育てに時

間を使わないときには空いているとかいう方を

マッチングさせる。そういうハローワーク等の

レベルではないことを一緒にマッチングさせて、

ちょっとした所得につなげようとする事業でご

ざいます。

あと、西米良村辺りでは地域経済構造分析等

を行って、村で消費されている食材とかが外か

ら入ってきているかどうか、それをできるだけ

自分のところでできないかといった分析等を行

う事業に今、取り組みまして、いずれも事業と

して大きく所得が上がっているところまでは

至っておりませんが、諸塚村辺りではそういっ

た取り組みを続けておりますし、西米良村辺り

では村内で農作物等を調達しようとすると、ど

うしてもロットが少なくて、なかなかその分を

補うことが難しいという課題等を見つけており

まして、そういったところをどういうふうにやっ

ていくかを今、検討している状況でございます。

○緒嶋委員 これは、単年度だけの事業ですか。
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継続してその地域で何年かやることじゃないわ

けですか。

○日髙中山間・地域政策課長 これは※単年度で

ございます。

○緒嶋委員 実質的に単年度で成果が上がるの

は、言われたとおり、なかなか難しいと思うん

です。ある程度、何年か、３年なら３年ぐらい

継続してそういうことをやることによって、成

果を上げるとかいうような形に持っていかんと、

この１年でそういう成果を上げて、それが定着

するのはなかなか難しいんじゃないかなという

気がするけれど、そういう感じはされないです

か。

○日髙中山間・地域政策課長 失礼しました、28

年度から２カ年でやったということですが、結

果としては、先ほど私が申し上げたような状況

ですので、今後、その検討等を続けていく中で、

ほかの補助事業とか、そういったものも加えて

フォローをしていきたいと思っております。

○緒嶋委員 事業は２年で終わるにしても、あ

る程度、継続してその地域を見守るというか、

本当に成果を上げようと思えば、何かほかに方

法はないかということも検討されるといいん

じゃないかなという気がします。

それと、さっき話が出ましたが、29ページの

ところで。移住したい人が移住するためには家、

住宅がないとだめだと。住宅がなかなか見つか

らないので友達やらを呼び込めないというのが

あるので、これは政策として県と市町村がやっ

ぱりマッチングをうまくやって、移住がしやす

い制度に持っていかないとＵターン、Ｉターン、

Ｊターンと言いながらもなかなか決断が難しい

という意見を、知事も当然聞かれたと思うんで

すが。そのあたりを進める必要があると思うけ

れど、中山間・地域政策課としてはどう考えて

いますか。

○日髙中山間・地域政策課長 移住に係る住宅

の整備といいますか、そういったことについて

は市町村と一緒に空き家バンクに空き家を登録

しまして、それをホームページ上等で公表して

おります。申し出があれば当然、その移住した

い方とのマッチングができるんですけれども、

話を伺っておりますと、やはり移住する方の希

望に沿わない、要するに登録されている物件が、

場所であったり、建物の形状であったり、古民

家とかを好まれたりとかそういうこともありま

して、なかなかそこのマッチングがうまくいか

ないようでございます。

住宅の改修については、一応、市町村と一緒

に補助をする形をとっておりますが、それも要

するに借りるという契約ができてないとなかな

か難しいところもございますので、どういうふ

うにやったらこの空き家を借りる側と貸す側と

のずれがなくなるかということを市町村と一緒

に検討してまいりたいと考えております。

○緒嶋委員 空き家のストックというか、そう

いうのをうまく、ニーズに合ったものに加工し

ておかないと、なかなかこれは政策としてやろ

うと思っても、そこでもうブレーキがかかると

いうか、難しいので、市町村が本当にいろいろ

Ｉターン、Ｕターン、Ｊターンをやる気持ちが

あるかどうかが。これは民間のそういうネット

ワークだけじゃなくて、市町村が本当に少子化

対策というか過疎対策を含めてやる熱意をもう

ちょっと示さんと。これは県が言っても、市町

村の対応が問題じゃないかなという気が、私は

したところですが、そのあたりは秘書広報課か

らの情報としては中山間・地域政策課のほうに

はフィードバック、連携されているわけですか。

※このページ左段に訂正発言あり
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そういうフォーラムの中での意見をいかに生か

すかということ。

○日髙中山間・地域政策課長 先日、五ヶ瀬で

あったフォーラム等の話についても秘書広報課

から伺っておりまして、声としては町営住宅で

もつくったほうがいいんじゃないかとか、そう

いったところまで話があったようです。なかな

かそこは難しいかもしれませんが、要するに、

空き家自体はこれからもふえていくでしょうし、

そこの活用をどういうふうにやっていったらい

いのかというのは十分、県土整備部も絡みます

けれど、一緒に考えていきたいなと思っており

ます。

○緒嶋委員 そこ辺りを詰めていかんと、Ｕタ

ーン、Ｉターン、Ｊターンの強化とか言うけれ

ど、言葉としてはいいが、実態が伴わんという

か、実績が上がらなければ、私は意味がないん

じゃないかなという気がします。506世帯が来た

とか言われますけれど、県外からどのあたりに

おいでになったわけですか。

○日髙中山間・地域政策課長 数としましては、

やはりどうしても宮崎市近郊とかが多いようで

はございます。中山間地域に移住してこられる

方が、山とか、炭焼きとか、そういったことを

目的に来られている方もいらっしゃいますので、

ニーズということではいろいろあると思います

が、委員おっしゃるように、そのニーズにどう

いうふうに答えていくかが鍵ではないかなと

思っております。

○緒嶋委員 頑張ってください。

○右松委員 移住に関しまして、同じく30ペー

ジの移住世帯数、頑張っておられるなと。23か

ら26年度の４年間で比較をして252世帯で、今

回、27から30年度で1,000世帯ということで、１

年前倒しで成果を出されていますので、大変評

価をさせていただきたいと思います。

公的な支援を通じて把握した移住世帯が29年

度で506世帯でございます。

それで、伺いたいのは、宮崎ひなた移住倶楽

部もいろんなサービスを提供されておられます

けれど、それが会員の状況とか、特典サービス

の活用状況を含めて506世帯に結びついた、功を

奏した取り組みの主たる要因だと言えるのか、

そこをちょっと教えていただけたらありがたい

なと思います。

○日髙中山間・地域政策課長 宮崎ひなた移住

倶楽部につきましては、昨年度末現在で登録者

会員数が551名ということで、その中で、恐らく

ですけれども、移住に結びついた人数は85名程

度というふうに把握しております。

具体的に、どういったサービスを使ったかと

いうのは、まだ集計ができておりませんので、

ちょっと今後、検討したいと思います。

○右松委員 大体いろんな取り組みが複合的に

合わさって全体的な数字が出てきたんだと思い

ますけれど、やはり取り組みの中で、非常に効

果が出た取り組みがあれば、また教えてもらう

とありがたいなと思ってますけれど、いかがで

しょうか。

○日髙中山間・地域政策課長 移住倶楽部に入

りますと、例えば引っ越しの費用ですとか、レ

ンタカーを使ったときの費用とか、そういった

ものを補助しておりまして、その企業が提供し

ているものについては基本、無償で提供いただ

いているところもございますので、これが有効

だからそれをどんどん広めていくとかいうのは、

なかなか難しい面もございますけれども、まだ

今のところ、どういう施策を通じて利用されて

いるかが十分つかめてませんので、まずはそこ

をつかんで、それを見て検討してまいりたいと
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考えております。

○右松委員 わかりました。

○井本委員 持続可能な地域づくりなんだけれ

ど、大体Ｉターン、Ｊターンなんていうのは対

症療法ですから、本来、あそこは住みやすい、

いいとこだということになれば、自然に帰って

くるというのが本来的なあり方です。その持続

可能な地域づくりのいわゆる、この前知ったば

かりなんだけれどＳＤＧｓの考え方が基本的に

これにはあるわけですか。

○日髙中山間・地域政策課長 この事業は、名

前は持続可能な地域づくり応援事業になってま

すが、要するに従前から地域づくりということ

でやってきた補助事業でございますので、特別

なものに基づいてということではございません。

○井本委員 それじゃいかんわけよ。どうした

ら持続可能なのができるのか、何か基準がある

の。

○日髙中山間・地域政策課長 要するに、地域

でそれぞれの産業であったり、生きていくため

の集落の機能であったりとか……。

○井本委員 ＳＤＧｓは知ってるの。

○日髙中山間・地域政策課長 ちょっとよくわ

かりません、申しわけございません。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 御質

問のＳＤＧｓですけれども、国連で提唱された

ものだと理解しております。さまざまな発展段

階の国がある中で、環境であったり、人口問題

であったり、産業であったり、いろんなところ

が、その社会として永続していく仕組みをつくっ

ていく必要がある、そういう視点をしっかり持っ

て開発なりを進めていく必要があるという考え

方だと理解しておりまして、その考え方につい

ては、日本でも日本の状況に応じたＳＤＧｓと

いう考え方が当然必要であるというような意味

合いで、これは内閣府のほうでもしっかり取り

組み始めているところであると認識しておりま

す。

この流れに、方向性としては当然一致するも

のではありますけれども、その前の段階から我

々としては中山間地域をどういうふうに維持し

ていくのかという取り組みをしておりましたの

で、方向性としては一致しているものと思って

おりますので、その中で国の事業等も出てくる

と思いますから、そういったことにも取り組み

ながらやっていく必要があると認識しておりま

す。

○井本委員 国連が決めたのは17項目あるわけ

ね。それを達成すればみんな持続可能な社会が

つくれるというね。だから、その達成に向けて

いろんなことをやんなさいという。国々で、そ

れぞれ違うから、いろんなものがみんなバラバ

ラに発達しているんだけれど、そこで本当に持

続可能にするためにはこれが最低限必要ですよ

という話なんですね。そこをひとつよろしく、

課長、理解して。

○前屋敷委員 今の持続可能な地域づくりのと

ころですが、そこに関連して。

地域再生アドバイザーの派遣で、高原町ほか

２市ということで３地域に派遣されてますが、

このアドバイザーと言われる方は、一定期間そ

こにとどまって何年か定住をして、地域の皆さ

んと一緒にそういう地域再生をということで取

り組まれる方々なんでしょうかね。

○日髙中山間・地域政策課長 この３地域のア

ドバイザー派遣につきましては、短期の派遣と

いうことでございまして、要するに、１年間の

間に４回ですとか、期間を区切って３日とか、

そういう形で何回か訪問するアドバイザーと

なっております。



- 60 -

平成30年10月３日(水)

○前屋敷委員 年に４回程度、何日かずつ行っ

て、地域の皆さんと課題を洗い出し、新たな取

り組みをそこでみんなで共有しながら、地元が

主体になるのはもちろんなんですけれど、そう

いうことでの積極的なアドバイスということで

しょうか。

○日髙中山間・地域政策課長 一応、その地元

から、こういうテーマでアドバイザーが欲しい

という要望にあった方を派遣する事業でござい

ますので、基本的にテーマは市町村から、その

集落なりから来て、それに応じて専門性を有す

る方を派遣し、そこで意見交換をしているとい

うことでございます。

○前屋敷委員 これは、新規事業で、まだ１年

ちょっとなので、これから成果が出ることを期

待しているところなんですけれども、続けてい

く予定なんですかね。

○日髙中山間・地域政策課長 一応、こういっ

たアドバイザーを受けて話し合った結果をどう

いうふうにその市町村が事業なりに生かしてい

くのか。そういったところは、この事業でとは

限りませんけれども、そういう形でフォローは

していきたいと思っております。

○前屋敷委員 ぜひお願いします。

○田口副主査 誰も聞かなかったものですから、

ちょっと確認だけ。

27ページの施策の進捗状況の中で、上から３

つ目の中山間盛り上げ隊の参加者数が３年連続

で600を超えていたにも関わらず、29年は何か急

に激減して380になっております。51回の隊員の

派遣が前年と比べてどうなのか、回数も減って

いるのか。ちょっとその数が減った要因を教え

ていただきたいのですが。

○日髙中山間・地域政策課長 中山間盛り上げ

隊の事業につきましては、平成21年度からずっ

と続けておりまして、参加者の数を見ていただ

きますと600人前後でずっと来ておって、目標と

しては1,000を掲げております。要するにやり方

と言いますか、その運営の仕方がちょっとよく

ないという課題がいくつかありまして、もう少

し数を伸ばさないといけないところもございま

した。29年度からその事業の運営スキームを

ちょっと変えまして、委託して運営する団体を

ブロック分け─それまでは１つの団体が県内

全域を見ておったんですけれども、３つのブロッ

クに分けまして、それぞれその団体が事務局を

務める形に変更いたしております。

要するに新たな集落開拓とか、そういったの

を目指してそういうふうに改善したわけですけ

れども、実際は、今まで10年間ぐらい同じ団体

が請け負っていた市町村の集落とその団体との

つながりがずっとできている関係で、今度団体

が新しくなっても、その従前の団体のほうが自

分で活動されているものですから、そちらのほ

うにお願いするということで、県の事業には依

頼がない集落がちょっとふえた関係で、派遣す

る回数が減っております。

それが半分ぐらいになっているんですけれど

も、ただ、参加している実人員としてはほぼ変

わっておりませんで、新しく事務局を請け負っ

た団体がそれぞれ新しい隊員を連れて来るとか、

そういう効果もございます。今後、しばらく時

間が経つと集落からのオーダーもふえていくの

ではないかなというふうには思っております。

○田口副主査 ちょっと今のがわからんかった

のですが、今までは中山間盛り上げ隊として行っ

ていたのが、３つに分けたら何か縁が切れてし

まうと。だから縁をつなぐような形で、ここを

通さずに直接お願いをしたということになるわ

けですか。だから、ここにカウントされてない
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ということなのか。

○日髙中山間・地域政策課長 そのカウントさ

れてないというのは、ちょっと正しくないんで

すけれど。従前から担っていた事務局が別の取

り組みとして、そういう同じようなことをやら

れている都市部の住民を中山間地域に連れて

行って、そういう作業を続けられている事業を

別にされている関係で、その従前の集落のほう

が、本来は私どもの事業でお願いしていた分を

従前の団体のほうにお願いするという部分がご

ざいまして、その部分が数としてはちょっと減っ

たということでございます。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） 従前

は全県的に盛り上げ隊ということで派遣をして

いただいている団体がありました。一定程度の

期間が経過したということで、そこもやり方と

してはある程度、成熟をしてきたこともありま

して、その団体としては次のステップの取り組

みもやりたいというお考えもあるようです。

県の考え方としては、ある程度、その運営が

うまく進められている団体がもうできましたの

で、次にそこに続くような団体を育てていく必

要があるというふうなことで、一応全県を３つ

の地域に分けて新たな募集をしたということで

ございます。

従前されておられた団体につきまして、やは

り全県的にやりたいというふうな御意向もあり

ましたので、自主的な活動として継続をされて

おられまして、同じような、似たような形態で

の派遣が継続されています。結果として足し合

わせると増加はしていると思うのですが、県の

委託事業としての派遣はこういうふうな数字に

なっていると御理解いただければと思います。

○田口副主査 そうなると、自主的に行ってい

るということで、まさに完全なボランティアで

行っているということですか。

○松浦総合政策部次長（政策推進担当） そう

いうことでございます。

○松村主査 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 中山間・地域政策課が終わりまし

たので、次は、産業政策課に移りたいと思いま

す。

暫時休憩します。

午後０時７分休憩

午後０時７分再開

○松村主査 分科会を再開します。

質疑はありますか。

○井本委員 宮崎で学び、宮崎で働き、世界へ

挑戦するひとづくり、またみやざき産業人財確

保支援基金も、結局、いい人材を育てようとい

うことで、同じだと思うんですよね。日本がこ

のところ、ＧＤＰも伸びない、アメリカにもヨ

ーロッパにもちょっと押され気味になったって

いうのは、やっぱりこのＩＴで失敗したんです

よね。ＩＴに乗り損なった。これは、日本人が

なぜＩＴに乗り損なったかというと、ものづく

りにこだわり過ぎとるんですよ。もうソフトの

時代なんです。そういうところに力を入れんと、

もうこれはだんだん、だんだん、はっきり言っ

て日本はＩＴに乗りおくれて、もう取り残され

つつある。だから、そういう人材をやっぱり意

識して育てる。もうものづくりじゃない。もの

づくりは、だから、はっきり言って発展途上国

に任せればいいんですよ、極端なことを言うと。

ベトナムやら中国なんかにね。そうじゃなくて、

やっぱりその上のソフト、頭脳の部分を育てる

ということがないと、ますます日本は取り残さ

れますよ。
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そういう意識でもってやっているのかどうか、

その辺を、ちょっとお聞かせください。

○米良産業政策課長 ＩＴ、情報通信関連事業

ということで、主要施策の報告書37ページの表

の上のほうにございますけれど、みやざき地域

活性化雇用創造プロジェクト推進の中で、それ

まで製造業を中心に事業を展開してきていたも

のを、この事業で情報通信の分野についても支

援を行うということで、28年度の予算から取り

組ませていただいておるところです。

それから、従来から取り組んでおりますひな

たＭＢＡとかでもそういった産業の範疇におい

て取り組んでおります。

委員がおっしゃるとおり、これからの宮崎の

産業を支える事業の一つであろうかと思います

ので、情報通信の分野についても商工観光労働

部あたりとも連携をしながら取り組んでいきた

いと思っております。

○緒嶋委員 みやざき産業人財確保支援基金の

活用だけれど、これは19人が決定したが、企業

は何社ですか。半分は企業が負担するわけでしょ

う。

○米良産業政策課長 企業の負担が４分の１と

なっております。企業は12社の19名となってお

ります。

○緒嶋委員 これは、人材確保のためには大変

有意義な制度だと思うんですけれど、やはり次

年度も相当希望がふえるような雰囲気はあるわ

けですか。人材確保の面から。

○米良産業政策課長 この事業は29年度から始

めておりますが、29年度は年度途中からという

こともありまして、少し参加企業数も伸びなかっ

たところでございますけれども、広報に努め、

今年度につきましては、昨年度が35社に手を上

げていただいていて、その中で12社19人でした

けれども、62社まで拡大をしております。

今後、さらにこの企業の拡大等にも努めるべ

く、周知活動等にも取り組んでいきたいと思っ

ております。

○松村主査 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 質疑もないようですので、それで

は、予定していた１班の審査を終了いたします。

午後の開始時間を１時20分といたしまして、

暫時休憩いたします。

午後０時12分休憩

午後１時20分再開

○松村主査 分科会を再開いたします。

これより、第２班の生活・協働・男女参画課、

みやざき文化振興課、人権同和対策課、情報政

策課、国体準備課の審査を行います。

平成29年度決算について各課の説明を求めま

す。

○小川生活・協働・男女参画課長 生活・協働

・男女参画課の決算状況等について御説明いた

します。

お手元の平成29年度決算特別委員会資料の５

ページをお開きください。

上から７段目、生活・協働・男女参画課の欄

をごらんください。

予算額４億2,574万5,000円に対しまして、支

出済額４億2,143万9,051円、不用額は430万5,949

円、執行率は99.0％であります。

次に、20ページをお開きください。24ページ

までが当課の決算事項別明細となっております。

それでは、目の不用額が100万円以上のもの、

または、執行率が90％未満のものについて御説

明いたします。

23ページをお開きください。
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（目）県民生活費の不用額が131万5,143円で

あります。これは主に消費生活センターの事務

費等の執行残でございます。

次に、24ページをごらんください。

（目）児童福祉総務費の不用額が187万5,629

円であります。この不用額のうち主なものは、

下から３段目の委託料113万8,908円であります

が、これは主に性暴力被害者支援センターの運

営業務委託費の執行残であります。

決算事項の説明は以上であります。

続きまして、平成29年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書40ペ

ージをお開きください。

人づくり３の（１）男女共同参画社会の推進

についてであります。

主な事業の１つ目、男女共同参画センター管

理運営委託としまして、推進拠点であります当

該センターの管理運営を特定非営利活動法人み

やざき男女共同参画推進機構に委託し、県民へ

の啓発や相談事業等に取り組みました。

次に、２つ目のみやざき女性の活躍加速化と

して、国の交付金を活用し、企業、関係団体、

行政が一体となって設立しましたみやざき女性

の活躍推進会議が行う女性の多様な働き方を進

めるための講演会や研修会の開催支援などに取

り組みました。

今後とも市町村、関係機関、団体等との連携

を図りながら、男女共同参画社会の実現や女性

の活躍に向けた取り組みを推進してまいりたい

と考えております。

42ページをお開きください。

（２）のＮＰＯや企業、ボランティア等多様

な主体による社会貢献活動の促進についてであ

ります。

主な事業の１つ目、協働による未来みやざき

創造として、県との協働事業の提案を公募し、

ＮＰＯ等多様な主体との協働を推進しました。

２つ目のみやざき県民協働支援センターにお

いては、協働の推進やＮＰＯ運営等の支援拠点

として、活動支援スペースの提供や研修の開催、

ＮＰＯ運営・法人設立等の相談対応などを実施

しました。

今後とも多様な主体による社会貢献活動を促

進するため、相談、研修、情報提供等の充実を

図ってまいりたいと考えております。

44ページをお開きください。

くらしづくり、１の（１）安心で快適な生活

環境の確保についてであります。

主な事業の１つ目、消費者行政活性化として、

国の交付金を活用し、メディア等による広報・

啓発や、市町村が行う相談・啓発事業への支援

を行いました。

主な事業の２つ目、消費生活相談員等設置と

して12名の専門相談員を配置し、多様な相談者

への適切な助言などに取り組みました。

今後とも県民が安心して消費生活を営むこと

ができるよう市町村と連携して相談体制の強化

及び啓発事業の推進に取り組んでまいりたいと

考えております。

46ページをお開きください。

２の（１）安全で安心なまちづくりについて

であります。

県民一人一人が、防犯意識を高め、犯罪の起

きにくい安全で安心なまちづくりが推進される

社会を目指し、主な事業の宮崎県犯罪のない安

全で安心なまちづくり促進として学校等へのア

ドバイザー派遣や県民の集いの開催等により県

民の意識啓発等に取り組みました。

今後とも市町村、関係機関・団体との連携を
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図りながら、地域安全活動の活性化に取り組ん

でまいりたいと考えております。

47ページをごらんください。

（２）の交通安全対策の推進についてであり

ます。

主な事業の改善事業「みんなで交通安全！啓

発推進」として、各季節ごとの交通安全運動期

間を重点に、メディア等を活用した効果的な広

報・啓発に取り組みました。

本県は、脇見や安全不確認等の漫然運転によ

る事故が多く、交通事故者のうち高齢者の割合

が高いことから、脇見・ぼんやり等の漫然運転

追放、高齢者の交通事故防止を運動の基本に掲

げ、啓発等に取り組んでまいります。

最後に、監査委員の決算審査意見書につきま

しては、報告すべき事項はございません。

生活・協働・男女参画課は以上であります。

○川口みやざき文化振興課長 みやざき文化振

興課の歳出決算状況等について御説明いたしま

す。

決算特別委員会資料の５ページにお戻りくだ

さい。

上から８段目、みやざき文化振興課の欄であ

ります。

予算額67億692万7,000円に対しまして、支出

済額は66億8,474万9,946円であり、この結果、

不用額は右の2,217万7,054円、執行率は99.7％

でありました。

続きまして、資料の25ページをお開きくださ

い。当課の決算事項別明細は、28ページまでと

なっておりますが、このうち目の不用額が100万

円以上のものについて御説明いたします。

資料の26ページをごらんください。

ページ上段の（目）企画総務費につきまして

は、不用額が144万1,639円となっておりますが、

このうち主なものとしましては、下から２段目

の工事請負費の不用額116万1,754円であります。

これは、県立芸術劇場における屋根等防水改修

工事の入札残等によるものであります。

続きまして、資料の27ページをお開きくださ

い。

ページ上段の（目）計画調査費につきまして

は、不用額が150万4,433円となっておりますが、

このうち主なものといたしましては、上から６

段目の委託料の不用額77万5,965円であります。

これは、チャレンジ文化活動事業を実施する

に当たっての委託料のうち、事務経費が予定を

下回ったこと等によるものであります。

次に、ページ下段の（目）観光費につきまし

ては、不用額が123万3,128円となっております

が、このうち主なものとしましては、一番下の

段の負担金・補助及び交付金の不用額82万5,466

円であります。これは、「神話の源流～はじまり

の物語」磨き上げ支援事業補助金等の申請件数

が予定を下回ったことによるものであります。

続きまして、28ページをお開きください。

（目）事務局費につきましては、不用額が1,784

万3,670円となっておりますが、このうち主なも

のとしましては、下から２段目の負担金・補助

及び交付金の不用額1,172万9,018円であります。

このうち951万8,800円につきましては、私立高

等学校等就学支援金の不用額であります。

本支援金は、保護者の授業料負担の軽減を図

るため、保護者世帯の収入状況に応じて支援金

を交付するものでありますが、生徒の転入・転

出や退学、収入状況による交付額の変更等によ

る見込みが予定を下回ったことによるものであ

ります。

決算事項の説明は、以上であります。

次に、平成29年度の主要施策の成果について
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御説明いたします。

平成29年度主要施策の成果に関する報告書

の48ページをお開きください。

未来を担う人財が育つ社会の魅力ある教育を

支える体制や環境の整備・充実であります。

下の表の主な事業及び実績でありますが、ま

ず、私立学校振興費補助金は、私立学校の教育

の振興と経営の安定化、保護者の経済的負担の

軽減を図るため、私立高・中・小学校の計24校

に対して人件費等の経常的経費の一部を補助し

たものであります。

次に、２つ下の私立高等学校等就学支援金は、

先ほどの説明と重複いたしますが、保護者の授

業料負担の軽減を図るため、生徒・保護者世帯

の収入状況に応じて支援金を交付したものであ

ります。

続きまして、49ページをごらんください。

上から２つ目の奨学のための給付金は、授業

料以外の教育費に充てるため、生活保護及び市

町村民税所得割が非課税の世帯に対して世帯状

況等に応じて給付金を交付したものであります。

これらの事業により、保護者の経済的負担の

軽減や学校教育環境の充実、教職員の資質向上、

教育活動の充実等を図ったところでありますが、

今後も引き続きこれらに取り組んでまいりたい

と考えております。

続きまして、50ページをお開きください。

生涯を通じて学び、文化・スポーツに親しむ

社会の文化の振興であります。

下の表の主な事業及び実績でありますが、宮

崎国際音楽祭開催につきましては、第22回を迎

え、今まで音楽祭にお越しいただいたことのな

い方にもおいでいただくための３つの企画を実

施するなどにより、来場者数は過去最高の２

万734人でありました。また、あわせて第23回音

楽祭の準備を行ったところであります。

次に、その下の県立芸術劇場管理運営委託に

つきましては、同劇場の維持・管理やホール及

び練習室の貸し館事業を行ったところであり、

年間利用者は25万4,725人でありました。

次に、２つ下の県立芸術劇場大規模改修につ

きましては、施設の老朽化に伴い安全面や緊急

性、修繕内容等を検討の上、計画的に実施して

いるところであり、平成29年度は、屋根等の防

水や舞台音響の改修等を行ったものであります。

続きまして、51ページをごらんください。

一番下の新規事業「国民文化祭開催準備」に

つきましては、2020年の本県開催に向け県実行

委員会において大会基本構想の承認を得るとと

もに、市町村や文化団体との意見交換、ロゴマ

ークの公募などの開催準備を行ったものであり

ます。

今後も引き続き文化の鑑賞機会や創作発表の

機会の充実を図るとともに、文化活動を支える

環境の整備等を進めることにより、多くの県民

が文化に親しみ、豊かさを実感できる社会づく

りを推進してまいりたいと考えております。

続きまして、54ページをお開きください。

活発な観光・交流による活力ある社会の観光

の振興であります。

下の表の主な事業及び実績でありますが、上

から１つ目の「神話の源流～はじまりの物語」

ブランド磨き上げにつきましては、地域におい

て県民みずからが神話伝説、伝統文化、史跡等

を活用して企画実施する取り組みに対し支援を

行ったほか、「神話の源流 みやざき」のブラン

ド確立を図るため、首都圏や関西、福岡の大学

と連携した講座や県外での神楽公演を実施した

ものであります。

続きまして、55ページをごらんください。
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上から２つ目の改善事業「「神話の源流～はじ

まりの物語」魅力発信映像制作」につきまして

は、映画監督の河瀨直美氏による「美しき日本

宮崎」の９作目として延岡市に伝わる神話や

伝承をテーマにしたプロモーション映像を制作

したものであります。

今後とも「神話の源流 みやざき」ブランド

の定着を図っていくため、これまでの取り組み

を継続しながら、イメージ戦略やターゲットを

絞った戦略的な情報発信に努めてまいりたいと

考えております。

主要施策の成果の説明は以上であります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して

ですが、特に報告すべき事項はございません。

みやざき文化振興課の説明は、以上でありま

す。

○磯崎人権同和対策課長 人権同和対策課の決

算状況等について御説明いたします。

初めに、お手元の平成29年度決算特別委員会

資料の５ページを再度お願いいたします。

上から９段目、人権同和対策課の欄をごらん

ください。

予算額１億2,833万1,560円に対しまして、支

出済額１億2,758万4,762円で、不用額は74

万6,798円、執行率は99.4％となっております。

次に、29ページをお開きください。

当課の決算事項別の明細は、29ページから30

ページのとおりであります。

目の不用額が100万円以上、または執行率が90

％未満のものはございません。

決算事項の説明は、以上であります。

続きまして、平成29年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

お手元の主要施策の成果に関する報告書の56

ページをお開きください。

人づくりの３の（３）人権意識の高揚と差別

意識の解消についてでございます。

主な事業の１つ目、一人ひとりが尊重される

みやざきづくり人権啓発推進におきましては、

８月の人権啓発強調月間及び12月の人権週間に

おきまして、子供たちを対象とした夏休みふれ

あい映画祭の開催や、テレビＣＭの放送、イオ

ンモールでの街頭啓発などさまざまな啓発活動

を集中的に行ったところでございます。

また、人権に関する作品募集や、各種啓発資

料の作成配布のほか、スポーツ組織等と連携し

た人権啓発活動に取り組みました。

次に、その下の新規事業「みんなでつくる「一

人ひとりが尊重し合うみやざき」人権啓発」に

おきましては、大学やＮＰＯ・企業等と連携し、

それぞれの特色を生かした啓発活動やジンケン

ジャーを派遣しての啓発などを行いました。

57ページをごらんください。

宮崎県人権啓発センターにおきましては、人

権担当者養成講座や県民人権講座など、各種の

講座を開催し、人権教育・啓発のリーダーとな

る人材の育成を図りました。

また、啓発研修講師の派遣や、研修用のビデ

オなどの貸し出しにより、民間企業等が自主的

に行う啓発・研修等の支援に努めたところであ

ります。

これらの事業によりまして、人権尊重の機運

の醸成を図るとともに、職場や地域などあらゆ

る場で、人権教育・啓発の取り組みが促進され

るよう努めたところであります。今後とも一層

の工夫に努めながら、人権意識の高揚を図って

まいりたいと考えております。

主要施策の成果については、以上でございま

す。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、
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報告すべき事項はございません。

人権同和対策課は、以上であります。

○斎藤情報政策課長 情報政策課の平成29年度

決算について御説明いたします。

平成29年度決算特別委員会資料の５ページを

お開きください。

一番下から５段目、情報政策課の欄になりま

す。

予算額13億9,136万5,000円に対しまして、支

出済額12億9,847万9,561円、翌年度繰越額5,748

万3,000円、不用額3,540万2,439円。

執行率は93.3％となりますが、翌年度への繰

越額を含めますと97.5％となります。

次に、31ページをお開きください。当課の決

算事項別の明細は、31ページから32ページまで

でございます。

このうち、目の不用額が100万円以上のもの及

び執行率が90％未満のものについて御説明いた

します。

まず、（目）企画総務費でありますが、不用

額1,101万6,646円、執行率99.0％となっており

ます。

この不用額の主なものは、まず、下から６段

目の需用費265万1,994円でありますが、これは

年度末の異動等に伴う各所属の県庁ＬＡＮ設備

の移設等が想定よりも少なかったことによる執

行残などによるものであります。

続きまして、その２つ下の段の委託料247

万8,449円であります。

これは、防災拠点庁舎県庁ＬＡＮ設備設計委

託の執行残などによるものであります。

続きまして、その下の使用料及び賃借料144

万8,299円でありますが、これは、現在進めてお

りますサーバ統合基盤への各部局のシステムの

移行の中で、予定を前倒しできたシステムがあっ

たことにより、サーバの設置に伴う使用料の一

部が必要なくなったことなどによるものであり

ます。

また、その下の工事請負費310万5,000円であ

りますが、これは、県庁ＬＡＮ設備改良工事の

入札執行残によるものであります。

次に、32ページの（目）計画調査費でありま

す。

不用額は2,438万5,793円でありますが、執行

率は65.9％、携帯電話等エリア整備事業が繰り

越しとなったことによる繰越額を含めます

と89.8％となります。

主なものは、まず、下から３段目の委託料185

万1,043円でありますが、これは、災害等により

宮崎情報ハイウェイに障害が発生した場合の復

旧費用として予算を確保していましたが、それ

が不要になったことなどによるものであります。

次に、その下の負担金・補助及び交付金2,223

万円でありますが、これは、携帯電話等エリア

整備事業における国庫補助金の額の確定による

執行残であります。

続きまして、平成29年度の主要施策の成果に

ついて御説明いたします。

お手元の平成29年度主要施策の成果に関する

報告書の59ページをお開きください。

１、安心して生活できる社会の（４）情報通

信基盤の充実及び利活用の促進についてであり

ます。

携帯電話等エリア整備でありますが、これは

携帯電話のサービスが提供されていない地域に

おいてサービスを提供するための施設を整備す

る市町村に対し、補助を行うもので、これによ

り、住民生活の利便性向上に加え、防災・救急

面での不安の解消を図ったところであります。

平成29年度は、串間市１地区、21世帯、美郷
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町２地区、17世帯、諸塚村１地区、２世帯を対

象に事業を実施しております。このうち美郷町

につきましては、今年度に事業繰り越しを行っ

ておりますが、既に事業のほうは完了しており

ます。

以上が、主要施策の成果についてであります。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はありません。

情報政策課の説明は、以上であります。

○岩切国体準備課長 国体準備課の平成29年度

決算の状況等について御説明をいたします。

再度、お手元の平成29年度決算特別委員会資

料の５ページをお開きください。

国体準備課は、下から４段目の行でございま

す。

予算額3,951万5,000円に対しまして、支出済

額1,455万5,992円、翌年度繰越額2,490万8,000

円、不用額は５万1,008円。執行率は36.8％となっ

ておりますが、翌年度への繰越額を含めます

と99.9％となっております。

次に、33ページをお開きください。

当課の決算事項別明細でありますが、目の不

用額が100万円以上のもの、または、執行率90％

未満のものにつきまして御説明をいたします。

上から４段目、（目）体育振興費で、執行率

が36.8％となっております。これは、県有主要

体育施設整備基本計画策定事業の翌年度への繰

り越しによるものでございます。

次に、平成29年度の主要施策の成果について

御説明をいたします。

別冊の平成29年度主要施策の成果に関する報

告書の61ページをお開きください。

人づくり２の生涯を通じて学び、文化・スポ

ーツに親しむ社会の（２）スポーツの振興につ

いてであります。

主な事業、実績について、まず、国民体育大

会開催準備事業でありますが、2026年に本県で

開催する第81回国民体育大会の諸準備に官民一

体となって取り組むため、第81回国民体育大会

宮崎県準備委員会を設立し、総会、専門委員会

等を開催いたしますとともに、競技会場となる

市町村の選定など、国体の開催準備を進めるに

当たり、市町村・競技団体とのヒアリング、意

見交換や先催県の情報収集等を実施いたしまし

た。

次に、県有主要体育施設整備基本計画策定事

業であります。

陸上競技場、体育館、プールの県有主要３施

設について、整備地をそれぞれ都城市、延岡市、

宮崎市として、各施設の整備基本計画の策定作

業に着手をしたところであります。

主要施策の成果につきましては、以上であり

ます。

最後に、監査委員の決算審査意見書に関して、

特に報告すべき事項はございません。

国体準備課は、以上であります。

○松村主査 説明が終了いたしましたが、各課

ごとに質疑を行います。

まず、生活・協働・男女参画課から、委員の

皆様の質疑はありませんか。

○前屋敷委員 女性が活躍できる場をもっと広

げてほしいということなんですが、この資料の41

ページに県の審議会と市町村の審議会の女性委

員のデータが出ておりますが、これが少しずつ

減少している状況もございます。主な理由がわ

かれば。

それともう一つは、県職員の幹部登用の現状

を、29年度のデータでお示しください。

○小川生活・協働・男女参画課長 県の審議会

の数字につきましては、若干減ってはきており
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ますが、主な数字といたしましては、総合政策

部が46.5％、環境森林部が50.5％、一番数字の

低いもので県土整備部の39.7％です。大きく下

がっているものはないんですけれども、県土整

備部等でどうしても委員の構成上、女性委員が

少ないものがあるということで、若干の数字の

低下となっております。

ただし、全国的には第４位という数字の状況

でございますので、県の審議会等の女性委員の

数としては若干下がっておりますが、特に問題

のあるような下がり方ではないと認識しており

ます。

○前屋敷委員 審議会の場合は、それで理解は

できますが、県職における部長級、課長級とい

う方々の人数がわかれば。

○小川生活・協働・男女参画課長 平成29年度

の県の女性管理職の課長級以上の割合が、全国

が9.0％に対しまして本県が6.7％となっており

ます。

○前屋敷委員 もう少し詳しくわかりますか。

○小川生活・協働・男女参画課長 30年度の数

字で言いますと、管理職18名、6.6％の内訳とし

まして、部長１名、次長４名、課長級13名となっ

ております。

役付のその他としましては、補佐が86名、係

長級が76名。計180名、12.7％が役付での女性の

割合となっております。

○前屋敷委員 これは、前年度とすると、どう

なんですかね。

○小川生活・協働・男女参画課長 29年度が、

課長級以上の割合が20名となっておりましたの

で、２名減って18名が30年度の数字となってお

ります。

役付以上のほうは、ふえておりまして、29年

度の161名に対しまして、30年度が180名となっ

ております。

○前屋敷委員 ぜひ多くの皆さんを登用してい

ただきたいと思います。

○武田委員 私も男女が一緒になって地域を支

えていくという形の中で、県庁であるとか市町

村役場では、審議会もなんですけれど、よく女

性登用率が出てくる。市町村の審議会がやっぱ

りどうしても低過ぎるんだという思いもありま

すが、その数字を目標設定して上げていくのは

もちろんなんですけれど、その働きやすい環境

─もちろん女性を選ばないという形ではなく

て、女性がやっぱりどうしても手を挙げて働き

にくいというか、幹部にどうでしょうかねとい

うとき、尻込みしてしまう環境もあるのではな

いかというような気がして、そこを改善してい

かないと、なかなか目標設定をしても。私も初

めてこうやって決算も審議させていただくんで

すが、市議会の時代に女性職員と話をすると、

どうしても環境が整っていないと。私はいいと

言うから、いや、あなたがもうちょっと頑張っ

て、やっぱり実績をつくっていかないと、次の

世代が育たないんじゃないかという話をよくし

ていたんです。でも、今の私たちと同年代の課

長─串間の場合は課長制ですので、課長にな

れるような人材がいっぱいいるわけですよね。

その方々とお話をしても、どうしても次の世代

は頑張ってほしいみたいな話をするので、あな

たたちが頑張ってほしいんだよねというような

話をよくしていたんですけれど。そういうこと

で、どうしてもやっぱり環境が整っていないん

じゃないかという思いがあるんですが、そこあ

たりいかがでしょうか。

○小川生活・協働・男女参画課長 役付以上の

人数等もふえておりますので、環境的には徐々

にではありますが、醸成されているというふう
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に思っております。県でいきますと、総務部の

話になりますけれども、産休、育休とか、そう

いうものが取りやすくなったりとかいう形で、

徐々に育児の間、女性が休むようにはなってき

ております。Ｍ字カーブのＭの部分が余りＭに

ならないような形で徐々に改善はされてきてい

ると思っておりますので、次の世代はという形

にはなると思っております。

○武田委員 そこが今変わらないと次の世代も

なかなか変われないわけで、男性目線の努力は

私も含めて皆さんされていると思うんですが、

やはり女性の意見であるとか、若い職員の意見

も。今社会がそういうふうに向いているのはわ

かるんですが、どうしてもやっぱり今の組織を

維持しながらやる中で、意識改革の理解はして

いるんだけれど浸透していないというイメージ

がありましたので、こうやってちょっと質問さ

せていただきました。よろしくお願いをしてお

きます。

○緒嶋委員 男女共同参画センターには、県の

職員は出向していないわけですか。

○小川生活・協働・男女参画課長 ＮＰＯに運

営、管理委託をしておりますので、今おりませ

ん。

○緒嶋委員 このＮＰＯは男女どういう体制に

なっておるんですか。

○小川生活・協働・男女参画課長 基本的には、

センター長、次長も女性という形で全員女性で

構成されております。

○緒嶋委員 ここは男女参画じゃないわけです

ね。女性だけですね。

○小川生活・協働・男女参画課長 相談に来ら

れる方は、もちろん男性の方も２割程度いらっ

しゃいますので、その辺の配慮はしたいとは思っ

ているんですが、やはり女性の利用者のほうが

多いということで、女性職員でとなっておりま

す。

○緒嶋委員 ある程度男性もここに逆に入らな

いといかんとじゃないか。

○小川生活・協働・男女参画課長 ＮＰＯで人

の採用をしておりますので、ＮＰＯにも今後申

し入れをしたいというふうに思います。

○緒嶋委員 それが、本当の男女共同参画社会

だと思います。よろしくお願いします。

○右松委員 41ページで。みやざき女性の活躍

推進会議の会員数が100社ぐらい伸びていまし

て、目標数値の220社を超えていますが、この女

性が多様な働き方ができる環境づくりを進める

という中で、商工会議所とか商工会とも連携し

ながらやっていく中での成果であるのか、ある

いは先進的な取り組み事例を幅広く広げていく

中での成果なのか、そのあたりを教えてもらう

とありがたいなと思います。

○小川生活・協働・男女参画課長 商工会議所

等にももちろん会員を開拓するときにお願いを

しておりますけれども、推進委員という形で女

性の非常勤職員を１人雇っております。その方

が県内の各企業を、現状をお聞きするなり、こ

の会の意義、講演会等への参加等を呼びかける

ような形で回っておりまして、こういう成果と

なっております。

○右松委員 先ほどの育休でありますとか、女

性の能力開発、管理職登用、再就職しやすいよ

うな環境づくりとか、いろいろ項目があろうか

と思いますけれども、そういった中で先進的に

取り組んでおられるところとか、いろいろ把握

されて、頑張っていらっしゃるのかなと思って

いたものですから、ぜひこれからも引き続き頑

張っていただければと思います。

○前屋敷委員 消費生活センターの件で、ちょっ
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とデータを教えてほしいんですけれど、45ペー

ジの相談件数なんですが、これは宮崎にある消

費生活センターの分なのか、延岡と都城の相談

件数も入ってるんですかね。

○小川生活・協働・男女参画課長 延岡と都城

の２つの支所を含めた県の消費生活センター３

センターの相談件数となっております。

○前屋敷委員 以前、今もでしょうけれど、オ

レオレ詐欺であるとか、商品販売のことである

とか、そういうのがかなり相談としては多かっ

たようにあるんですけれど、現状ではどういう

相談が特化して多い状況でしょうか。

○小川生活・協働・男女参画課長 １番目は、

やはり情報サイトの料金の不当請求という関係

─ワンクリック詐欺とか言われるようなもの

が、やはり一番大きくて、29年度でいきます

と1,419件ほどの相談が上がっております。

２番目が、はがき等による架空請求というも

の等が1,000件ほど出ておりまして、以前ですと、

例えば、光ケーブルとかインターネット回線の

契約を勧めるようなサービスのトラブルが多

かったんですが、それが29年度は減って５番目

ぐらいの要因となっております。

○前屋敷委員 わかりました。

○松村主査 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それでは、次に、みやざき文化振

興課の質疑に入ります。

質疑はありませんか。

○緒嶋委員 51ページ、国民文化祭の開催準備。

これは大体順調に開催に向けて進んでおるとい

うふうに理解していいんですかね。まだ、全体

的にどういう形のものになるのか、イメージが

ちょっと湧かんとですけれど。

○川口みやざき文化振興課長 国民文化祭につ

きましては、ただいま基本構想ができまして、

そのキャッチフレーズとか期間とか理念とか、

そういったものを定め、ことし国の承認をいた

だきました。

今の準備状況なんですけれども、大きく事業

の構成を言いますと、開会式と閉会式、あとそ

の開会式の前にやりますプレフェスティバル、

これが基本、核となるような事業になります。

その期間が51日間ということで今定めているん

ですが、間に８回ぐらい土日が来るものですか

ら、その８回ぐらいのところの県のメインの事

業を幾つかまだ検討中なんですけれども、３つ

とか４つぐらい考えて今検討しているところで

す。

あと、全市町村で分野別の少なくとも１事業

をしていただくということで、その分野別とい

うのが、例えば、オーケストラの祭典であった

り、お茶の祭典であったり、オペラの祭典であっ

たりとか、いろいろ分野ごとに文化団体が企画

して、それを市町村と一緒に事業を練り上げて

いくという。それは市町村の分野別事業という

ことで、今この市町村で実行委員会を立ち上げ

ており、全市町村ほとんどもう立ち上がってい

ます。そこで具体的な事業を今組み立てている

ところでございます。

開会式とか閉会式のフェスティバルについて

は、今年度事業を委託しまして、詳細な事業計

画書を年度末までにつくり上げることで、それ

についての演出であるとか、中のどういった人

をキーマンにするのかとか、今検討しておりま

す。

こういった全体事業等の中身について、今年

度の末にはどこの市町村で大体どういった事業

をやるとか、県も大体どんな事業をやるとか、

そういったのを決めてお示ししたいなと思って
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いるところです。

○緒嶋委員 51日間の時期はいつごろになるん

ですか。

○川口みやざき文化振興課長 平成32年10月17

日の土曜日から12月６日の日曜日までの51日間

です。本県は、今回、神楽とか、神話とか、そ

ういったのも記紀の集大成でどうしても行うこ

ともあり、神楽の時期をちょっと含めようとい

うことで、後ろを12月６日までと定めておりま

す。

○田口副主査 ちょっと理解を深めるために伺

います。

私立学校振興費補助金は高等学校14校とあり

ますが、この9,742名が14校全部の生徒数と見て

いいんですね。

○川口みやざき文化振興課長 高校14校の人数

は9,212人で、これに看護の専攻科がある４校分

が530人あり、それを足した人数が9,742人とい

うことになっております。

○田口副主査 そうすると、今大体9,200人ぐら

いいる中で、２番目の授業料減免補助金が11

校2,018人いるということは、４人に１人は授業

料免除ということですか。

○川口みやざき文化振興課長 そういうことに

なります。

○田口副主査 わかりました。その３番目にな

ります高等学校就学支援金で、高等学校14校

の8,133人といったら、９割近くに支援金を出し

ているのですか。

○川口みやざき文化振興課長 この就学支援金

は、授業料の無償化に伴いまして、県立高校は

授業料9,900円を月額助成しているんですけれ

ど、私学のほうもそれを所得に応じて2.5倍まで

加算して支給しているところなんですが、所得

制限がありまして、世帯収入の約910万円以下が

これの対象になっているということで、パーセ

ンテージでいうと、大体88.3％の方が就学支援

金を給付されていることになっています。

○田口副主査 この就学支援金は高校授業料無

償化に伴うときのだということでいいんですね。

わかりました。ありがとうございます。

○松村主査 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 次に、人権同和対策課についての

質疑はありませんか。

○緒嶋委員 東京五輪の開会式で神楽をどこか

に入れたらというのは、かなり期待感を持って

いいわけですかね。みやざき文化振興課は終わっ

たかな。後で聞きます。

○前屋敷委員 ちょっと全体的なことなんです

けれど、人権同和対策課で、同和というのがど

うしても長年残ってきているんですが、やっぱ

り現状として人権をお互い尊重する、人権を守

るというのは大事なことなんですけれど、この

同和というのには、ちょっとこだわりがあって、

もう今の感覚では、ほとんど余り私としては表

面化はしていないような気はするんですよ。

でも地域によっては、この同和での差別があっ

たりとか、やっぱり人権が侵害されているとか、

そういう実態がどの程度あるものなのか、ちょっ

と現状を聞かせていただけるといいかなと思い

ます。

○磯崎人権同和対策課長 まず、委員がおっ

しゃったように、地域性というところがござい

ますので、なかなか県全般見渡したときには、

そう見えない部分も多いと思うんですけれども、

やっぱり昔ながらに残っている地域では、数は

もちろん大きく減ってはきていますが、いまだ

にやっぱり差別事象が時たま起こっている状況

はございます。
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それから、当課のほうで県民の人権に関する

県民意識調査を５年に一度アンケート方式の抽

出調査で行っているんです。これを見ますと、

直近では平成25年度に行っているんですけれど

も、その中で同和問題に関して、自分に子供さ

んがいると仮定して、「もし自分の子供さんから

同和地区出身者の方と結婚したいというふうに

相談をされたときにはどうしますか」という設

問に対しまして、「望ましい。親としては支援し

て協力する」とか、「子供の意思に任せる」とい

う望ましい回答が約６割ぐらいを占めています

が、その一方で「反対するが、意思が強ければ

仕方がない」とか、「家族や親戚が反対すれば認

めない」とか、あるいはもっと「絶対に認めな

い」というような同和問題にこだわりがある、

実際身近な結婚の問題になると、やっぱりちょっ

と一歩引いてしまうような回答が約15％弱、５

年前の調査でも出ております。

また、それ以外、残りの中で「わからない」

という回答が２割ほどありまして、残りも自信

を持って、僕はそのことは気にしないよと、私

は気にしないよというふうには答えられない方

なんだなと思いますので、やっぱり身近な問題

になってくると、そういうちょっと抵抗がある

方は、いまだにたくさんいらっしゃるなという

状況がございます。こういった意識をしっかり

と変えていく必要があると思っておりますので、

やっぱり同和問題も含めて、県民全般の人権意

識を高める手法をとりながら、個別の同和問題

についても啓発、研修等にしっかりと取り組ん

でいく必要があると考えております。

○前屋敷委員 そういう意識が現状であるとい

うことは、そういうアンケートなどでも示され

ているので、全くゼロということではないのか

もしれないんですけれど、やはりそういう感覚

というか、思いというか、認識というのが払拭

されていかなければ、いつまでたってもそこが

解消しないので、ぜひそこのところは、そうい

うことも念頭に入れつつお願いしたいと思いま

す。

○井本委員 そういう人に対して、具体的にど

ういう説得の仕方をするの。

○磯崎人権同和対策課長 今の意識調査に回答

した人に対することかと思うんですけれども、

一応、これは匿名での調査になっていますので、

どなたがそういう回答をいただいたかは、ちょっ

とわからないので、個別に指導はできないんで

すが、3,000名にまず調査書をお送りするんです

けれども、その後、締め切り間近になって、回

答をいただいた方への御礼と、もし回答をされ

ていない場合には、回答をお願いしますという

ことで、再度3,000名の調査表を送った全員の方

に督促状兼御礼状のようなものをお送りします。

その際に、同和問題の正しい知識を説明する簡

単なチラシを入れてお送りして、しっかりと同

和問題について理解をいただけるようにという

ところの取り組みはしているところですけれど

も、個別に回答をいただいた方がどなたかはわ

かりませんので、個別に接触はできていないと

ころです。

○松村主査 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それでは、次に、情報政策課に移

ります。質疑はありませんか。

○緒嶋委員 59ページ、施策の進捗状況の中で、

未提供世帯数が29年度はふえておるのはどうい

うふうに理解すればいいと。

○斎藤情報政策課長 平成29年度の携帯電話等

エリア整備事業により、40世帯の不感エリアを

解消した一方で、県が実施している市町村調査
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において、西都市で新たに不感エリアが判明し

たと。それで、ちょっと世帯数が増加したこと

によって、このような実績の数字になっており

ます。

○緒嶋委員 何で新たに発生したのですか。

○斎藤情報政策課長 市町村のほうに毎回調査

をしていただいておるんですが、そのときに住

民の方々から直接的な要望とか、そういったも

のを中心に上がってきておるところでございま

す。

ただ、市町村によっては、何かの事業に伴っ

て、その地域に出向いて詳細に調査をしたりと

かもしておるものですから、そういったときに

新たに判明するとか、また、事業としてほかの

地区でこういった携帯の事業をしたときに、い

や、やっぱりうちの地区でも入らないところが

あるとか、そういった声が上がってくるという

ことで、こういった現象が起こっておるところ

でございます。

○緒嶋委員 これは、世帯だから、実際は、家

のないところも含めて、県全体どこに行っても、

何かの携帯会社のサービスができるように。じゃ

ないと、山に行ったとか、遭難したとかのとき、

奥地に行った場合には、なかなか連絡がとれな

いことになるわけですね。

それから、どこに行っても人家に関係なく県

土の面積の中で、そのエリアが全部100％解消さ

れるのが一番いいというか。何かユネスコエコ

パークなんかで、今度は祖母・傾・大崩なんか、

登山客がふえて、山奥では遭難したりしたとき

の連絡体制がなかなか難しくなる場合もあるん

ですよね。

だから、基本的には、この30年の目標値が200

になっておるけれど、やっぱりこれはこの家の

ところでもゼロが一番いいわけだから、そうい

うことを考えたら、全体的に人家があるとこな

いとこ関係なく、どのあたりがまだ空白地帯に

なっているかを１回調査する必要もあるじゃな

いかと思うんですが、そういう調査はできんわ

けですかね。

○斎藤情報政策課長 この携帯電話のそうした

不感エリアを当然、世帯以外のところも全部把

握できれば、本当に委員のおっしゃるように、

私たちとしても理想だと思っておるんですが、

事業者のほうに聞いてみると、自分たちのほう

も一体どこが本当に不感エリアなのかがなかな

かまだ十分把握できていないといった現状でご

ざいます。

今後、そういったものを少しでも解消できる

ように、また、事業者及び市町村といろいろ協

議しながら、この携帯電話等エリア整備事業を

進めてまいりたいと思っております。

○井本委員 災害になったとき、遠い山の上に

届くＷｉ─Ｆｉなんかをあの辺にというのは、

全く別ですか。

○斎藤情報政策課長 山の上のほうに、そういっ

たＷｉ─Ｆｉの整備をするのも、当然、一つの

方法になっております。ただ、なかなか山の上

のほうまでそういったＷｉ─Ｆｉの整備をする

のは、ある程度整備の箇所が多くなってきます

ので、携帯電話の鉄塔を１つつくって、そこか

ら電波を飛ばすなり、そうしたほうが広範囲に

及ぶ場合は、やっぱり現実味があるやり方かな

と思っておるところでございます。

○松村主査 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 ないようですので、それでは、国

体準備課の質疑に移ります。質疑はありません

か。

○井本委員 延岡も今度体育館をつくっていた
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だけるので感謝をしておりますけれども、しか

し、国体の役目は、もうぼちぼち終わっとるん

じゃないのかなという気はするんだけれど、そ

ういう議論はないんですか。

○岩切国体準備課長 国体につきましては、私

どもの宮崎県が2026年２巡目ということで、全

ての２巡目が各県で終わるのが、今のところ2033

年ぐらいであろうということを聞いております。

その後、国体が─今後スポーツ大会という名

前になりますけれども、どのようになるのかは、

今後の文科省、日本スポーツ協会を含めて協議

がなされるものとは思っております。

○井本委員 まだ、議論はないわけね。

○岩切国体準備課長 今のところ２巡目以降の

具体的なお話というのは我々のほうでは把握を

しておりません。

○緒嶋委員 こういう国体を2026年にやるのは、

決定だからどうしようもないと思うんですけれ

ど、問題は、できたものが、将来的に負の遺産

になっちゃいかんわけですね。そこをどうする

かを考えていないと、あとはランニングコスト

からなにから、そして、それが有効に利用され

るかどうかもまだわからんわけです、体協やら

を含めて。

そういうことを相当やらんと、これは、500億

も600億もかかるというような中で、本当にそれ

が宮崎県にとってすばらしいものであったのか

と。今はもうやらないといかんという気持ちだ

けれど、終わった後のことも十分やはり検討し

ておかんと、私は問題があると。今でも問題が

いろいろあるわけだから、そこ辺の検討という

か、将来にわたって、その運営とかについてま

で詰めていかないと、国体までのことだけ考え

ておってはいかんのじゃないかと思って。その

あたりも含めて検討されておるわけですかね。

○岩切国体準備課長 今回、２巡目国体に向け

て主要３施設ということで、陸上競技場、それ

から、体育館、プールを整備する方向で準備を

進めております。

まず、当面の目的としては、国体の競技会を

その３施設を使って行うところが一番の目標に

なるわけですけれども、当然、その大きな投資

をした上でつくる施設については、今後、長期

にわたって本県のいわゆる資産となるような形

で活用していけるような運営なり、管理の方法

も含めて今後検討をしていくことで考えており

ます。

○緒嶋委員 それと、プールも錦本町に大体今

のところは決まっている。まだ決まっていない

わけですかね。というのが、そこに決まるにし

ても、何かあそこは宮崎工業の陸上の練習場に

もなってるので、そこ辺も含めながら検討され

ておるわけですかね。

○岩切国体準備課長 プールの建設については、

今のところ宮崎市内の県有地ということにして

おりますので、今、委員のおっしゃった錦本町

も含めて、今後検討をしていく形になります。

もちろん錦本町については、今、教育庁の管

理の中で宮崎工業高校の第２グラウンドという

ような形で活用をしておりますので、その対策

についてもあわせて教育庁を含め検討していく

ことになるものと考えております。

○右松委員 もう言うまでもないことなんです

けれど、先ほど、緒嶋委員のほうから話があり

ました今後の活用の中で、やはり陸上競技協会

とか、そういったところとの連携は一定程度し

ていく必要がありますので、私自身もいろんな

話を団体のほうから伺ったりはしていますけれ

ども、ぜひいい関係を構築していただいて、審

判とか、いろんな意味でやはり協力関係を仰が
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ないといけないところでございますので、そこ

はもうそんなに心配していませんけれども、ぜ

ひしっかりとした協力関係を結んでいただけれ

ばと思います。要望としておきます。

○松村主査 質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 質疑もないようですので、以上を

もって第２班の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時28分休憩

午後２時30分再開

○松村主査 分科会を再開いたします。

各課長の説明及びそれに対する委員の質疑が

終了しましたが、総合政策部の決算全般につい

て何か質疑はありませんか。

○緒嶋委員 先ほどちょっと申しわけありませ

んでしたけれども、その例の東京オリンピック

において、神楽を開会式に何とか組み入れてほ

しいという皆さんの願いがあるわけですが、そ

れを提案書として2,700部もつくってＰＲされて

おるということであります。本当に開会式でぜ

ひやってほしいわけですけれども、その見込み

をどういうふうに今のところ判断されておるん

ですか。

○坂元記紀編さん記念事業推進室長 東京オリ

ンピック・パラリンピック開会式で神話、神楽

を取り上げてほしいというお願いの話でござい

ますけれども、今、知事を先頭に、国あるいは

その大会組織委員会などのほうに要望活動を

行っております。

現在、知事のほうが、全国知事会のスポーツ

・文化・観光のプロジェクトチームのリーダー

にもなっておられますので、平成28年度からは、

その立場で関係機関への要望も行っていただい

ているところであります。

私たち室としても、開会式の制作に当たりま

す電通ですとか、あるいは、大会組織委員会は

もちろんなんですけれども、こういったところ

に足を向けまして情報収集を行っているんです

が、現在は、どういった開会式になるのかとい

うような検討過程については明らかにされてお

りませんので、引き続きやっぱり情報収集を繰

り返し続けていくしかないのかなと。そして、

要望活動を継続していくしかないという考えで

おります。

東京オリンピック・パラリンピック、もちろ

ん開会式の問題もあるんですけれども、いろい

ろな話を伺ってみますと、関連してさまざまな

イベント、セレモニーも開催されると伺ってお

りますので、そういったところもひっくるめて

神話、神楽を取り上げてもらうように取り組み

を進めてまいりたいと考えております。

○緒嶋委員 ぜひ、これだけ知事を先頭にとい

うことでありますので、ものにしなければ。宮

崎県全体とすれば、この記紀1300年との絡みの

一環として、そのＰＲに取り組んだというよう

なこともおもしろいのかなと思いますので。こ

れは、国のどのあたりにそのアプローチをかけ

ておられるわけですか、そういうものを含めて。

○坂元記紀編さん記念事業推進室長 お伺いし

ているところは、文化庁であったり、スポーツ

庁であったり、あるいは内閣官房であったりと

か、そういったところを訪問しているところで

ございます。

７月30日に野村萬斎さんが、開会式の総合統

括に、さらにオリンピック担当の統括に山崎貴

さんという映画監督の方が就任されたと発表さ

れているわけですけれども、野村萬斎さんは御

存じのとおり狂言師で、神楽との関係もござい
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ます。

山崎監督も非常に神楽に対する関心が高いと

いうようなお話も伺っておりますので、直接な

かなか本人にアプローチができないのが、今

ちょっと悩ましいところですけれども、何とか、

こういったところもひっくるめて、関係者を含

めて今後接触をして当たっていけたらなと考え

ているところでございます。

○緒嶋委員 いずれにしても、これをそのどこ

かで取り上げてもらわなければ、何のためにやっ

たかわからんようなことにもなるので、やっぱ

りそこ辺を含めて、効率的なというか、今後と

も熱意を持って、知事を先頭にぜひ。これはも

のにすれば、全世界に向けての一つの大きな発

信にもなるわけですので、今後、県を挙げて、

これにぜひ取り組んでほしい、何とかものにし

てほしいと思いますけれど、部長はどうですか、

決意のほどは。

○日隈総合政策部長 ただいま室長から回答い

たしましたけれども、全国知事会の中でも文化

の関係は本県知事がリーダーで、積極的に今取

り組んでいるところです。

ただ、いろんな伝統芸能、伝統文化が全国に

ありますので、何とか、その中で宮崎の神楽を

ぜひとも採択いただきたいということで、一生

懸命取り組んでおりますので、緒嶋委員のおっ

しゃるように、宮崎の神話のふるさとが一番の

伝統的な文化と我々自負しておりますので、ぜ

ひ希望がかなうように全力を挙げて取り組んで

まいりたいと思います。

○井本委員 総監督みたいな人に、マラソンの

宗監督じゃないが、一番上の監督に、それこそ

何か芸術家なんかに来てもらってやったらどう

かなという気がするけれどね。名のある人にね。

そんな構想はないの。

○坂元記紀編さん記念事業推進室長 オリン

ピックの開会式の総合統括は、野村萬斎さんに

なるわけですけれども、私どもがこのオリンピッ

クの関係で毎年、能楽堂で神楽の公演を開催し

ているんですけれども、今年度は、この野村萬

斎さんにもお越しいただけませんかということ

で御案内を差し上げているところでございます。

まだ、返事のほうはいただいておりませんけれ

ども、私どもとしてはできるだけいろんな形で

このトップの方にアプローチをしていきたいな

と思っているところです。

○井本委員 野村さんは、向こうがやるわけや

ろう。そっちが引っ張ってくるわけじゃないん

だろうから、誰かやっぱり全体を見れるような

芸術家みたいな人を一人引っ張ってきたらどう

かと言っているわけよ。だめですか。

○坂元記紀編さん記念事業推進室長 今の委員

がおっしゃっていることについては、まだ、具

体的な検討はしておりませんけれども、いずれ

にしましても何とか実現をしたいと思っており

ますので、おっしゃられたようなことも含めて、

いろいろこれから検討してまいりたいと思いま

す。

○井本委員 気合が入っとらんな。本当、性根

入れてやらんと、単なるだらっとした祭りだけ

になってしまうよ。一つのある意味統一したよ

うな、みんなが来て、本当に美しいきれいだと

感動するようなものをやっぱりつくり上げんと。

その神楽にしても見せ方によって全然違うん

だって。昼間ぼうっと見ていると、それほど大

したもんじゃないんですよ、神楽なんていうの

は。これが例えば、夜神楽なんかに行くと、本

当に雰囲気が。夜神楽は、踊ってる人だけでつ

くるんじゃないんですよ。見ている人たちみん

なでつくるんです。あれがいいんですよ、神楽
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のよさはね。あんなところに単に舞台だけしつ

らえて踊らせればそれでいいというもんじゃな

い。

そういう雰囲気を出すのも、やっぱり芸術な

んかをやっている人たちは、よくわかるんだろ

うと、私は思うわね。だから、ある意味全体を

統一して見れるような、そういう芸術家みたい

な人を呼んできて、そういう人に責任持ってやっ

てもらうというぐらいのことでやってみたらど

うかなと私は思うんだけれどね。一つの提案で

すわ。

○日隈総合政策部長 済みません、１点だけ。

先ほど各課ごとに決算審査いただいた中で、総

合交通課の審査の際、宮崎カーフェリーの新船

建造の話がございました。総合交通課長が遠慮

がちに少し回答したように感じましたので、一

言ちょっと補足で申し上げたいと思います。

新船建造についての県の支援については、先

ほど話があったとおり具体的に今決まっている

わけではありませんが、かなり大きい金額にな

ろうかと思います。

新しいカーフェリー会社は、債務については

全て清算は終わったわけですけれども、確たる

金融資産があるわけでもありません。新しくつ

くった船だけが担保になりますと、これは金融

機関として全額融資というのは、なかなか難し

いことも想定されます。したがいまして、行政

からの支援についても今後検討していくことに

なろうかと想定されます。まだ、仕様、スペッ

クが固まっておりませんから、これから会社の

ほうで固めていく中で、また、県のほうとも協

議していくということでございますので、我々

としては固まり次第、議会のほうにも御相談し、

しかるべき時期に予算化が必要であれば、その

ときにまたお願いしたいと考えております。以

上、私どもの認識としては、そういうふうに考

えておるということだけ、補足的に説明させて

いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

○緒嶋委員 恐らく、副知事が取締役になった

ことも、県に対する期待感もあって、そういう

ことになったんだろうという気もする。このカ

ーフェリーの重要性は、宮崎県としては当然わ

かっておるわけですので、応分のそれこそ負担

というか、補助というか、そういうものは当然

やらざるを得ないと思うけれども、県民全体と

して、金額的にそのことが適正であるかどうか。

そういうことも出てくるから、十分慎重にその

辺を考えながら、やはりつくらないといかんと。

それは早く新船ができるほうがいいわけですの

で、そこ辺も十分、そんたくという言葉はいか

んとかもしれんけれども、考えながら、ぜひ早

目に進めれらるものは進めたほうが私はいいん

じゃないかなという気がします。

○松村主査 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 質疑もないようでございますが、

私からも特にありませんので、それでは、以上

をもちまして総合政策部を終了いたします。執

行部の皆様お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時43分休憩

午後２時45分再開

○松村主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成29年度決算について、執行部

の説明を求めます。

○福嶋会計管理者 会計管理局でございます。

会計管理局の平成29年度の決算の概要について

御説明申し上げます。それでは、座って説明さ
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せていただきます。

お手元の決算特別委員会資料の１ページをお

開きください。

まず、会計管理局全体について御説明をいた

します。

表の一番下の欄をごらんください。予算額が

５億5,091万9,000円に対しまして、支出済額が

５億4,193万8,745円でございます。この結果、

不用額は898万255円、執行率は98.4％となって

おります。

次に、課ごとの状況を御説明いたします。資

料の２ページをお開きください。

まず、会計課の決算状況についてでございま

す。表の一番下の欄をごらんください。

予算額が４億2,925万1,000円に対しまして、

支出済額が４億2,105万5,736円、不用額は819

万5,264円、執行率は98.1％となっております。

続きまして、目における不用額が100万円以上

のものにつきまして御説明いたします。

中ほどの（目）会計管理費をごらんください。

不用額が784万526円となっており、そのうち主

なものは下から５段目の役務費でありまして、

不用額が648万7,841円となっております。これ

は、主に収入証紙の売りさばき人に対しまして

支払う売りさばき手数料が見込みを下回ったこ

とによる執行残でございます。なお、目におけ

る執行率が90％未満のものはございません。

次に、資料の３ページをごらんください。物

品管理調達課の決算状況についてでございます。

表の一番下の欄をごらんください。予算額１

億2,166万8,000円に対しまして、支出済額が１

億2,088万3,009円、不用額は78万4,991円、執行

率は99.4％となっております。

目における不用額が100万円以上のもの及び執

行率が90％未満のものはございません。

以上、会計管理局の決算の概要につきまして

御説明いたしましたが、主要施策の成果に関す

る報告書への掲載、決算審査意見書に記載され

た審査意見及び監査における指摘事項はござい

ません。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○松村主査 執行部の説明が終了いたしました

が、委員の皆様からの質疑はございませんか。

○緒嶋委員 役務費にこれだけ不用額が出たと

いうのは、もう当然と言えば当然なわけですけ

れども、これによって証紙の売り上げ収入は、

ある意味じゃ目標に達しなかったことになるわ

けですか。

○福嶋会計課長 お答えいたします。

まず、現在、証紙で収納しております種類に

つきましては、県税収入のうち狩猟税、あと使

用料及び手数料条例に基づきます706項目を合わ

せました707項目について収入証紙による収入の

方法をとっております。

お尋ねの不用額なんですけれども、大きくなっ

た理由でございますが、例えば、運転免許の更

新手数料や、その際に講習手数料などがござい

ますけれども、これにつきましては、交通違反

の有無により、その更新期間が５年とか、また

は３年とかになるんですけれども、それぞれそ

の項目の毎年度の売り上げの金額の把握が非常

に難しいこととあわせまして、補正で減額し過

ぎますと、今度は売りさばき人に対して手数料

を支払えない状態になりますので、ある程度、

安全に不用残が出てしまうのは、いたし方ない

ところもございます。

実際、証紙の売りさばき額としましては、お

尋ねの分なんですが、平成29年度は26億7,856万

円を売りさばきました。平成28年度は27億4,391

万円でございます。若干金額は減っておるとこ
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ろでございます。

○松村主査 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 質疑もないようでございますので、

以上をもって会計管理局を終了いたします。お

疲れさまでした。

暫時休憩します。

午後２時51分休憩

午後２時52分再開

○松村主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成29年度決算について執行部の

説明を求めます。

○原田人事委員会事務局長 それでは、人事委

員会事務局の平成29年度決算の概要について御

説明いたします。

お手元に配付しております決算特別委員会資

料の表をごらんいただきたいと思います。表の

一番下の合計の欄をお願いいたします。

平成29年度の予算額１億3,529万9,000円に対

しまして、支出済額は１億3,333万4,773円でご

ざいます。この結果、不用額が196万4,227円、

執行率が98.5％となっております。

次に、執行率が90％未満の目はございません

ので、執行残が100万円以上の目について御説明

いたします。

真ん中の（目）事務局費の不用額が170万3,317

円となっております。その主なものは職員手当

等の不用額79万6,010円であります。これは、時

間外勤務手当等の執行残であります。

なお、主要施策の成果に関する報告書への掲

載、また、決算審査意見書に記載された審査意

見及び監査における指摘事項はございません。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○松村主査 執行部の説明が終了いたしました。

委員の皆様からの質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 質疑もないようでございますので、

以上をもって人事委員会事務局を終了いたしま

す。お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時54分休憩

午後２時55分再開

○松村主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成29年度決算について執行部の

説明を求めます。

○郡司監査事務局長 監査事務局の平成29年度

の決算の概要について御説明をいたします。

お手元の決算特別委員会資料をごらんいただ

きたいと思います。

１枚めくっていただきまして、監査事務局の

予算執行状況につきましては、１ページの一番

上の（款）総務費の欄をごらんいただきたいと

思います。

予算額は２億1,195万8,000円、支出済額は２

億1,026万6,974円、不用額は169万1,026円、執

行率は99.2％となっております。

次に、執行率が90％未満の目はございません

でしたので、執行残が100万円以上の目について

御説明をさせていただきます。

２ページをごらんいただきたいと思います。

一番上の段、（目）事務局費の不用額が119

万5,310円となっております。その主なものは賃

金の25万108円及び旅費の25万487円であります。

主要施策の成果及び監査結果につきましては、

特に報告すべき事項はございません。

以上でございます。よろしく御審議お願いい

たします。
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○松村主査 執行部の説明が終了いたしました

が、委員の皆様からの質疑はありませんか。

○緒嶋委員 委託料は、外部監査委員に対する

報酬ですか。

○和田監査第一課長 これは、包括外部監査に

関する委託料でございます。その委託料の額に

つきましては、前年度の２月議会において契約

の目的、金額、相手方、期間について、議会の

議決を得て委託を結んでいるところでございま

す。

○井本委員 土木の入札の関係で問題になって

いるんだけれど、監査はあそこまではやらんの

かな。

○和田監査第一課長 今、私どもが把握してい

るのは新聞報道、そして議会での御質問と執行

部からの答弁、あと執行部からの聞き取りなん

ですけれども、現時点での私どもの考え方とい

たしましては、この事案については虚偽の申請

に関する事案で、監査とは別の次元の問題であ

ると、現時点では認識してございます。

○緒嶋委員 監査事務局としては、そのことに

はタッチできないということかな。何もできな

いというとおかしいけれど。

○和田監査第一課長 監査とは今のところ、別

の次元の問題になっておるという認識ですが、

議会での執行部の答弁で、洗い出しとか、再発

防止対策とか、そういう措置を講じるとかござ

いますので、監査としては次回の監査で、それ

がどのように改善されたのかとかを確認するこ

とは予定してございます。

○緒嶋委員 ああいう虚偽を見抜けなかったと

いうのは経審の精査の仕方に、ある意味では問

題があるというふうにも言われるわけです。だ

から、そこに見抜けん理由というか、どういう

ことで見抜けなかったかは監査の立場で指摘は

できるんじゃないかなという気はするんだけれ

ど。そのあたりはどうかな。

○和田監査第一課長 建設業法に基づく審査で

ございまして、非常に専門的、技術的な審査に

なってございます。監査のほうでそれ以上の技

術力とかそういうのがあれば少しは見ることが

できるのかもしれませんけれども、今のところ、

それ以上のレベルの監査能力を、ちょっと持ち

合わせていないのが現状でございます。

○緒嶋委員 逆に言えば監査の限界があるとも

とれるかなという気もするわけだけれど。県の

行政として、結果としてこのようなみんなが疑

わしいというか、不正な書類を上げてくるよう

なことを、やはりその職務の人たちが、言えば

管理課の皆さんが見抜けんというのは、どこか

にその見抜けん理由があるわけですよね。だか

らその理由を指摘して、そういうことがないよ

うに、監査の立場で指摘はできんのかなという

気がするわけよね。

○和田監査第一課長 監査のほうといたしまし

ては、先ほど御説明いたしましたように、執行

部における、なぜこういう問題が起こったかと

か、そういう洗い出しとか、その結果を踏まえ

て判断することになろうかと思います。ですか

ら、執行部における洗い出しとか、そういうき

ちんとした精査が終わらないと。今のところは

それを見守っている状態と考えております。

○緒嶋委員 いずれかの時点では、監査事務局

として、管理課に対して、そういうものについ

て聞きとるときはくるということですね。

○和田監査第一課長 現時点においても、監査

事務局としては執行部のほうに、不祥事案等が

生じた場合には監査として必ず、聞きとり等を

行っておるところでございます。

ただ、今、執行部のほうから─県土整備部
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のほうでございますけれども、得ている状況は、

議会での答弁を超えるような聞きとりができて

おらないのが現状でございます。

○井本委員 今、聞いていると、例えば国の会

計検査院なんかは本当に細かいところまで突っ

込んでくるよね。それと比べると、県の監査は

そういう権限がないことになるわけ。

○和田監査第一課長 監査といたしましては、

財務に関する監査が基本なんですけれども、あ

と行政監査とかございますが、強制力を持たな

いのが現状でございます。議会の百条委員会の

ような強制力を持ちませんので、どうしても県

の監査としての、監査遂行といいますか、監査

の実施については限界が出てくると考えてござ

います。

○井本委員 いや、私も昔から疑問だったんだ

よね。我々もいわゆる県議会議員として調査権

があるわけです。以前、警察の調査費、捜査費

かなんかが、一遍問題になったことがあったも

んね。

そのときに、我々の調査権がどこまで及ぶの

かという話があって。だけれど、その監査の調

査権のほうが、我々の調査権よりも低いという

ことになるわけですか。

○和田監査第一課長 強制力の面からいきます

と、議会権限より低い。

○井本委員 低いということ。

○和田監査第一課長 はい。

○松村主査 ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 質疑もないようでございますので、

以上をもって監査事務局を終了いたします。執

行部の皆様、お疲れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午後３時５分休憩

午後３時６分再開

○松村主査 分科会を再開いたします。

それでは、平成29年度決算について、執行部

の説明を求めます。

○片寄議会事務局長 議会事務局でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。座って説明

をさせていただきます。

平成29年度の議会事務局の決算の概要につき

まして、御説明いたします。

お手元の決算特別委員会資料の１ページをお

開きください。

一番上の段、（款）議会費でございます。予算

額10億8,798万7,000円に対しまして、支出済額10

億8,037万6,463円、不用額761万537円であり、

執行率は99.3％となっております。

次に、目における予算の不用額が100万円以上

のものにつきまして、御説明いたします。なお、

執行率が90％未満の目はございません。

まず、上から３段目の（目）議会費でありま

す。不用額302万1,118円であります。

主なものといたしましては、中ほどの旅費

の200万3,731円でありますが、これは本会議開

催に伴う応召旅費等の執行残であります。

２ページをお開きください。

続きまして、一番上の段の（目）事務局費で

あります。不用額458万9,419円であります。

主なものといたしましては、ページの中ほど

にございます需用費96万1,104円、そしてその２

つ下の段にあります委託料111万5,616円であり

ますが、これは会議録印刷経費等の執行残及び

本会議委員会速記反訳委託料等の執行残であり

ます。

最後に、３ページをお願いいたします。

監査における指摘事項等についてであります。
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平成29年度監査における指摘事項はございませ

んが、収入事務におきまして注意事項１件、公

募型財産貸付料の調定の時期及び納入期限を

誤っているものがございました。

これは、議会棟２階に設置しております地産

地消自動販売機に係る貸付料の徴収につきまし

て、調定の時期及び納入期限を誤っていたとい

うものでございます。この監査結果を受けまし

て、財務規則や地産地消コーナーにおける自動

販売機事務取扱要領に定める事務処理につきま

して、再度確認を行ったところであります。

今後は、局内のチェック体制をさらに徹底し、

再発防止に努めてまいります。

そのほか、主要施策の成果に関する報告書及

び決算審査意見書につきましては、該当ござい

ません。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

○松村主査 執行部の説明が終了いたしました。

委員の皆様から質疑はありませんか。

○井本委員 我々が常任委員会なんかで視察に

行ったときに、随行してくれるんだけれど、事

務局の旅費が足らんという話をよく聞くもんだ

から。

当然我々と同じホテルに泊まらないといかん

し。やっぱり何かあったときにぱっと来ないと

いかんし。その辺の手当がうまいぐあいにでき

ないもんなのかなといつも思うんだけれども。

○谷口総務課長 随行の旅費につきましては、

なかなか予算的には厳しいものがございますが、

当然ながら予算の範囲内、それから足らなけれ

ばまた措置をしてということで対応しておりま

す。

それから、例えばホテルの格としても高いホ

テルしかないというような場合は、交渉しまし

て、その分の割り増しを付けていただいて対応

しておりますので、その辺は事務局としても対

応をしておるところでございます。

○井本委員 なら問題ないじゃない。

○松村主査 いいですか。ほかに質疑はないで

すか。

○緒嶋委員 工事請負費とは、何の工事か。

○谷口総務課長 ２ページの工事請負費でござ

います。こちらは、昨年度、議場にモニターを

設置しました。画面を傍聴席から見たときに見

えるように２カ所設置しました。それと、議会

棟２階のトイレを１つ洋式化しました。それの

工事経費になっています。

○田口副主査 利用している者としてちょっと

聞きたいんですが。議員寮関係の経費はどこに

なるんでしょうか。

○谷口総務課長 議員寮につきましては、予算

書上はいろんなところに入っておりまして、例

えば、寮母さんに委託している委託料とか修繕

費とか入っていますので、この中にストレート

には入っておりません。議員寮の全体の経費と

いたしましては、まず嘱託の人件費、寮母業務

の委託料、それから維持管理費としまして修繕

費、光熱水費、通信費、そういったものがそれ

ぞれの予算の科目の中に入っております。

○緒嶋委員 今度の台風で、寮が雨漏りしたの

はわかってるかな。

○谷口総務課長 翌日、報告を受けまして、職

員も現場を確認させていただいております。ちょ

うどサッシの窓枠のところから、ちょっと下の

ほうが濡れて、雨漏りといいますか、水が染み

ているところも確認しておりますので、また今

後対応していきたいと思っております。

○松村主査 ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○松村主査 質疑もないようですので、以上を

もって議会事務局を終了いたします。お疲れさ

までした。

暫時休憩いたします。

午後３時14分休憩

午後３時17分再開

○松村主査 分科会を再開します。

まず、採決についてでありますが、あした10

月４日の13時10分に採決を行いたいと思います

が、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それでは、そのように決定いたし

ます。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それでは、以上で本日の分科会を

終了いたします。

午後３時18分散会
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午後１時７分再開

出席委員（７人）

主 査 松 村 悟 郎

副 主 査 田 口 雄 二

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 井 本 英 雄

委 員 右 松 隆 央

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 武 田 浩 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 弓 削 知 宏

総 務 課 主 事 浜 砂 貴 裕

○松村主査 分科会を再開いたします。

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

賛否も含め御意見があれば、お願いいたします。

○前屋敷委員 意見というより賛否も含めてと

いうことであれば。ここにかかるのは、19号だ

けですよね、反対です。

○松村主査 反対ですね。

それでは、これより採決に入りますが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それでは、挙手により採決を行い

ます。

議案第19号の認定について、賛成の方の挙手

を求めます。

〔賛成者挙手〕

○松村主査 挙手多数。よって、議案第19号に

ついては、原案のとおり認定すべきものと決定

いたしました。

次に、主査報告骨子案についてであります。

主査報告の項目及び内容について、御意見が

ありませんか。

暫時休憩します。

午後１時８分休憩

午後１時16分再開

○松村主査 分科会を再開いたします。

それでは、主査報告につきましては、皆様の

御意見等を参考にしながら、正副主査に御一任

いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 それでは、そのようにいたします。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○松村主査 何もないようですので、以上で分

科会を終了いたします。

午後１時17分閉会

平成30年10月４日(木)
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